
 
マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン（令和８年４月改訂）新旧対照表 

 

※ 下記の新旧対照表は、ガイドライン本体のインデントや数字の全角・半角等の形式面のみの修正は含んでいない。 

※ ガイドライン本体に画像で掲載している図の修正については、ガイドライン本体のみに掲載しているためガイドライン本体を参照いただきたい。 

 

改訂後 改訂前 

目次 

第１章 （略） 

第２章 外部専門家による外部管理者方式等における留意事項 

１． （略） 

２． 既存マンションにおける外部管理者方式導入の進め方 

（１） （略） 

（２） 既存マンションにおける外部管理者方式導入までの進め方・手続 

①・② （略） 

③ 管理者事務を担う外部専門家による説明 

④～⑧ （略） 

３． （略） 

４． 管理者の業務内容・契約書等 

（１） 契約・管理規約等の内容 

① 管理者事務委託契約書について 

② 管理者委託契約における規定事項 

（２） （略） 

（３） 管理規約の規定事項について 

① （略） 

② 個別の規定事項について 

１）～４） （略） 

５） 議決事項 

６）～８） （略） 

５． （略） 

６．管理者による適正な業務遂行の確保・組合財産の保護のための措置 

（１） （略） 

（２） 管理者による独断専横的行為・管理組合と管理者間の利益相反の防

止 

① （略） 

② 利益相反取引等管理組合の利益を損なう行為への対応 

１）・２） （略） 

３） 管理者事務に係る一定の裁量の確保・緊急時等における取引の機

目次 

第１章 （略） 

第２章 外部専門家による外部管理者方式等における留意事項 

１． （略） 

２． 既存マンションにおける外部管理者方式導入の進め方 

（１） （略） 

（２） 既存マンションにおける外部管理者方式導入までの進め方・手続 

①・② （略） 

③ 管理者業務を担う外部専門家による説明 

④～⑧ （略） 

３． （略） 

４． 管理者の業務内容・契約書等 

（１） 契約・管理規約等の内容 

① 管理者業務委託契約書について 

② 管理者業務委託契約における規定事項 

（２） （略） 

（３） 管理規約の規定事項について 

① （略） 

② 個別の規定事項について 

１）～４） （略） 

５） 総会決議事項 

６）～８） （略） 

５． （略） 

６．管理者による適正な業務遂行の確保・組合財産の保護のための措置 

（１） （略） 

（２） 管理者による独断専横的行為・管理組合と管理者間の利益相反の防

止 

① （略） 

② 利益相反取引等管理組合の利益を損なう行為への対応 

１）・２） （略） 

３） 管理者業務に係る一定の裁量の確保・緊急時等における取引の機
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動性の確保 

４）～６） （略） 

③ 管理者に対する監視・チェック体制 

１）・２） （略） 

３） 管理者から監事及び区分所有者に対する定期報告 

④ 管理者の解任を柔軟化しておくための措置 

（３） （略） 

（４） 事故・事件が発生した場合における対応及び組合財産の保護措置 

① 概要 

② 外部管理者方式における訴訟追行等の問題 

１）・２） （略） 

③ 保険金等の請求及び受領に関する総会の決議について 

（５） （略） 

【資料編】 （略） 

第３章 マンション管理業者による外部管理者方式（管理業者管理者方式）にお

ける留意事項 

１． （略） 

２． 既存マンションにおける外部管理者方式導入の進め方 

（１） （略） 

（２） 既存マンションにおける外部管理者方式導入までの進め方・手続 

① （略） 

② 管理者事務を担う管理業者による説明 

③～⑦ （略） 

３． （略） 

４． 管理者の業務内容・契約書等 

（１） 契約・管理規約等の内容 

① 管理者事務委託契約書の体裁 

② 管理者委託契約における規定事項 

（２） （略） 

（３） 管理規約の規定事項について 

① （略） 

② 個別の規定事項について 

１）～４） （略） 

５） 議決事項 

６）～８） （略） 

５． （略） 

６．管理者による適正な業務遂行の確保・組合財産の保護のための措置 

動性の確保 

４）～６） （略） 

③ 管理者に対する監視・チェック体制 

１）・２） （略） 

３） 管理者から監事や区分所有者に対する定期報告 

④ 管理者の解任を可能としておくための措置 

（３） （略） 

（４） 事故・事件が発生した場合における対応及び組合財産の保護措置 

 

① 外部管理者方式における訴訟追行等の問題 

１）・２） （略） 

 

（５） （略） 

【資料編】 （略） 

第３章 マンション管理業者による外部管理者方式（管理業者管理者方式）にお

ける留意事項 

１． （略） 

２． 既存マンションにおける外部管理者方式導入の進め方 

（１） （略） 

（２） 既存マンションにおける外部管理者方式導入までの進め方・手続 

① （略） 

② 管理者業務を担う管理業者による説明 

③～⑦ （略） 

３． （略） 

４． 管理者の業務内容・契約書等 

（１） 契約・管理規約等の内容 

① 管理者業務委託契約書の体裁 

② 管理者業務委託契約における規定事項 

（２） （略） 

（３） 管理規約の規定事項について 

① （略） 

② 個別の規定事項について 

１）～４） （略） 

５） 総会決議事項 

６）～８） （略） 

５． （略） 

６．管理者による適正な業務遂行の確保・組合財産の保護のための措置 
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（１） （略） 

（２） 管理者による独断専横的行為・管理組合と管理者間の利益相反の防

止 

① （略） 

➁利益相反取引等管理組合の利益を損なう行為への対応 

１）・２） （略） 

３） 管理者事務に係る一定の裁量の確保・緊急時等における取引の機

動性の確保 

４）～６） （略） 

③ （略） 

④ 管理者の解任を柔軟化しておくための措置 

（３） 多額の金銭事故・事件の防止 

① （略） 

② 適切な財産管理状況の把握 

１） 監事等による組合財産状況に関する監査及び総会等への報告 

２） （略） 

（４）事故・事件が発生した場合における対応及び組合財産の保護措置 

① 概要 

② 外部管理者方式における訴訟追行等の問題 

１）・２） （略） 

③ 保険金等の請求及び受領に関する総会の決議について 

（５） （略） 

【資料編】標準管理者事務委託契約書（管理者と管理組合間の管理者事務委

託契約書の例（マンション管理業者の場合）） 

【参照条文】 

 

（１） （略） 

（２） 管理者による独断専横的行為・管理組合と管理者間の利益相反の防

止 

① （略） 

➁利益相反取引等管理組合の利益を損なう行為への対応 

１）・２） （略） 

３） 管理者業務に係る一定の裁量の確保・緊急時等における取引の機

動性の確保 

４）～６） （略） 

③ （略） 

④ 管理者の解任を可能としておくための措置 

（３） 多額の金銭事故・事件の防止 

① （略） 

② 適切な財産管理状況の把握 

１） 監事等による財産の状況に関する監査及び総会等への報告 

２） （略） 

（４）事故・事件が発生した場合における対応及び組合財産の保護措置 

 

① 外部管理者方式における訴訟追行等の問題 

１）・２） （略） 

 

（５） （略） 

【資料編】管理者と管理組合間の管理者事務委託契約書の例（マンション管

理業者の場合） 

 

 

第１章 ガイドラインの位置づけ 第１章 ガイドラインの位置づけ 

２．ガイドラインの改訂 ２．ガイドラインの改訂―マンション管理業者を管理者とする方式における留

意事項の整理 

（１）マンション管理業者を管理者とする方式における留意事項の整理 （新設） 

・ 近年、既存マンションにおいて、役員の担い手不足等を背景として、マンシ

ョン管理適正化法上の登録を受けたマンション管理業者（以下「管理業者」と

いう。）が管理事務を受託するのに加えて管理者として選任される事例や、新

築マンションにおいて、管理業者が管理者に就任することを前提として分譲が

行われる事例が出てきています。 

・ （略） 

・ こうした点も踏まえ、令和 6年６月、第３章において、管理業者が管理者と

・ 近年、既存マンションにおいて、役員の担い手不足等を背景として、マンシ

ョン管理適正化法上の登録を受けた管理業者（以下「管理業者」という。）が

管理事務を受託するのに加えて管理者として選任される事例や、新築マンショ

ンにおいて、管理業者が管理者に就任することを前提として分譲が行われる事

例が出てきています 

・ （略） 

・ こうした点も踏まえ、令和 6年６月、第３章において、管理業者が管理者と
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なる外部管理者方式の場合に対応する形で留意事項を整理したうえ、外部専門

家が管理者となる外部管理者方式等については従来のガイドラインの内容を

改訂して第２章において整理し、名称を「マンションにおける外部管理者方式

等に関するガイドライン」（以下「本ガイドライン」という。）として、ガイド

ラインを改訂しました。 

 

なる外部管理者方式の場合に対応する形で留意事項を整理したうえ、外部専門

家が管理者となる外部管理者方式等については従来のガイドラインの内容を

改訂して第２章において整理し、名称を「マンションにおける外部管理者方式

等に関するガイドライン」として、ガイドラインを改訂しました（以下改訂後

のガイドラインを「本ガイドライン」という。）。 

 

（２）老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分

所有等に関する法律等の一部を改正する法律（令和７年法律第 47 号）を踏ま

えた改訂 

（新設） 

・ 管理業者が管理者となる外部管理者方式（管理業者管理者方式）については、

専門的知見を有する管理業者による機動的なマンション管理を実現し、区分所

有者の負担軽減につながることが期待される一方で、管理業者が工事等の発注

者として、自社や関連会社と直接取引を行うことが可能となり、区分所有者の

利益に反する事態が生じうるのではないかとの懸念の声があったことから、令

和７年５月に成立・公布された老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等

を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 におい

て、管理業者管理者方式に関するマンション管理適正化法の改正が行われまし

た。 

・ 具体的には、管理業者が自社又は関連会社との取引を行う場合には、総会決

議に先立ち、区分所有者等に対して当該取引に関する重要な事実を事前説明す

ることを義務づけ、管理業者がこうした義務を適切に履行しない場合には、管

理業者に対して業務停止命令等の措置を講じることとするものであり、こうし

た点を踏まえ、令和８年４月に本ガイドラインを改訂しました。 

 

（新設） 

３．マンション管理の主体について ３．マンション管理の主体について 

・ （略） 

・ マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針（令和３年国土

交通省告示第 1286 号。以下「基本方針」という。）においても、マンション管

理の主体について、 

○ （略） 

○ （略） 

という考え方が示されています。 

・ （略） 

・ （略） 

・ マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針（令和３年９月

28 日国土交通省告示第 1286 号。以下「管理適正化指針」という。）において

も、マンション管理の主体について、 

○ （略） 

○ （略） 

という考え方が示されています。 

・ （略） 

 

４．本ガイドラインの対象及び構成 ４．本ガイドラインの対象及び構成 

（２）ニーズが想定されるマンションのタイプ （２）ニーズが想定されるマンションのタイプ 

・ 本ガイドラインは、主として、自己居住用のマンションを対象としています。 ・ 本ガイドラインは、主として、自己居住用のマンションを対象としています。
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なお、いわゆるワンルーム型の投資用マンション（単身居住用ワンルームが多

く、主に投資を想定して供給されたマンションのことをいう。以下同じ。）や

リゾートマンションにおいても、本ガイドラインの内容は参考となります。 

 

なお、いわゆるワンルーム型の投資用マンション（単身居住用ワンルームが多

く、主に投資を想定して供給されたマンションのことを言います。以下同じ。）

やリゾートマンションにおいても、本ガイドラインの内容は参考となります。 

第２章 外部専門家による外部管理者方式等における留意事項 第２章 外部専門家による外部管理者方式等における留意事項 

２．既存マンションにおける外部管理者方式導入の進め方 ２．既存マンションにおける外部管理者方式導入の進め方 

（１）外部管理者方式のニーズの見極め （１）外部管理者方式のニーズの見極め 

・ 外部管理者方式のメリットとデメリットについても、あらかじめ検討してお

くことが必要です。一般的には、以下のようなメリット、デメリットがあると

説明されることがあります。また、管理者事務契約の内容や管理規約の内容に

よっても、メリット・デメリットの内容は変わってきます。 

＜メリット＞ 

・ 区分所有者の事務の負担軽減につながることがあり、管理者（役員）の

担い手不足の解決策となる場合があること 

・ 外部専門家が管理者事務を担う体制となり、専門的知見に基づく、機動

的な業務執行が期待できる場合があること 等 

＜デメリット＞ 

・ （略） 

  

・ 外部管理者方式のメリットとデメリットについても、あらかじめ検討してお

くことが必要です。一般的には、以下のようなメリット、デメリットがあると

説明されることがあります。また、管理者業務契約の内容や管理規約の内容に

よっても、メリット・デメリットの内容は変わってきます。 

＜メリット＞ 

・ 区分所有者の負担軽減につながることがあり、管理者（役員）の担い手

不足の解決策となる場合があること 

・ 外部専門家が管理者業務を担う体制となり、専門的知見に基づく、機動

的な業務執行が期待できる場合があること 等 

＜デメリット＞ 

・ （略） 

  

（２）既存マンションにおける外部管理者方式導入までの進め方・手続 （２）既存マンションにおける外部管理者方式導入までの進め方・手続 

①外部管理者方式の導入までのプロセスの全体像 ①外部管理者方式の導入までのプロセスの全体像 

図２＜外部管理者方式の導入までのプロセスの例＞ 

※ガイドライン本体の第２章図２参照 

 

図２＜外部管理者方式の導入までのプロセスの例＞ 

※ガイドライン本体の第２章図２参照 

 

・ （略） 

 管理規約で役員の要件が「組合員のうちから」となっている場合は、管理者

の選任決議より前、又は選任決議と同一の総会において、管理者として組合員

以外の者を選任可能とするための管理規約の改正等を行います。なお、管理者

の選任決議と同一の総会で行うことも考えられます。 

 

・ （略） 

 管理規約で役員の要件が「組合員のうちから」となっている場合は、管理者

の選任決議より前、または選任決議と同一の総会において、管理者として組合

員以外の者を選任可能とするための管理規約の変更等を行います。なお、管理

者の選任決議と同一の総会で行うことも考えられます。 

 

②外部専門家の選任方法に係る細則等 ②外部専門家の選任方法に係る細則等 

・ 建物の区分所有等に関する法律（昭和 37 年法律第 69 号。以下「区分所有

法」という。）上、管理者は、管理規約に別段の定めがない限り総会で選任さ

れ（区分所有法第 25条第１項）、本人が承諾すれば管理者に就任できます（区

分所有法第 28条、民法（明治 29 年法律第 89号）第 643 条）。標準管理規約上

は、総会で理事及び監事を選任し（標準管理規約第 35条第２項）、理事会にお

・ 建物の区分所有等に関する法律（昭和 37 年法律第 69 号。以下「区分所有

法」という。）上、管理者は、規約に別段の定めがない限り総会で選任され（第

25 条第１項）、本人が承諾すれば管理者に就任できます（第 28条、民法第 643

条）。標準管理規約上は、総会で理事及び監事を選任し（標準管理規約第 35条

第２項）、理事会において理事の中から理事長・副理事長・会計担当理事等の
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いて理事の中から理事長・副理事長・会計担当理事等の役職を割り当てていく

こととされています（標準管理規約第 35 条第３項）。 

役職を割り当てていくこととされています（標準管理規約第 35条第３項）。 

＜標準管理規約における外部専門家の役員就任に係る規定＞ 

（役員） 

第 35条 （略） 

※外部専門家を役員として選任できることとする場合 

２ 理事及び監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。 

３ 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のう

ちから選任し、又は解任する。 

４ （略） 

 

【コメント】 

第 35条関係 

① 管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所有者全員で構成され

る団体であることを踏まえ、役員の資格要件を、当該マンションへの居住の

有無に関わりなく区分所有者であるという点に着目して、「組合員」として

いるが、②、③で示すように、それぞれのマンションにおける実態に応じて

資格要件を定めることもできる。 

 

 

 

② 全般関係③で示したとおり、必要に応じて、マンション管理に係る専門知

識を有する外部の専門家の選任も可能とするように当該要件を外すことも

考えられる。この場合においては、「外部専門家を役員として選任できるこ

ととする場合」の第４項のように、選任方法について細則で定める旨の規定

を置くことが考えられる。（略） 

③～⑦ （略） 

⑧ 第４項の選任方法に関する細則の内容としては、選任の対象となる外部の

専門家の要件や選任の具体的な手続等を想定している。なお、⑨及び第 36

条の２関係②について併せて参照のこと。 

⑨ 外部の専門家を役員として選任する場合には、その者が期待された能力等

を発揮して管理の適正化、財産的価値の最大化を実現しているか監視・監督

する仕組みが必要である。このための一方策として、法人・団体から外部の

専門家の派遣を受ける場合には、派遣元の法人・団体等による報告徴収や業

務監査又は外部監査が行われることを選任の要件として、第４項の細則にお

いて定めることが考えられる。 

⑩ 役員は、マンションの敷地、共用部分等や管理費、修繕積立金といった組

＜標準管理規約における外部専門家の役員就任に係る規定＞ 

（役員） 

第 35条 

※外部専門家を役員として選任できることとする場合 

２ 理事及び監事は、総会で選任する。 

３ 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任す

る。 

４ （略） 

 

【コメント】 

第 35条関係 

① 管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所有者全員で構成され

る団体であることを踏まえ、役員の資格要件を、当該マンションへの居住の

有無に関わりなく区分所有者であるという点に着目して、「組合員」として

いるが、全般関係③で示したとおり、必要に応じて、マンション管理に係る

専門知識を有する外部の専門家の選任も可能とするように当該要件を外す

ことも考えられる。この場合においては、「外部専門家を役員として選任で

きることとする場合」の第４項のように、選任方法について細則で定める旨

の規定を置くことが考えられる。（略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

⑤ 第４項の選任方法に関する細則の内容としては、選任の対象となる外部の

専門家の要件や選任の具体的な手続等を想定している。なお、⑥及び第 36

条の２関係②について併せて参照のこと。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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合員の共有の財産を管理し、管理業者との業務委託や修繕工事の工事請負契

約といった多額の発注、契約に関する管理組合としての意思決定に直接的に

関与することが想定される。そのため、部外者が役員になりすまし、役員の

業務の適正な実施を妨害した場合、管理組合が多額の損害を被るおそれがあ

ることから、そうした事態を防止するためには、役員候補者の本人確認を適

切に実施することが有効と考えられる。 

 具体的には、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付

きの身分証明書の提示を求める等の方法により本人確認を行うことが考え

られる。 

 また、②に示すように、マンション管理に係る専門知識を有する外部の専

門家を選任する場合は、顔写真付きの身分証明書に加え、専門家の資格に係

る身分証明書の提示を求めることが考えられる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜外部専門家の選任手続等に関して細則で定めておくべき事項の例＞ 

第○条 ○○マンション管理規約（以下「規約」という。）第 35条第 4項及び

第 70条の規定に基づき、この細則を制定する。 

（補足：便宜上、規約の条番号は標準管理規約（単棟型）に準拠した。以下同

じ。） 

 

第○条 外部専門家役員は、理事会における議決権を有しない。 

（補足：本規定は、規約第 70 条に基づき、理事会決議は理事の過半数で行う

こととしている規約第 53 条第 1項の特例として、外部専門家である理事に

は議決権を付さないこととするものである。） 

  

＜外部専門家の選任手続等に関して細則で定めておくべき事項の例＞ 

第○条 ○○マンション管理規約（以下「規約」という。）第 35条第 4項及び

第 70条の規定に基づき、この細則を制定する。 

（補足：便宜上、規約の条番号は標準管理規約に準拠した。以下同じ。） 

 

 

第○条 外部専門家役員は、理事会における議決権を有しない。 

（補足：本規定は、規約第 70 条に基づき、理事会決議は理事の過半数で行う

こととしている第 53 条第 1 項の特例として、外部専門家である理事には議

決権を付さないこととするものである。） 

  

③管理者事務を担う外部専門家による説明 

・ （略） 

 

図３＜外部専門家による説明事項＞ 

１．管理者の権限の範囲 

・（略） 

・総会の議決事項/管理者の権限について現行の管理規約からの変更があるか

（理事会が設けられない外部管理者方式の場合、現行の管理規約で理事会の

議決事項だった事項の決定方法を含む。） 

・（略） 

２．～６． （略） 

７．その他重要事項 

③管理者業務を担う外部専門家による説明 

・ （略） 

 

図３＜外部専門家による説明事項＞ 

１．管理者の権限の範囲 

・（略） 

・総会決議事項/管理者の権限について現行の管理規約からの変更があるか

（理事会が設けられない外部管理者方式の場合、現行の管理規約で理事会決

議事項だった事項の決定方法を含む。） 

・（略） 

２．～６． （略） 

７．その他重要事項 
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・（略） 

・管理者事務についての賠償責任保険への加入の有無及び補償額 

  

・（略） 

・管理者業務についての賠償責任保険への加入の有無及び保障額 

  

⑤候補者の選定 ⑤候補者の選定 

・ （略） 

・ また、区分所有者等から知り合いの外部専門家が推薦されるケースも考えら

れますが、そのような場合、透明性確保の観点から、候補者として挙げられた

経緯や理由については明確にしておくべきです。公募によって候補者を募るこ

とも、方法の１つとして考えられます。 

 

・ （略） 

・ また、区分所有者等から知り合いの外部専門家が推薦されるケースも考えら

れますが、そのような場合、透明性の観点から、候補者として挙げられた経緯

や理由については明確にしておくべきです。公募によって候補者を募ること

も、方法の１つとして考えられます。 

 

図４＜外部専門家の選定・評価のプロセスの例＞ 

※ガイドライン本体の第２章図４参照 

 

図４＜外部専門家の選定・評価のプロセスの例＞ 

※ガイドライン本体の第２章図４参照 

 

⑥区分所有者に対する説明会等 ⑥区分所有者に対する説明会等 

・ （略） 

 理事会の求めがある場合、外部専門家はこの説明会に出席し、区分所有者に

対して、外部管理者方式の内容について説明を行うことが望ましいと考えられ

ます。また、外部専門家は、理事会を通じて、管理者委託契約（マンション管

理適正化法第 72 条第１項に規定する管理者受託契約を含む。以下同じ。）にか

かる重要事項を記載した書面を区分所有者全員へ交付することが望ましいと

考えられます。 

・ （略） 

 

・ （略） 

 理事会の求めがある場合、外部専門家はこの説明会に出席し、区分所有者に

対して、外部管理者方式の内容について説明を行うことが望ましいと考えられ

ます。また、外部専門家は、理事会を通じて、管理者業務委託契約にかかる重

要事項を記載した書面を区分所有者全員へ交付することが望ましいと考えら

れます。 

 

・ （略） 

⑦総会における導入推進決議 ⑦総会における導入推進決議 

・ （略） 

 導入推進決議は法的に必須の決議ではありませんが、外部管理者方式の導入

に向けて具体的な手続を進めていくかどうかを議案とするものですので、これ

が決議された場合、導入の方向性が確認されたことになり、候補者と理事会と

の間で契約書等の詳細な検討・調整を進める前のプロセスとして望ましいと考

えられます。 

・ 導入推進決議では、外部管理者方式の導入に向けて具体的な手続を進めてい

く旨、候補者（あくまで候補者として承認を得る）、新たな管理方式や管理者

の権限等の大きな方向性、スケジュール等を明示して、決議を得ることが考え

られます。 

 （略） 

・ 導入推進決議の後、候補者を管理者として選任する方向で、候補者と理事会

・ （略） 

 導入推進決議は法的に必須の決議ではありませんが、外部管理者方式の導入

に向けて具体的な手続を進めていくかどうかを議案とするものですので、これ

が決議された場合導入の方向性が確認されたことになり、候補者と理事会との

間で契約書等の詳細な検討・調整を進める前のプロセスとして望ましいと考え

られます。 

・ 導入推進決議では、外部管理者方式の導入に向けて具体的な手続を進めてい

く旨、候補業者（あくまで候補業者として承認を得る）、新たな管理方式や管

理者の権限等の大きな方向性、スケジュール等を明示して、決議を得ることが

考えられます。 

 （略） 

・ 導入推進決議の後、候補者を管理者として選任する方向で、候補者と理事会
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との間で、契約書、報酬等の詳細な調整を進め、⑧の総会の議決事項を検討し

ます。 

 

との間で、契約書、報酬等の詳細な調整を進め、⑧の総会の決議事項を検討し

ます。 

 

⑧総会における導入決議 ⑧総会における導入決議 

・ 外部管理者方式を正式に導入するには、管理者等の選任、管理規約、細則、

契約書、報酬等に係る予算などについて、総会決議を経る必要があります。理

事会がない外部管理者方式を導入する場合、通常の理事会方式を取りやめるこ

とになるため、多くのマンションにおいては管理規約改正の決議（区分所有者

（議決権を有しないものを除く。）の過半数（これを上回る割合を管理規約で

定めた場合にあっては、その割合以上）の者であって議決権の過半数（これを

上回る割合を管理規約で定めた場合にあっては、その割合以上）を有するもの

が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各４分の３以上の多数による

決議（区分所有法第 31条第１項））が必要と考えられます。 

・ （略） 

・ 議決事項としては、候補者である外部専門家を管理者に選任する旨、管理規

約及び細則の制定・改正案、管理者と締結する管理者事務委託契約書の案、管

理委託契約書の変更案、管理者の報酬に関する予算案が考えられます。管理規

約の改正以外の事項は、普通決議で対応することが可能と考えられます。 

 

・ 外部管理者方式を正式に導入するには、管理者等の選任、管理規約、細則、

契約書、報酬等に係る予算などについて、総会決議を経る必要があります。理

事会がない外部管理者方式を導入する場合、通常の理事会方式を取りやめるこ

とになるため、多くのマンションにおいては管理規約改正の決議（区分所有者

及び議決権の 4分の 3以上の特別多数決議）が必要と考えられます。 

 

 

 

 

・ （略） 

・ 決議事項としては、候補者である外部専門家を管理者に選任する旨、管理規

約及び細則の制定・改正案、管理者と締結する管理者業務委託契約書の案、管

理者の報酬に関する予算案が考えられます。管理規約の改正以外の事項は、普

通決議で対応することが可能と考えられます。 

３．新築マンションにおける外部管理者方式導入までのプロセス ３．新築マンションにおける外部管理者方式導入までのプロセス 

（１）既存マンションにおける外部管理者方式との違い （１）既存マンションにおける外部管理者方式との違い 

・ 新築マンションにおいて外部管理者方式が導入されている場合においても、

適切な管理者事務委託契約書、管理規約の設定等を行うことなどによって管理

者に対する適切な監視・監督体制を構築することができれば、適正な管理の実

現は可能であると考えられます。 

 しかし、新築時から外部管理者方式が導入されている物件を購入する場合、

マンションの管理への関与の程度が相対的に低下し、区分所有者等で構成され

る管理組合が管理の主体であることやマンションの管理運営について、理解が

不十分となるおそれがあります。また、既存マンションにおいては、外部管理

者方式の導入の是非について、区分所有者間で議論のうえ検討の上決定するこ

とが可能ですが、新築マンションにおいてはそのような議論の場を持つことが

難しく、各購入予定者が購入時点までに自ら検討を行うことが必要となるた

め、より一層注意深く検討を行う必要があります。 

 

・ 新築マンションにおいて外部管理者方式が導入されている場合においても、

適切な管理者業務委託契約書、管理規約の設定等を行うことなどによって管理

者に対する適切な監視・監督体制を構築することができれば、適正な管理の実

現は可能であると考えられます。 

 しかし、新築時から外部管理者方式が導入されている物件を購入する場合、

マンションの管理への関与の程度が相対的に低下し、区分所有者等で構成され

る管理組合が管理の主体であることやマンションの管理運営について、理解が

不十分となるおそれがあります。また、既存マンションにおいては、外部管理

者方式の導入の是非について、区分所有者間で議論のうえ検討の上決定するこ

とが可能ですが、新築マンションにおいてはそのような議論の場を持つことが

難しく、各購入希望者が購入時点までに自ら検討を行うことが必要となるた

め、より一層注意深く検討を行う必要があります。 

 

図５＜新築マンションにおける外部管理者方式の導入までのプロセスの例＞ 

※ガイドライン本体の第２章図５参照 

 

図５＜新築マンションにおける外部管理者方式の導入までのプロセスの例＞ 

※ガイドライン本体の第２章図５参照 
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（２）分譲契約締結前までのプロセス 

・ マンション分譲時には、分譲業者が重要事項説明書の附属資料として管理者

事務委託契約書等を示すケースも想定されます。しかし、単に書面を示すだけ

では購入予定者の外部管理者方式に対する理解が十分とならない可能性があ

るため、分譲業者からより丁寧な情報提供を行うことが望ましいと考えられま

す。 

 （略） 

 また、必要に応じて、管理者に就任予定の外部専門家が購入予定者に対して

直接説明を行うことが望ましいと考えられます（例えば、購入予定者から質問

を受けることなどにより、分譲業者から必要十分な情報提供を行うことができ

ないような場合）。 

 購入予定者は分譲業者からの情報提供を受けたうえ、外部管理者方式の導入

のメリットやデメリット等を踏まえて購入するかどうか検討する必要があり

ます。必要に応じ、マンション管理士等のマンション管理の専門家やマンショ

ン管理士の団体、（公財）マンション管理センター、自治体のマンション相談

窓口、マンション管理組合の団体、マンション管理の専門家の派遣を行う NPO

等から中立的な立場からの助言を得ることも望ましいと考えられます。 

 

図６＜分譲業者による情報提供項目＞ 

１．管理者の権限の範囲 

・（略） 

・総会の議決事項/管理者の権限について標準管理規約からの変更があるか

（理事会が設けられない外部管理者方式の場合、標準管理規約で理事会の議

決事項だった事項の決定方法を含む。） 

・（略） 

２．～６． （略） 

７．その他重要事項（管理者事務にかかる費用及びその支払いの時期など） 

・（略） 

・管理者事務についての賠償責任保険への加入の有無及び補償額 

  

（２）分譲契約締結前までのプロセス 

・ マンション分譲時には、分譲業者が重要事項説明書の附属資料として管理者

業務委託契約書等を示すケースも想定されます。しかし、単に書面を示すだけ

では購入希望者の外部管理者方式に対する理解が十分とならない可能性があ

るため、分譲業者からより丁寧な情報提供を行うことが望ましいと考えられま

す。 

 （略） 

 また、必要に応じて、管理者に就任予定の外部専門家が購入希望者に対して

直接説明を行うことが望ましいと考えられます（例えば、購入希望者から質問

を受けることなどにより、分譲業者から必要十分な情報提供を行うことができ

ないような場合）。 

 購入希望者は分譲業者からの情報提供を受けたうえ、外部管理者方式の導入

のメリットやデメリット等を踏まえて購入するかどうか検討する必要があり

ます。必要に応じ、マンション管理士等のマンション管理の専門家やマンショ

ン管理士の団体、（公財）マンション管理センター、自治体のマンション相談

窓口、管理組合の団体、マンション管理の専門家の派遣を行う NPO 等から中立

的な立場からの助言を得ることも望ましいと考えられます。 

 

図６＜分譲業者による情報提供項目＞ 

１．管理者の権限の範囲 

・（略） 

・総会決議事項/管理者の権限について標準管理規約からの変更があるか（理

事会が設けられない外部管理者方式の場合、標準管理規約で理事会決議事項

だった事項の決定方法を含む。） 

・（略） 

２．～６． （略） 

７．その他重要事項（管理者業務にかかる費用及びその支払いの時期など） 

・（略） 

・管理者業務についての賠償責任保険への加入の有無及び保障額 

  

（３）分譲契約締結時及びその後のプロセス （３）分譲契約締結時及びその後のプロセス 

・ 新築マンションにおける外部管理者方式の導入プロセスについては、➀分譲

契約締結時に外部管理者方式の導入を含む管理規約案について購入者の同意

を得るケースや、➁設立総会時に管理者を誰にするかについて同意を得るケー

スがあります。いずれのケースの場合においても、同意の取得の方法は異なり

ますが、購入予定者は、分譲契約時までに検討を深めることが必要です。 

・ 新築マンションにおける外部管理者方式の導入プロセスについては、➀分譲

契約締結時に外部管理者方式の導入を含む管理規約案について購入者の同意

を得るケースや、➁設立総会時に管理者を誰にするかについて同意を得るケー

スがあります。いずれのケースの場合においても、同意の取得の方法は異なり

ますが、購入希望者は、分譲契約時までに検討を深めることが必要です。 
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 購入者は、分譲契約締結時に外部管理者方式について一通り説明は受けてい

ると考えられますが、実際に居住を開始するにあたって、マンションの管理上

どのような点に留意していけば良いのか等を改めて理解することが必要です。

そこで、設立総会やそれに近いタイミングにおいて、管理者たる外部専門家か

ら、外部管理者方式の説明を改めて行うとともに、あくまで管理の主体が区分

所有者等で構成される管理組合であること等について説明を行うことが必要

と考えられます。その際には再度、図６記載の事項について説明することが望

ましいと考えられます。購入予定者としては、疑問点がある場合、マンション

管理士等のマンション管理の専門家やマンション管理士の団体、（公財）マン

ション管理センター、自治体のマンション相談窓口、マンション管理組合の団

体、マンション管理の専門家の派遣を行う NPO 等に相談するのが望ましいと考

えられます。 

 こうした管理者等からの説明等を踏まえ、区分所有者側としては、あくまで

管理の主体は区分所有者で構成される管理組合であるという意識を持って、管

理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めることが必要です。 

 

 購入者は、分譲契約締結時に外部管理者方式について一通り説明は受けてい

ると考えられますが、実際に居住を開始するにあたって、マンションの管理上

どのような点に留意していけば良いのか等を改めて理解することが必要です。

そこで、設立総会やそれに近いタイミングにおいて、管理者たる外部専門家か

ら、外部管理者方式の説明を改めて行うとともに、あくまで管理の主体が区分

所有者等で構成される管理組合であること等について説明を行うことが必要

と考えられます。その際には再度、図６記載の事項について説明することが望

ましいと考えられます。購入希望者としては、疑問点がある場合、マンション

管理士等のマンション管理の専門家やマンション管理士の団体、（公財）マン

ション管理センター、自治体のマンション相談窓口、マンション管理組合の団

体、マンション管理の専門家の派遣を行う NPO 等に相談するのが望ましいと考

えられます。 

 こうした管理者等からの説明を踏まえ、区分所有者も、あくまで管理の主体

は区分所有者で構成される管理組合であるという意識を持って、管理組合の一

員としての役割を適切に果たすよう努めることが必要です。 

 

４．管理者の業務内容・契約書等 ４．管理者の業務内容・契約書等 

（１）契約・管理規約等の内容 （１）契約・管理規約等の内容 

①管理者事務委託契約書について ①管理者業務委託契約書について 

・ 区分所有法上、管理者は、集会での決議を実行し、管理規約で定めた行為を

する権利・義務を有するとともに、管理者の権利義務は、委任に関する規定に

従うとされ（区分所有法第 28条）、管理者は、委任契約における受任者として

の地位に立ちます。このような受任者としての管理者の権限については、管理

者事務委託契約書により明確化しておくことが望ましいと考えられます。 

 

・ 区分所有法上、管理者は、集会での決議を実行し、管理規約で定めた行為を

する権利・義務を有するとともに、管理者の権利義務は、委任に関する規定に

従うとされ（区分所有法第 28条）、管理者は、委任契約における受任者として

の地位に立ちます。このような受任者としての管理者の権限については、管理

者業務委託契約書により明確化しておくことが望ましいと考えられます。 

②管理者委託契約における規定事項 ②管理者業務委託契約における規定事項 

・ 管理者と締結する管理者事務委託契約書において定めておくことが望まし

い主な規定事項の例は、以下の表に示すとおりです。実際の契約締結時には、

管理組合と管理者の候補者との間で、十分に協議を行い、必要な規定を検討す

ることになります。 

 

※管理者事務委託契約書の具体例は、資料編 

・ 管理者と締結する管理者業務委託契約書において定めておくことが望まし

い主な規定事項の例は、以下の表に示すとおりです。実際の契約締結時には、

管理組合と管理者の候補者との間で、十分に協議を行い、必要な規定を検討す

ることになります。 

 

※管理者業務委託契約書の具体例は、資料編 

 

図７＜管理者委託契約における主な規定事項＞ 

契約書規定事項 留意点 

１）契約当事者 ＜区分所有者の承認＞ 

・（略） 

図７＜管理者業務委託契約における主な規定事項＞ 

契約書規定事項 留意点 

１）契約当事者 ＜区分所有者の承認＞ 

・（略） 
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・管理者としての選任決議の際、自己取引（管理者委

託契約の更新や管理事務委託契約の締結もこれに

あたります。）や利益相反取引時の承認の在り方に

ついても、管理者選任の段階で、管理者の職務内容

を構成するものとして明確にしておく必要があり

ます（通常、管理規約変更議案とともに議案として

上程されることでこの点明確になっているものと

考えられる。）。 

＜管理者事務委託契約書における管理組合側の名義

＞ 

・管理者事務委託契約書における管理組合側の名義の

記載をどのようにするか問題となります。 

・外部管理者方式を開始する段階では、理事長が管理

組合を代表し、管理者に就任する外部専門家との間

で、管理者事務委託契約書を交わすことが考えられ

ます。 

・また、外部管理者方式が開始した後、総会において

管理者が再任され、管理組合と管理者の間で管理者

委託契約を更新する場合は、本章で述べる総会提出

前の事前確認、総会決議を経ることを前提に、管理

者事務委託契約書の更新の際の管理組合側名義に

ついては、管理者としての名義で記載することが考

えられます（このほか、監事又は他の理事が管理組

合を代表する方法も考えられる。）。 

２）業務内容・業務担

当者 

＜業務内容＞ 

・管理者の業務については、管理規約において適切な

定めがあることが必要です。そのことを前提に、管

理者事務委託契約書においては、区分所有法や管理

規約等に従うという原則を定めることも考えられ

ます。 

・（略） 

・管理者の業務は広範であるため、特に高度な専門性

を要する業務（管理規約の制定・変更、長期修繕計

画の作成・変更、多額の費用を要する工事の設計、

建替え・売却等に向けたシミュレーション作成等）

については、通常の管理者事務や報酬の対象外とし

ておき、必要に応じて、別途当該分野の専門家と契

・管理者としての選任決議の際、自己取引（管理者業

務委託契約の更新や管理事務委託契約の締結もこ

れにあたります。）や利益相反取引時の承認の在り

方についても、管理者選任の段階で、管理者の職務

内容を構成するものとして明確にしておく必要が

あります（通常、規約変更議案とともに議案として

上程されることでこの点明確になっているものと

考えられる。）。 

＜管理者業務委託契約書における管理組合側の名義

＞ 

・管理者業務委託契約書における管理組合側の名義の

記載をどのようにするか問題となります。 

・外部管理者方式を開始する段階では、理事長が管理

組合を代表し、管理者に就任する外部専門家との間

で、管理者業務委託契約書を交わすことが考えられ

ます。 

・また、外部管理者方式が開始した後、総会において

管理者が再任され、管理組合と管理者の間で管理者

業務委託契約を更新する場合は、本章で述べる総会

提出前の事前確認、総会決議を経ることを前提に、

管理者業務委託契約書の更新の際の管理組合側名

義については、管理者としての名義で記載すること

が考えられます（このほか、監事又は他の理事が管

理組合を代表する方法も考えられる。）。 

２）業務内容・業務担

当者 

＜業務内容＞ 

・管理者の業務については、管理規約において適切な

定めがあることが必要です。そのことを前提に、管

理者業務委託契約書においては、区分所有法や管理

規約等に従うという原則を定めることも考えられ

ます。 

・（略） 

・管理者の業務は広範であるため、特に高度な専門性

を要する業務（長期修繕計画の作成、多額の費用を

要する工事の設計、建替え・敷地売却等に向けたシ

ミュレーション作成等）については、通常の管理者

業務や報酬の対象外としておき、必要に応じて、別

途当該分野の専門家と契約を締結するか、管理者業
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約を締結するか、管理者事務とは別の個別の契約を

新たに締結することとする方法も考えられます。 

３） （略） 

４）業務上必要な物品

等の提供等の協力

義務 

・管理者事務上必要となる帳票類等の書類、管理員室、

備品等を管理組合側が無償で提供する義務等につ

いて、あらかじめ定めておくことが望ましいと考え

られます。 

・（略） 

５）報酬・経費 

（金額、支払い方法・

期日、追加費用等） 

・管理者事務に対する報酬については、金額、年俸、

月給制等の別を明確にしておく必要があります。 

・（略） 

６）～８） （略） 

９）損害賠償・免責 ・管理者が、管理者事務における過失により管理組合

に損害を与えた場合の賠償が適切に行われるよう、

管理者の選任の段階で、管理者事務についての賠償

責任保険への加入状況等を確認しておくことが望

ましいと考えられます。 

・（略） 

１０）契約途中におけ

る契約解除・損害賠

償等 

＜解約の申し入れ時期＞ 

・（略） 

＜組合側からの解任の手続＞ 

・組合側から管理者の解任を求める場合には、組合員

（議決権を有しないものを除く。）の５分の１以上

の者であって議決権の５分の１以上を有するもの

の同意（総会招集が容易にできるように、管理規約

で要件を緩和しておくことも考えられる。）に基づ

き総会を招集し（区分所有法第 34 条第 3 項、標準

管理規約第 44条）又は監事の臨時総会の招集権（標

準管理規約第 41 条第３項）に基づき総会を招集し、

普通決議により管理者を解任し、新管理者を選任す

ることが想定されます。 

＜管理者の辞任の手続＞ 

・管理者が辞任する場合は、監事及び理事に対し、辞

任の申入れを書面による通知にて行うことが望ま

しいと考えられます。管理者事務委託契約書上、契

約解除の意思表示（民法第 540 条）の通知先として、

務とは別の個別の契約を新たに締結することとす

る方法も考えられます。 

３） （略） 

４）業務上必要な物品

等の提供等の協力

義務 

・管理者業務上必要となる帳票類等の書類、管理員室、

備品等を管理組合側が無償で提供する義務等につ

いて、あらかじめ定めておくことが望ましいと考え

られます。 

・（略） 

５）報酬・経費 

（金額、支払い方法・

期日、追加費用等） 

・管理者業務に対する報酬については、金額、年俸、

月給制等の別を明確にしておく必要があります。 

・（略） 

６）～８） （略） 

９）損害賠償・免責 ・管理者が、管理者業務における過失により管理組合

に損害を与えた場合の賠償が適切に行われるよう、

管理者の選任の段階で、管理者業務についての賠償

責任保険への加入状況等を確認しておくことが望

ましいと考えられます。 

・（略） 

１０）契約途中におけ

る契約解除・損害賠

償等 

＜解約の申し入れ時期＞ 

・（略） 

＜組合側からの解任の手続＞ 

・組合側から管理者の解任を求める場合には、組合員・

議決権総数の５分の１以上の同意（総会招集が容易

にできるように、管理規約で要件を緩和しておくこ

とも考えられる。）に基づき総会を招集し（区分所有

法第 34 条第 3項、標準管理規約第 44 条）又は監事

の臨時総会の招集権（標準管理規約第 41 条）に基

づき総会を招集し、普通決議により管理者を解任

し、新管理者を選任することが想定されます。 

 

 

＜管理者の辞任の手続＞ 

・管理者が辞任する場合は、監事及び理事に対し、辞

任の申入れを書面による通知にて行うことが望ま

しいと考えられます。管理者業務委託契約書上、契

約解除の意思表示（民法第 540 条）の通知先として、
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監事及び理事を、あらかじめ指定しておくことが考

えられます。 

＜債務不履行がある場合＞ 

・（略） 

＜管理者事務の残務処理・新管理体制への移行のため

の準備＞ 

・（略） 

＜その他＞ 

・（略） 

１１）契約期間・更新・

終了等 

＜契約期間＞ 

・管理者の任期については、管理者としての適切性を

区分所有者が定期的に審査できる体制を構築する

観点から、任期は原則１年とし、毎年開催する総会

において管理者の選任（再任・不再任等）の決議を

行うことが望ましいと考えられます。 

・契約期間は、管理規約で規定される役員の任期（標

準管理規約第 36 条第１項）と整合させることが考

えられます。 

＜更新＞ 

・管理者の選任にかかる区分所有者の自律性を確保す

る観点から、管理者委託契約の自動更新は行わず、

総会で再任の承認が必要であるとすることが望ま

しいと考えられます。 

・（略） 

＜契約終了＞ 

・（略） 

１２）誠実義務・利益

相反関係 

＜誠実義務＞ 

・（略） 

・管理組合から委託されている業務に関し、管理組合

の承諾していない紹介料等の授受の禁止、管理組合

に損害を与えたことが明らかな場合は損害賠償の

責任を負うこと等や、違約金について定めておくべ

きと考えられます。 

＜利益相反関係＞ 

・利益相反にかかるプロセスについて管理規約におい

て規定したうえで、管理者事務委託契約書において

は、利益相反取引等に係るプロセスの対象とする会

監事及び理事を、あらかじめ指定しておくことが考

えられます。 

＜債務不履行がある場合＞ 

・（略） 

＜管理者業務の残務処理・新管理体制への移行のため

の準備＞ 

・（略） 

＜その他＞ 

・（略） 

１１）契約期間・更新・

終了等 

＜契約期間＞ 

・管理者の任期については、管理者としての適切性を

区分所有者が定期的に審査できる体制を構築する

観点から、任期は原則１年程度とし、毎年開催する

総会において管理者の選任（継続・不再任等）の決

議を行うことが望ましいと考えられます。 

・契約期間は、管理規約で規定される役員の任期（標

準管理規約第 36 条）と整合させることが考えられ

ます。 

＜更新＞ 

・管理者の選任にかかる区分所有者の自律性を確保す

る観点から、管理者業務委託契約の自動更新は行わ

ず、総会で再任の承認が必要であるとすることが望

ましいと考えられます。 

・（略） 

＜契約終了＞ 

・（略） 

１２）誠実義務・利益

相反関係 

＜誠実義務＞ 

・（略） 

・管理組合から委託されている業務に関し、管理組合

の承諾していない紹介料等の収受の禁止、管理組合

に損害を与えたことが明らかな場合は損害賠償の

責任を負うこと等や、違約金について定めておくこ

とも効果的であると考えられます。 

＜利益相反関係＞ 

・利益相反にかかるプロセスについて管理規約におい

て規定したうえで、管理者業務委託契約書において

は、利益相反取引等に係るプロセスの対象とする会
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社の範囲について、契約書の別添資料等において明

確にしておくことにより、運用に混乱が生じないよ

うにすることが望ましいと考えられます。 

１３） （略） 

  

社の範囲について、契約書の別添資料等において明

確にしておくことにより、運用に混乱が生じないよ

うにすることが望ましいと考えられます。 

１３） （略） 

  

（２）管理者の業務内容について （２）管理者の業務内容について 

・ 管理者の権限については、区分所有法第 26 条に規定されており、標準管理

規約第 38条及び第 40 条において、理事長の業務は「管理規約、使用細則等又

は総会若しくは理事会の決議」によること、理事の業務は「理事会の定めると

ころに従う」こととされています。 

 （略） 

 

・ 管理者の業務内容については、区分所有法（第 26 条）に規定されているほ

か、標準管理規約においては、理事長の業務は「管理規約、使用細則等又は総

会若しくは理事会の決議」によること（第 38 条）、理事の業務は「理事会の定

めるところに従う」こと（第 40 条）とされています。 

 （略） 

（３）管理規約の規定事項について （３）管理規約の規定事項について 

①総論 ①総論 

・ 外部管理者方式の管理規約については、単に標準管理規約における理事長の

記載を管理者に読み替えて作成するだけでは成り立ちません。すなわち、管理

者事務について区分所有者以外の者に委任することを踏まえ、区分所有者の権

利義務、総会の議決事項、意思決定方法等適切なルールを作成する必要があり

ます。 

 （略） 

 

・ 外部管理者方式の管理規約については、単に標準管理規約における理事長の

記載を管理者に読み替えて作成するだけでは成り立ちません。すなわち、管理

者業務について区分所有者以外の者に委任することを踏まえ、区分所有者の権

利義務、総会の決議事項、意思決定方法等適切なルールを作成する必要があり

ます。 

 （略） 

②個別の規定事項について ②個別の規定事項について 

２）管理者の任期 ２）管理者の任期 

・ 管理者の任期については、外部専門家が管理者の地位を離れる場合のプロセ

スを踏まえ、一定の期間設定を管理規約に設けることが望ましいと考えられま

す。なお、この期間については、通常、管理者事務委託契約書における契約期

間と合致させることが望ましいと考えられます。 

・ 管理者の選任について、管理者としての適切性を区分所有者が定期的に審査

できる体制を構築する観点から、任期は原則１年とし、毎年開催する総会にお

いて管理者の選任（再任・不再任等）の決議を行うことが望ましいと考えられ

ます。 

 

・ 管理者の任期については、外部専門家が管理者の地位を離れる場合のプロセ

スを踏まえ、一定の期間設定を管理規約に設けることが望ましいと考えられま

す。なお、この期間については、通常、管理者業務委託契約書における契約期

間と合致させることが望ましいと考えられます。 

・ 管理者の選任について、管理者としての適切性を区分所有者が定期的に審査

できる体制を構築する観点から、任期は原則１年程度とし、毎年開催する総会

において管理者の選任（継続・不再任等）の決議を行うことが望ましいと考え

られます。 

 

＜管理者の任期＞ 

【注意事項】 

（略） 

 

＜管理者の任期＞ 

【注意事項】 

（略） 
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【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（管理者の任期） 

第○条 管理者の任期は、選任の翌会計年度の通常総会の終結の時までとす

る。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の通常総会において後任の管理者が選任されなかったときは、管理者

は、通常総会の終結の時から○か月間を経過する時、又は後任の管理者が選

任される時のいずれか早い時までの間は、引き続きその職務を行う。 

３・４ （略） 

５ 前項の場合において、管理者の解任後に後任の管理者が決定した場合に

は、後任の管理者に対し、誠実に業務の引き継ぎを行うものとする。 

 

※ 第３項に関し、管理者がその地位を離れる場合において、どの程度の期

間、管理者事務を務めるべきかどうかについては、区分所有者間で協議を

行い検討する必要がある。 

  

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（管理者の任期） 

第○条 管理者の任期は、選任の翌会計年度の通常総会の終結の時までとす

る。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の通常総会において後任の管理者が選任されなかったときは、管理者

は、通常総会の集結の時から○か月間を経過する時、又は後任の管理者が選

任される時のいずれか早い時までの間は、引き続きその職務を行う。 

３・４ （略） 

５ 前項の場合において、管理者の退任後に後任の管理者が決定した場合に

は、後任の管理者に対し、誠実に業務の引き継ぎを行うものとする。 

 

※ 第３項に関し、管理者がその地位を離れる場合において、どの程度の期

間管理者業務を務めるべきかどうかについては、区分所有者間で協議を行

い検討する必要がある。 

  

３）管理者の欠格条項 ３）管理者の欠格条項 

・ （略） 

 管理者として不適切な者が管理者事務を執行するのを防止するため、適切な

欠格条項を定めることが必要です。 

 特に、一定の資格があることを前提において、外部専門家としての資格の登

録を取り消された者が管理者事務を担うのは一般に適切ではないと考えられ

ることから、このような場合も欠格条項に追加しておくことが望ましいと考え

られます。 

・ （略） 

 管理者として不適切な者が管理者業務を執行するのを防止するため、適切な

欠格条項を定めることが必要です。 

 特に、一定の資格があることを前提において、外部専門家としての資格の登

録を取り消された者が管理者業務を担うのは一般に適切ではないと考えられ

ることから、このような場合も欠格条項に追加しておくことが望ましいと考え

られます。 

＜管理者の欠格条項＞ 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（役員の欠格条項） 

第○条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 

ア 個人の専門家の場合 

○ マンション管理士の登録の取消し又は当該分野に係る資格についてこ

れと同様の処分を受けた者 

イ 法人から専門家の派遣を受ける場合（アに該当する者に加えて） 

○ 銀行取引停止処分を受けている法人又は破産、会社更生若しくは民事再

生の申立てを行った法人 

○ 合併又は破産以外の事由により解散した法人 

＜管理者の欠格条項＞ 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

 

第○条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 

ア 個人の専門家の場合 

マンション管理士の登録の取消し又は当該分野に係る資格について

これと同様の処分を受けた者 

イ 法人から専門家の派遣を受ける場合（アに該当する者に加えて） 

銀行取引停止処分を受けている法人 
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○ マンション管理業者の登録の取消しを受けた法人 

○ 暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しな

い者）又は暴力団員等がその事業活動を支配する法人 

 

【参考】管理規約上の欠格要件（標準管理規約第 36 条の２より） 

一 破産者で復権を得ない者 

 

 

二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過しない者 

三 暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しな

い者をいう。） 

  

管理業者の登録の取消しを受けた法人 

 

 

 

【参考】管理規約上の欠格要件（標準管理規約第 36 条の２より） 

一 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必

要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者

で復権を得ない者 

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過しない者 

三 暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過し

ない者をいう。 

  

４）管理者の誠実義務 ４）管理者の誠実義務 

・ （略） 

・ 標準管理規約第 37 条（役員の誠実義務等）において規定されている内容を

管理規約に設けるとともに、管理者事務委託契約書においても、誠実義務規定

を設けることが必要と考えられます。 

 

・ （略） 

・ 標準管理規約第 37 条（役員の誠実義務等）において規定されている内容を

管理規約に設けるとともに、管理者業務委託契約書においても、誠実義務規定

を設けることが必要と考えられます。 

５）議決事項 ５）総会決議事項 

・ 区分所有者の意思を反映する観点から、総会の議決事項のあり方について

は、慎重に検討を行うことが望ましいと考えられます。 

・ 標準管理規約に定められている総会の議決事項については、マンション管理

上重要な事項であることから総会における決議という意思決定過程を求めて

いるものであり、執行機関にあたる管理者が単独でこれを決定できる機関設計

とせず、総会の議決事項とすることが望ましいと考えられます。 

・ 管理者委託契約の締結や監事業務委託契約の締結に関しても、管理組合で毎

年総会において内容を審査できるよう管理規約に定めることも有効です。 

・ 区分所有者の意思を反映する観点から、総会決議事項のあり方については、

慎重に検討を行うことが望ましいと考えられます。 

・ 標準管理規約に定められている総会決議事項については、マンション管理上

重要な事項であることから総会における決議という意思決定過程を求めてい

るものであり、執行機関にあたる管理者が単独でこれを決定できる機関設計と

せず、総会決議事項とすることが望ましいと考えられます。 

・ 管理者業務委託契約の締結や監事業務委託契約の締結に関しても、管理組合

で毎年総会において内容を審査できるよう管理規約に定めることも有効です。 

＜議決事項＞ 

【注意事項】 

・ 標準管理規約上の議決事項について、これを議決事項としているかどう

か。 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（議決事項） 

第○条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならな

い。 

＜総会決議事項＞ 

【注意事項】 

・ 標準管理規約上の総会決議事項について、これを総会決議事項としている

かどうか。 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（決議事項） 

第○条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならな

い。 
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一 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 

二 管理者及び監事の選任及び解任 

 

三～七 （略） 

八 第 16 条第２項に定める敷地及び共用部分等の第三者の使用 

 

 

九 第 21 条第 2項に定める管理の実施 

十 第 28 条第 1 項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資

金の借入れ及び修繕積立金の取崩し 

十一 区分所有法第 57条第２項、第 58 条第１項、第 59条第１項及び第 60

条第１項の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任 

十二 （略） 

十三 円滑化法第 163 条の 56 第 1 項に基づく除却等の必要性に係る認定の

申請 

十四 区分所有法第 62 条第 1 項の場合の建替え、区分所有法第 64 条の５

第１項の場合の建物の更新、区分所有法第 64 条の６第１項の場合の建物

敷地売却、区分所有法第 64 条の７第１項の場合の建物取壊し敷地売却及

び区分所有法第 64条の８第１項の場合の取壊し 

十五 第 28 条第２項に定めるマンション再生等に係る計画又は設計等の経

費のための修繕積立金の取崩し 

十六 適正化法に基づく管理計画の認定、認定の更新及び変更の認定の申請 

十七 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 

（削る） 

十八 （略） 

 

※ 上記における条文番号は、標準管理規約（単棟型）におけるものである。 

※ 上記においては、マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成 14

年法律第 78 号）を「円滑化法」と、マンションの管理の適正化の推進に

関する法律を「適正化法」と記載している。 

※ 上記標準管理規約における規定事項以外に、以下を規定している事例が

ある。 

・ 管理者委託契約の締結 

・ 監事業務委託契約の締結 

・ 専門委員会の設置及び廃止 

  

一 管理規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 

二 管理者及び監事の選任及び解任並びに必要経費、報酬の額及び支払い方

法 

三～七 （略） 

八 適正化法第５条の３第１項に基づく管理計画の認定の申請、同法第５条

の６第１項に基づく管理計画の認定の更新の申請及び同法第５条の７第

１項に基づく管理計画の変更の認定の申請 

九 第 21 条（敷地及び共用部分等の管理）第 2項に定める管理の実施 

十 第 28 条（修繕積立金等）第 1 項に定める特別の管理の実施並びにそれ

に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し 

十一 区分所有法第 57条第 2項及び前条第 3項第三号の訴えの提起並びに

これらの訴えを提起すべき者の選任 

十二 （略） 

十三 円滑化法第 102 条第 1項に基づく除却の必要性に係る認定の申請 

 

十四 区分所有法第 62 条第 1 項の場合の建替え及び円滑化法第 108 条第 1

項の場合のマンション敷地売却 

 

 

十五 第 28 条（修繕積立金）第２項及び第 3 項に定める建替え等に係る計

画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し 

（新設） 

十六 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 

十七 第 55 条に定める専門委員会の設置及び廃止 

十八 （略） 

 

※ 上記における条文番号は、標準管理規約におけるものである。 

 

（新設） 

 

※ 上記標準管理規約における規定事項以外に、以下を規定している事例が

ある。 

・ 管理者業務委託契約の締結 

・ 監事業務委託契約の締結 

（新設） 

  

６）管理者の権限・義務 ６）管理者の権限・義務 
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【総会の議決事項・理事会の議決事項について】 

・ 標準管理規約上の総会の議決事項については、前述のとおり、外部管理者方

式においても総会の議決事項とするのが望ましいと考えられます。 

・ 標準管理規約上の理事会の議決事項について、管理者権限とするか、総会の

議決事項とするかについては、管理組合で協議の上、検討することが必要です。

例えば、区分所有者の意思を反映するための機関を設置する場合には、理事会

の議決事項の一部を当該機関の意見を聴いて実施することや、アンケート調査

等を踏まえて決定することも考えられます。 

 

【管理者の再任等を議案とする総会の議長について】 

・ （略） 

 

【総会における適切な情報開示に係る管理者の義務について】 

・ 総会は区分所有者として意思決定を行う重要な機関であり、議案作成を区分

所有者以外の者が行う外部管理者方式においては、提出される議案について区

分所有者が十分に理解できるようにする必要があります。 

 そのため、契約について承認を求める議案を提出する際には、契約内容、契

約により管理組合として負担する金額、当該契約の相手方、当該相手方を選任

した理由について、総会以前において、区分所有者に対し適切に開示を行うこ

とが望ましいと考えられます。 

 （略） 

・ また、決算案を総会に提出する際も、管理者事務に係る透明性の確保を図る

観点から、こうした事項について確認的に改めて開示を行うことが望ましいと

考えられます。 

・ （略） 

 

【総会決議事項・理事会決議事項について】 

・ 標準管理規約上の総会決議事項については、前述のとおり、外部管理者方式

においても総会決議事項とするのが望ましいと考えられます。 

・ 標準管理規約上の理事会決議事項について、管理者権限とするか、総会決議

事項とするかについては、管理組合で協議の上、検討することが必要です。例

えば、区分所有者の意思を反映するための機関を設置する場合には、理事会決

議事項の一部を当該機関の意見を聴いて実施することや、アンケート調査等を

踏まえて決定することも考えられます。 

 

【管理者の再任等を議案とする総会の議長について】 

・ （略） 

 

【総会における適切な情報開示に係る管理者の義務について】 

・ 総会は区分所有者として意思決定を行う重要な機関であり、議案作成を区分

所有者以外が行う外部管理者方式においては、提出される議案について区分所

有者が十分に理解できるようにする必要があります。 

 そのため、契約について承認を求める議案を提出する際には、契約内容、契

約により管理組合として負担する金額、当該契約の相手方、当該相手方を選任

した理由について、総会以前において、区分所有者に対し適切に開示を行うこ

とが望ましいと考えられます 

 （略） 

・ また、決算案を総会に提出する際も、管理者業務に係る透明性の確保を図る

観点から、こうした事項について確認的に改めて開示を行うことが望ましいと

考えられます。 

・ （略） 

 

＜管理者の権限＞ 

【注意事項】 

・ 標準管理規約における総会の議決事項が、管理者の権限として定められて

いないか。 

・ 標準管理規約における理事会の議決事項について、どのように定められて

いるかどうか。 

※ 標準管理規約上、理事会の権限とされている事項については、前述のと

おり、区分所有者の意思を反映するための機関を設ける場合にはその権限

としたり、区分所有者へのアンケートで、回答者の賛成多数となった場合

には承認を得たものとみなす旨の規定を設けたりすることも考えられる。 

・ （略） 

＜管理者の権限＞ 

【注意事項】 

・ 標準管理規約における総会決議事項が、管理者の権限として定められてい

ないか。 

・ 標準管理規約における理事会決議事項について、どのように定められてい

るかどうか。 

※ 標準管理規約上理事会の権限とされている事項については、前述のとお

り、区分所有者の意思を反映するための機関を設ける場合にはその権限と

したり、区分所有者へのアンケートで、回答者の賛成多数となった場合に

は承認を得たものとみなす旨の規定を設けたりすることも考えられる。 

・ （略） 
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【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（管理者の業務） 

第〇条 管理者は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に

掲げる業務を遂行する。 

一 規約、使用細則等又は総会の決議により、管理者の職務として定められ

た事項 

二 総会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること 

三 管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務 

四 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案の策定及び総会へ

の上程 

五 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案の策定及び総会へ

の上程 

六 長期修繕計画の作成又は変更に関する案の策定及び総会への上程 

七 その他の総会提出議案の策定及び総会への上程 

八 第 17 条、第 21条及び第 22 条に定める承認又は不承認 

 

九 第 24 条の２第２項、第 60 条第４項及び第 67 条第３項に定める訴訟そ

の他法的措置の追行 

十 第 60 条第５項に定める弁済の充当の順序の設定 

十一 第 67 条第１項に定める勧告又は指示等 

十二 第 67 条の２第１項に定める区分所有者の所在等の探索 

十三 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工

事の実施等 

十四 その他総会から付託された事項 

２ 第 48 条の規定にかかわらず、管理者は、前項第十三号に掲げる業務を行

うことを決定した場合においては、当該決定にかかる応急的な修繕工事の実

施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決定する

ことができる。 

３・４ （略） 

５ 管理組合と管理者との利益が相反する事項については、管理者は、代表権

を有しない。この場合においては、監事が管理組合を代表する。 

 

※ 上記における条文番号は、標準管理規約（単棟型）におけるものである。 

※ （略） 

  

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（管理者） 

第〇条 管理者は、次の各号に掲げる業務を遂行する。 

 

一 管理規約、使用細則等又は総会の決議により、管理者の職務として定め

られた事項 

二 総会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること 

（新設） 

三 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案の策定及び総会へ

の上程 

四 管理規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案の策定及び総

会への上程 

五 長期修繕計画の作成又は変更に関する案の策定及び総会への上程 

六 その他の総会提出議案の策定及び総会への上程 

七 第 17 条（専有部分の修繕）、第 21 条（敷地及び共用部分等の管理）及

び第 22 条（窓ガラス等の改良）に定める承認又は不承認 

八 第 60 条第４項（管理費等の徴収）に定める未納の管理費等および使用

料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行 

九 第 60 条第５項に定める弁済の充当の順序の設定 

十 第 67 条に定める勧告又は指示等 

十一 第 67 条の２第１項に定める区分所有者の所在等の探索 

十二 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工

事の実施等 

十三 その他総会から付託された事項 

２ 第 48 条の規定にかかわらず、管理者は、前項第十二号の決定をした場合

においては、当該決議にかかる応急的な修繕工事の実施に充てるための資金

の借り入れ及び修繕積立金の取り崩しについて決定することができる。 

 

３・４ （略） 

（新設） 

 

 

※ 上記における条文番号は、標準管理規約におけるものである。 

※ （略） 

  

＜会計に係る管理者による情報開示＞ ＜会計に係る管理者による情報開示＞ 
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【注意事項】 

・ 総会において契約行為等に係る議案を提出する総会に先立ち、区分所有者

が当該契約を承認するかどうかの判断の際に必要と考えられる事実につい

て、区分所有者に対する適切な開示が行われる体制が整えられているかどう

か 

※ （略） 

 

・ （略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（収支予算の作成及び変更等） 

第○条 管理者は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を

得なければならない。 

２ 収支予算を変更しようとするときは、管理者は、その案を臨時総会に提出

し、その承認を得なければならない。 

３ 管理者は、第 56 条に定める会計年度の開始後、第１項に定める承認を得

るまでの間に、次の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、その

支出を行うことができる。 

一 第 27 条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、

第１項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 

二 （略） 

４ （略） 

５ 管理者は、総会において、契約行為その他区分所有者の負担が発生する行

為について承認を得るため議案を提出しようとする際には、次に掲げる事項

を区分所有者に事前に開示しなければならない。ただし、総会時点で開示が

することが困難な事項がある場合は、その理由を開示することにより代える

ことができる。 

一～四 （略） 

五 契約が第 37 条の２に定める取引であったときは当該取引における重要

な事実 

６ 管理者は、第 21 条第６項の規定に基づき、敷地及び共用部分等の保存行

為を行う場合には、そのために必要な支出を行うことができる。 

 

 

（会計報告等） 

第○条 （略） 

 

【注意事項】 

・ 総会において契約行為等に係る議案を提出する総会に先立ち、区分所有者

が当該契約を承認するかどうかの判断の際に必要と考えられる事実につい

て、区分所有者に対する適切な開示が行われる体制が整えられているかどう

か 

※ （略） 

 

・ （略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（収支予算案の作成及び変更等） 

第○条 管理者は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を

得なければならない。 

２ 収支予算を変更しようとするときは、管理者は、その案を臨時総会に提出

し、その承認を得なければならない。 

３ 管理者は、第 56 条に定める会計年度の開始後、第１項に定める承認を得

るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、そ

の支出を行うことができる。 

一 第○条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、

第１項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 

二 （略） 

４ （略） 

５ 管理者は、総会において、契約行為その他区分所有者の負担が発生する行

為について承認を得るため議案を提出しようとする際には、次に掲げる事項

を区分所有者に事前に開示しなければならない。ただし、総会時点で開示が

することが困難な事項がある場合は、この限りではない。 

 

一～四 （略） 

五 契約が第○条に定める取引であったとき【利益相反取引等であったと

き】は当該取引における重要な事実 

６ 管理者は、○条【緊急時における保存行為についての条文】の規定に基づ

き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う場合には、そのために必要な支出

を行うことができる。 

 

（会計報告等） 

第○条 （略） 
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※ 上記における条文番号は、標準管理規約（単棟型）におけるものである。 

  

※ 上記における条文番号は、標準管理規約におけるものである。 

  

７）組合員の総会招集権 ７）組合員の総会招集権 

＜組合員の総会招集権＞ 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（組合員の総会招集権） 

第○条 組合員が組合員総数及び第 46 条第１項に定める議決権総数の各５分

の１以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請

求した場合には、管理者は、２週間以内にその請求があった日から４週間以

内の日（会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは、２か月と

２週間以内の日）を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならな

い。 

 

２ （略） 

３ 前２項により招集された臨時総会においては、第 42 条第 5項にかかわら

ず、議長は、総会に出席した組合員（書面、電磁的方法又は代理人によって

議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合員の中から

選任する。 

 

※ 上記における条文番号は、標準管理規約（単棟型）におけるものである。 

  

＜組合員の総会招集権＞ 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（組合員の総会招集権） 

第○条 組合員が組合員総数の５分の１（これより要件を緩和することも考え

られる。）以上及び第 46 条第１項に定める議決権総数の５分の１以上に当

たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合に

は、管理者は、２週間以内にその請求があった日から４週間以内の日（会議

の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、２か月と２

週間以内の日）を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならな

い。 

２ （略） 

３ 第２項により招集された臨時総会においては、第 42 条第 5項にかかわら

ず、議長は、総会に出席した組合員（書面、電磁的方法又は代理人によって

議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合員の中から

選任する。 

 

※ 上記における条文番号は、標準管理規約におけるものである。 

  

８）マンション管理への区分所有者の関与 ８）マンション管理への区分所有者の関与 

・ （略） 

 このような点を踏まえると、外部管理者方式を導入する場合、総会以外の場

においても、区分所有者がマンション管理上の重要な課題について検討し管理

組合としての意思決定に関与する機会を保障するとともに、管理者として業務

執行を行ううえでも、区分所有者の意見を聴いたうえ十分に尊重する環境を整

備する必要があります。 

・ （略） 

 また、災害発生時には、管理者が一時的に機能不全となる可能性もあります。

日頃から情報提供や準備を行うなどの取組を通じて、こうした状況でも管理組

合として行動できる環境を構築することが必要です。 

 

・ （略） 

 このような点を踏まえると、外部管理者方式を導入する場合、総会以外の場

においても、区分所有者がマンション管理上の重要な課題について検討し管理

組合としての意思決定に関与する機会が保障されているともに、管理者として

も業務執行を行ううえでも、区分所有者の意見を聴いたうえ十分に尊重する環

境を整備する必要があります。 

・ （略） 

 また、災害発生時には、管理者が一時的に機能不全となる可能性もあります。

日頃から情報提供や準備を行うなどの取組を通じて、こうした状況でも管理組

合として行動できる体制を構築することが必要です。 

 

（災害への対応事例） （災害への対応事例） 
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・ 防災マニュアルの作成、周知 

・ 災害時の避難場所の周知 

・ 防災訓練の定期開催 

・ 防災用品や医薬品等の備蓄 

・ 防災情報の収集、周知（自治体のハザードマップやアクションプランなど

の情報提供等） 

・ 防災用名簿の作成 

・ 区分所有者による自主防災組織の形成の支援 

・ フロント担当（管理業者）との連携          等 

  

（新設） 

・ 災害時の避難場所の周知 

・ 防災訓練の定期開催 

・ 防災用品や医薬品等の備蓄 

・ 自治体のハザードマップやアクションプランなどの情報提供 

 

（新設） 

・ 区分所有者による自主防災組織の形成の支援 

・ フロント担当（管理業者）との連携          等 

  

＜区分所有者の意思を反映するための整備＞ 

【注意事項】 

・ （略） 

※ 区分所有者の意思を反映するための機関を設置したり、投票制度により

総会の議決事項以外の事項についても広く区分所有者の意思を反映でき

るようにしたりすることなどが考えられる。 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

■区分所有者の意思を反映するための機関を設置する場合（仮に管理評議会と

する。） 

（管理評議会） 

第○条 管理評議会は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 管理者が毎会計年度の収支予算案その他の議案を通常総会に提出する

前において、その内容について、管理者に対して意見を述べること 

二 監事が第〇条に定める職務【管理者がその地位を離れる場合における職

務】を行う場合において、監事に対して、管理者の選任、規約変更に関す

る議案について意見を述べること 

２ 管理評議会は、管理者の職務の執行について、管理者に対し意見を述べる

ことができる。 

 

※ （略） 

※ （略） 

 

■投票制度の規定を設けている事例 

（略） 

 

（投票結果） 

＜区分所有者の意思を反映するための整備＞ 

【注意事項】 

・ （略） 

※ 区分所有者の意思を反映するための機関を設置したり、投票制度により

総会決議事項以外の事項についても広く区分所有者の意思を反映できる

ようにしたりすることなどが考えられる。 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

■区分所有者の意思を反映するための機関を設置する場合（仮に管理評議会と

する。） 

（管理評議会） 

第○条 管理評議会は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 管理者が毎会計年度の収支予算その他の議案を通常総会に提出する前

において、その内容について、管理者に対して意見を述べること 

二 監事が第〇条に定める職務【管理者がその地位を離れる場合における職

務】を行う場合において、監事に対して、管理者の選任、規約変更に関す

る議案について意見を述べること 

２ 管理評議会は、管理者の職務の執行のため必要なときは、管理者に対し意

見を述べることができる。 

 

※ （略） 

※ （略） 

 

■投票制度の規定を設けている事例 

（略） 

 

（投票結果） 
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第〇条 管理者は、投票の結果を明らかにした書面又は電磁的記録を作成し、

投票の期限日から１か月以内に組合員に通知するものとする。ただし、この

期間内に総会が開催されるときは、当該総会において報告することができ

る。 

（削る） 

 

 

  

第〇条 管理者は、投票の結果を明らかにした書面又は電磁的記録を作成し、

投票の期限日から１か月以内に組合員に通知するものとする。ただし、この

期間内に総会が開催されるときは、当該総会において報告することができ

る。 

２ 管理者は、投票に付した事項に関し、反対票が投票権総数の５分の１未満

の場合には当該事項について決定又は執行することができる。賛成票が投票

権総数の〇分の〇以上の場合には、決定又は執行しなければならない。 

  

５．管理者がその地位を離れる場合について ５．管理者がその地位を離れる場合について 

（１）どのような場合に管理者がその地位を離れるかについて （１）どのような場合に管理者がその地位を離れるかについて 

・ （略） 

 いずれの場合についても、外部管理者方式はそのまま維持し外部専門家を活

用することとするパターン、外部管理者方式をやめて理事会方式に変更するパ

ターンが考えられます。 

・ （略） 

 いずれの場合についても、外部管理者方式はそのまま維持することとし、外

部専門家を活用することとするパターン、外部管理者方式をやめて理事会方式

に変更するパターンが考えられます。 

（２）管理者がその地位を離れる場合のプロセス （２）管理者がその地位を離れる場合のプロセス 

図８＜再任議案の否決又は辞任申し出があった場合のプロセス＞ 

※ガイドライン本体の第２章図８部分参照 

 

図８＜再任議案の否決又は辞任申し出があった場合のプロセス＞ 

※ガイドライン本体の第２章図８参照 

 

・ すなわち、管理者から辞任を求める場合についても、新管理者が決定するま

での管理者事務の継続性の観点からは、辞任の申し出又は再任議案の否決によ

る退任の決定から３か月（マンションの状況に応じ、より長期間と定めておく

ことも考えられる。）は引き続き旧管理者が管理者の地位に留まる旨、管理者

事務委託契約書において定めておくことが望ましいと考えられます。 

・ （略） 

 

・ すなわち、管理者から辞任を求める場合についても、新管理者が決定するま

での管理者業務の継続性の観点からは、辞任の申し出又は再任議案の否決によ

る退任の決定から３か月（マンションの状況に応じ、より長期間と定めておく

ことも考えられる。）は引き続き旧管理者が管理者の地位に留まる旨、管理者

業務委託契約書において定めておくことが望ましいと考えられます。 

・ （略） 

（３）新しい管理体制の準備について （３）新しい管理体制の準備について 

・ 再任議案の否決、辞任、解任等により管理者がその地位を離れることが決定

した場合、新しい管理体制への円滑な移行の準備が必要となります。具体的に

は、外部管理者方式自体は維持するのか、理事会方式に変更するのか、管理者

は誰が務めるのかなどについて、マンションの実情を踏まえ検討し、必要に応

じ臨時総会の開催を行うことが想定されます。 

・ また、再任議案の否決、辞任の場合は、新管理者の選任までの期間（少なく

とも３か月程度は必要と考えられるが、より長期間とすることも考えられる。）

は旧管理者が引き続き管理者を務めることとすることが望ましいと考えられ

ます。 

 他方、解任の場合は、直ちに管理者の地位を喪失させるのが望ましいと考え

られます。この場合、新管理者選任までの期間、暫定的に管理者事務を務める

・ 再任議案の否決、辞任、解任等により管理者がその地位を離れることが決定

した場合、新しい管理体制の準備が必要となります。具体的には、外部管理者

方式自体は維持するのか、理事会方式に変更するのか、管理者は誰が務めるの

かなどについて、マンションの実情を踏まえ検討し、必要に応じ臨時総会の開

催を行うことが想定されます。 

・ また、再任議案の否決、辞任の場合は、新管理者の選任までの期間（少なく

とも３か月程度は必要と考えられるが、より長期間とすることも考えられる。）

旧管理者が引き続き管理者を務めることとすることが望ましいと考えられま

す。 

 他方、解任の場合は、直ちに管理者の地位を喪失させるのが望ましいと考え

られます。この場合、新管理者選任までの期間、暫定的に管理者業務を務める
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主体が必要となります。 

 （略） 

・ （略） 

 

主体が必要となります。 

 （略） 

・ （略） 

６．管理者による適正な業務遂行の確保・組合財産の保護のための措置 ６．管理者による適正な業務遂行の確保・組合財産の保護のための措置 

（１）概要 （１）概要 

図９＜管理者による適正な業務遂行の確保、組合財産の保護のための措置＞ 

トラブルへの対応の方向性 具体的な措置の例 

未然防止 (1)管理者に

よる独断専

横的行為・管

理組合と管

理者との利

益相反の防

止 

① （略） 

②利益相反

取引等や大

規模修繕工

事への対応 

1)～5) （略） 

6)管理組合からの報酬以外の

リベート等の授受禁止 

③ （略） 

④管理者の

解任を柔軟

化しておく

ための措置 

（略） 

（２） （略） （略） 

発生後の保

護措置 

（３） （略） （略） 

  

図９＜管理者による適正な業務遂行の確保、組合財産の保護のための措置＞ 

トラブルへの対応の方向性 具体的な措置の例 

未然防止 (1)管理者に

よる独断専

横的行為・管

理組合と管

理者との利

益相反の防

止 

① （略） 

②利益相反

取引等や大

規模修繕工

事への対応 

1)～5) （略） 

6)管理組合からの報酬以外の

リベート等の収受禁止 

③ （略） 

④管理者の

解任を可能

としておく

ための措置 

（略） 

（２） （略） （略） 

発生後の保

護措置 

（３） （略） （略） 

  

（２）管理者による独断専横的行為・管理組合と管理者間の利益相反の防止 （２）管理者による独断専横的行為・管理組合と管理者間の利益相反の防止 

①管理者の権限の制限 ①管理者の権限の制限 

１）管理者等への議決権の非付与 １）管理者等への議決権の非付与 

・ まず、総会に出席できない場合の議決権行使については、議決権行使書（各

議案の賛否を記載した書面）又は管理者以外の代理人により行われるのが望ま

しいと考えられます（標準管理規約第 46 条第５項においては、議決権行使の

際の代理人として、外部管理者を含んでいません。）。 

・ （略） 

 

・ まず、総会に出席できない場合の議決権行使については、議決権行使書（各

議案の賛否を記載した書面）により行われるのが望ましいと考えられます。 

・ （略） 

 

２）管理者の権限の制限 ２）管理者の権限の制限 

・ 外部専門家が管理者に就任する場合に、一定の重要な行為に関わる代理権の

制限を管理規約や細則に定めることも考えられますが、当該制限は、善意の第

三者には対抗できないことに留意が必要です（区分所有法第 26条第３項）。こ

のため、外部専門家が管理者として第三者と取引を行う際には、管理者として

・ 外部専門家が管理者に就任する場合に、一定の重要な行為に関わる代理権の

制限を管理規約や細則に定めることも考えられますが、当該制限は、善意の第

三者には対抗できないことに留意が必要です（区分所有法第 26条第３項）。こ

のため、外部専門家が管理者として第三者と取引を行う際には、管理者として
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有する代理権の範囲内の行為であることを証明する書類として、代理権の制限

内容が分かる規約等の書面を添付することを、管理者事務委託契約書や管理規

約で定めておくことも考えられます。 

 

有する代理権の範囲内の行為であることを証明する書類として、代理権の制限

内容が分かる規約等の書面を添付することを、管理者業務委託契約書や管理規

約で定めておくことも考えられます。 

②利益相反取引等管理組合の利益を損なう行為への対応 ②利益相反取引等管理組合の利益を損なう行為への対応 

１）利益相反取引等にかかるプロセスの整理 １）利益相反取引等にかかるプロセスの整理 

・ 管理事務の委託や工事の発注等については、事業者の選定に係る意思決定の

透明性確保や利益相反等に注意して適正に行われる必要があり、とりわけ区分

所有者以外の者が管理組合の管理者に就任する場合においては、マンションの

区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要とされ

ています（基本方針三２（７））。 

・ （略） 

 例えば、①外部管理者方式が始まった後において管理者委託契約を更新する

場合、②管理者が、自身が代表取締役を務める会社等一定の利害関係を有する

業者（以下「利害関係業者」という。）に工事・物品等を発注する場合、③大

規模修繕工事において、管理者と特別な利害関係を有する会社に対する発注す

る場合があげられます。このような場面では、管理組合と管理者又は利害関係

業者の間において、本来よりも高額の費用が設定されることにより管理組合が

財産上の損害を被る等、利益相反関係が発生しないように注意する必要があり

ます。 

 つまり、このような利益相反取引等については、管理者から重要な事実が開

示され たうえで、管理組合としても利益となるとして承認が行われた場合に

はこれを行うことがあり得ます。他方、こうした適切なプロセスを経なければ、

管理組合として管理組合としても利益となるか（利益相反が発生しないか）の

判断ができないため、適切なプロセスを経ることが通常の契約等を承認する場

合以上に重要となります。 

 

・ 管理事務の委託や工事の発注等については、事業者の選定に係る意思決定の

透明性確保や利益相反等に注意して適正に行われる必要があり、とりわけ区分

所有者以外の者が管理組合の管理者に就任する場合においては、マンションの

区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要とされ

ています（管理適正化指針二（６）参照）。 

・ （略） 

 例えば、①外部管理者方式が始まった後において管理者業務委託契約を更新

する場合、②管理者が、自身が代表取締役を務める会社等一定の利害関係を有

する業者（以下「利害関係業者」という。）に工事・物品等を発注する場合、

③大規模修繕工事において、管理者と特別な利害関係を有する会社に対する発

注する場合があげられます。このような場面では、管理組合と管理者又は利害

関係業者の間において、本来よりも高額の費用が設定されることにより管理組

合が財産上の損害を被る等、利益相反関係が発生しないように注意する必要が

あります。 

 つまり、このような利益相反取引等については、管理者から重要な事実が開

示され たうえで、管理組合としても利益となるとして承認が行われた場合に

はこれを行うことがあり得ます。他方、こうした適切なプロセスを経なければ、

管理組合として管理組合としても利益となるか（利益相反が発生しないか）の

判断ができないため、適切なプロセスを経ることが通常の契約等の承認にまし

て重要となります。 

２）利益相反取引等の制限 ２）利益相反取引等の制限 

・ （略） 

 また、管理者による自己取引はもちろん、利害関係業者との取引についても

利益相反取引に該当するおそれがありますが、利害関係業者のうちどの範囲の

業者との契約が利益相反取引等として扱われるかについては必ずしも明確と

ならないおそれがあります。 

 したがって、どのような業者との取引が管理規約上利益相反取引として扱わ

れるのか管理者委託契約において定めたうえで、管理規約において、当該業者

との契約については利益相反取引等とみなす旨の規定を設けることが望まし

いと考えられます（なお、これは例示ですので、ここで規定されなかった業者

・ （略） 

 また、管理者による自己取引はもちろん、利害関係業者との取引についても

利益相反取引に該当するおそれがありますが、利害関係業者のうちどの範囲の

業者との契約が利益相反取引として扱われるかについては必ずしも明確とな

らないおそれがあります。 

 したがって、どのような業者との取引が管理規約上利益相反取引として扱わ

れるのか管理者業務委託契約において定めたうえで、管理規約において、当該

業者との契約については利益相反取引とみなす旨の規定を設けることが望ま

しいと考えられます（なお、これは例示ですので、ここで規定されなかった業
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との契約についても、利益相反に該当する場合はあり得ます。）。 

 （略） 

者との契約についても、利益相反に該当する場合はあり得ます。）。 

 （略） 

 

＜利益相反取引等の制限＞ 
【注意事項】 

・ （略） 

※ （略） 

 もっとも、管理者とどのような法人との取引が利益相反取引に該当する

かについては必ずしも明確ではないところ、その範囲について管理組合、

管理者間でできるかぎり明確にしておくことが望ましいことから、管理者

事務委託契約書において利益相反取引等の範囲を定めたときは、利益相反

取引に該当するものとみなすことを規定することが考えられる。具体的に

は、管理者事務務委託契約書の別紙において、利益相反取引に係るプロセ

スの対象とする法人の範囲について記載しておくことが考えられる。 

 （略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（略） 

  

＜利益相反取引等の制限＞ 
【注意事項】 

・ （略） 

※ （略） 

 もっとも、管理者とどのような法人との取引が利益相反取引に該当する

かについては必ずしも明確ではないところ、その範囲について管理組合、

管理者間でできるかぎり明確にしておくことが望ましいことから、管理者

業務委託契約書において利益相反取引の範囲を定めたときは、利益相反取

引に該当するものとみなすことを規定することが考えられる。具体的に

は、管理者業務委託契約書の別紙において、利益相反取引に係るプロセス

の対象とする法人の範囲について記載しておくことが考えられる。 

 （略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（略） 

  

３）管理者事務に係る一定の裁量の確保・緊急時等における取引の機動性の確保 ３）管理者業務に係る一定の裁量の確保・緊急時等における取引の機動性の確保 

・ （略） 

 ただし、このような総会決議を行い、又は管理規約を導入した場合において

も、当該決議や管理規約変更により、利益相反取引等を行うことについての承

認まであったとはいえないため、当該取引が利益相反取引等に該当する場合に

は、総会決議が必要となります（図 10の（４）部分）。 

・ （略） 

 ただし、このような総会決議を行い、又は規約を導入した場合においても、

当該決議や規約変更により、利益取引等を行うことについての承認まであった

とはいえないため、当該取引が利益相反取引に該当する場合には、総会決議が

必要となります（図 10の（４）部分。）。 

・ （略） 

 この点を踏まえ、前述のとおり、緊急時の保存行為については集会の決議な

く管理者が保存行為を行うことができる旨、管理規約で定めるとともに、やむ

を得ない場合にはかかる保存行為として、利益相反取引等（管理者や利害関係

業者への発注）を行うことを可能とすることも考えられます。 

 もっとも、例えば、管理者及び利害関係業者以外の者への発注が容易であり、

かつ、その方が管理組合にとっての利益となるような場合には、利益相反取引

等を行うことは「やむを得ない」とは認められないと考えられます。他方、緊

急に工事を発注する必要性があり、このような会社への発注によって対応が可

能となる場合は、「やむを得ない」場合にあたり得るものと考えられます。 

 緊急時であることを前提に総会決議を経ないで支出が行われた場合は、区分

・ （略） 

 この点を踏まえ、前述のとおり、緊急時の保存行為については集会の決議な

く管理者が保存行為を行うことができる旨規約で定めるとともに、やむを得な

い場合にはかかる保存行為として、利益相反取引等（管理者や利害関係業者へ

の発注）を行うことを可能とすることも考えられます。 

 なお、例えば、管理者及び利害関係業者以外の者への発注が容易であり、か

つ、その方が管理組合にとっての利益となるような場合には、利益相反取引等

を行うことは「やむを得ない」とは認められないと考えられます。他方、緊急

に工事を発注する必要性があり、このような会社への発注によって対応が可能

となる場合は、「やむを得ない」場合にあたり得るものと考えられます。 

 緊急時であることを前提に総会決議を経ないで支出が行われた場合は、区分
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所有者や監事への通知等を行う旨、管理規約において定めておくことが望まし

いと考えられます。 

 また、後述のとおり、決算における開示も行うことが望ましいと考えられま

す。 

所有者や監事への通知を行う旨、規約において定めておくことが望ましいと考

えられます。 

 また、後述のとおり、決算における開示も行うことが望ましいと考えられま

す。 

＜一定の管理者事務について取引の機動性を確保するための措置＞ 

１ 仮に一定の金額以下の取引は管理者が行うことができるとの管理規約が

ある場合について 

【注意事項】 

・ 一定金額以下の取引は管理者が行うことができるとする管理規約がある

場合においては、当該金額が、マンションの戸数、管理費等に照らして適切

なものであるかどうか。 

※ （略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（一定の金額以下の契約） 

第○条 （略） 

２ 管理者は、取引金額が前項の金額を超える契約を行おうとする場合、総会

の承認を得なければならない。 

３ 前２項にかかわらず、第○条【管理者の業務の規定】の応急的な修繕工事

の実施等の場合及び同条第２項の借入れの場合は、管理者の判断で実施でき

るものとする。 

４ 管理者は、前３項に基づく支出を行ったときは、遅滞なく、区分所有者及

び監事に対し支出内容について通知するものとする。 

 

※ 利益相反取引等について適切な監視を図ること、他方、管理者が機動的

に職務執行を行う必要性を図る場合があることがあることを踏まえ、下記

のような緊急時の保存行為にかかる条文に加えて、一定金額以下の取引に

ついては、総会の決議によらずに管理者権限に基づきできるように管理規

約で定めておくことが考えられる。 

 

２ 緊急時における対応 

【注意事項】 

・ （略） 

・ 上記に基づき利益相反取引等を行った場合においては、監事や区分所有者

への通知等、総会における情報開示が行われることとなっているかどうか。 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

＜一定の管理者業務について取引の機動性を確保するための措置＞ 

１ 仮に一定の金額以下の取引は管理者が行うことができるとの規約がある

場合について 

【注意事項】 

・ 一定金額以下の取引は管理者が行うことができるとする規約がある場合

においては、当該金額が、マンションの戸数、管理費等に照らして適切なも

のであるかどうか。 

※ （略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（一定の金額以下の契約） 

第○条 （略） 

２ 管理者は、取引金額が前項の金額を超える契約を行おうとする場合、臨時

総会の承認を得なければならない。 

（新設） 

 

 

３ 管理者は、前２項に基づく支出を行ったときは、遅滞なく、区分所有者及

び監事に対し支出内容について通知するものとする。 

 

※ 利益相反取引等について適切な監視を図ること、他方、管理者が機動的

に職務執行を行う必要性を図る場合があることがあることを踏まえ、上記

のような緊急時の保存行為にかかる条文に加えて、一定金額以下の取引に

ついては、総会の決議によらずに管理者権限に基づきできるように規約で

定めておくことが考えられる。 

 

２ 緊急時における対応 

【注意事項】 

・ （略） 

・ 上記に基づき利益相反取引等を行った場合においては、監事や区分所有者

への通知、総会における情報開示が行われることとなっているかどうか。 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 
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（敷地及び共用部分等の管理） 

第○条 （略） 

２～５ （略） 

６ 管理者は、災害等の緊急時においては、総会の決議によらずに、敷地及び

共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。 

７ 前項の場合において、やむを得ないときは、総会の決議によらずに、第 37

条第１号及び第２号に掲げる取引を行うことができる。 

 

８ 管理者は、前２項に基づく支出を行ったときは、遅滞なく、当該支出の額

及び当該支出により実施した保存行為の内容について、書面又は電磁的方法

をもって監事に通知しなければならない。 

 

※ 上記における条文番号は、標準管理規約（単棟型）におけるものである。 

※ （略） 

※ 第８項については、電磁的方法が利用可能な場合を想定しており、電磁

的方法が利用可能ではない場合は、同項中「書面又は電磁的方法」とある

のは、「書面」と書き換える必要がある。 

 

  

（敷地及び共用部分等の管理） 

第○条 管理者は、災害等の緊急時においては、総会の決議によらずに、敷地

及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。 

 

 

２ 前項の場合において、やむを得ないときは、総会の決議によらずに、第○

条第１号及び第２号に掲げる取引【自己取引及び利益相反取引】を行うこと

ができる。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

※ （略） 

（新設） 

 

 

 

  

５）大規模修繕工事の発注における発注先選定等の透明性確保 ５）大規模修繕工事の発注における発注先選定等の透明性確保 

・ （略） 

・ 外部管理者方式において、管理者が大規模修繕工事の検討の主体となる場

合、管理者に対する利益誘導が可能となり、管理組合に不利益を与えるリスク

が生じる可能性があるとの指摘があります。こうした点を踏まえると、大規模

修繕工事についての検討に原則として管理者は関与せず、修繕委員会を主体と

して検討するのが望ましいと考えられます。修繕委員会は、複数の区分所有者

及び監事から構成することが望ましいと考えられます。修繕委員会において、

監事は、大規模修繕工事の発注プロセスを適切に確認し、法令、管理規約違反

がないかを検討するという、手続の適正さを担保する役割を担うことが期待さ

れます。修繕委員会の管理組合における位置づけについては、管理規約等にお

いて定めておくことも考えられます。 

・ （略） 

 

・ （略） 

・ 外部管理者方式において、管理者が大規模修繕工事の検討の主体となる場

合、管理者に対する利益誘導が可能となり、管理組合に不利益を与えるリスク

が生じる可能性があるとの指摘があります。こうした点を踏まえると、大規模

修繕工事についての検討に原則として管理者は関与せず、修繕委員会を主体と

して検討するのが望ましいと考えられます。修繕委員会は、複数の区分所有者

及び監事から構成することが望ましいと考えられます。修繕委員会において、

監事は、大規模修繕工事の発注プロセスを適切に確認し、法令、管理規約違反

がないかを検討するという、手続の適正さを担保する役割を担うことが期待さ

れます。修繕委員会の管理組合における位置づけについては、規約等において

定めておくことも考えられます。 

・ （略） 

６）管理組合からの報酬以外のリベート等の授受禁止 ６）管理組合からの報酬以外のリベート等の収受禁止 

・ 以上に加えて、不正の防止のためには、管理者が、管理組合からの支払われ

る正当な報酬以外に、いわゆるリベート・マージン等、管理組合の取引先業者

等からの不透明な利益の授受等を行わない旨を、管理者事務委託契約書におい

・ 以上に加えて、不正の防止のためには、管理者が、管理組合からの支払われ

る正当な報酬以外に、いわゆるリベート・マージン等、管理組合の取引先業者

等からの不透明な利益の収受等を行わない旨を、管理者委業務託契約書におい
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て約束させておくことが重要であると考えられます。 

 具体的には、管理者として管理組合から受託した業務に関して、管理組合の

承認を得ずに、管理組合に紹介した業者等から紹介料・手数料・仲介料等の対

価を受領又は支払いをしないこと、適正な業務の遂行に影響を与えるような便

宜・利益の供与又は供応を利害関係者等から受けないこと、さらにこれらに違

反した場合に損害賠償や違約金を請求すること、契約の解除事由となること等

を、管理者事務委託契約書に明記することなどが必要だと考えられます。 

 

て約束させておくことも有効であると考えられます。 

 具体的には、管理者として管理組合から受託した業務に関して、管理組合の

承認を得ずに、管理組合に紹介した業者等から紹介料・手数料・仲介料等の対

価を受領又は支払いをしないこと、適正な業務の遂行に影響を与えるような便

宜・利益の供与又は供応を利害関係者等から受けないこと、さらにこれらに違

反した場合に損害賠償や違約金を請求すること、契約の解除事由となること等

を、業務委託契約書に明記することなどが望ましいと考えられます。 

 

③管理者に対する監視・チェック体制 ③管理者に対する監視・チェック体制 

１）監事の選任及び担い手（外部専門家と区分所有者） １）監事の選任及び担い手（外部専門家と区分所有者） 

・ （略） 

・ 監事がこのような職務を適切に遂行するためには、監事が管理者との関係で

独立性を保つことが必要となります。この点を担保するためには、監事は、管

理者による指名ではなく、総会の決議により選任することとするべきと考えら

れます。 

 （略） 

・ （略） 

 加えて、区分所有者からも監事を選任することが望ましいと考えられます。

マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合

であることを踏まえると、管理者の業務執行に対する監査においても区分所有

者の視点を反映することが望ましいと考えられますし、監事が新管理者の選

任、新管理規約案の調整を行う場面においては、区分所有者としての視点が特

に重要と考えられます。この場合においても、前述のとおり、区分所有者であ

る監事候補者が現実に独立した立場から管理者に対して適切に監督する機能

を果たせるかについて、十分に検討することが必要です。 

・ （略） 

・ （略） 

・ 監事がこのような職務を適切に遂行するためには、監事が管理者との関係で

独立性を保つことが必要となります。この点を担保するためには、監事は、管

理者による指名ではなく、総会の決議により選任するべきと考えられます。 

 

 （略） 

・ （略） 

 加えて、区分所有者からも監事を選任することが望ましいと考えられます。

マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合

であることを踏まえると、管理者の業務執行に対する監査においても区分所有

者の視点を反映することが望ましいと考えられますし、監事が新管理者の選

任、新規約案の調整を行う場面においては、区分所有者としての視点が特に重

要と考えられます。この場合においても、前述のとおり、区分所有者である監

事候補者が現実に独立した立場から管理者に対して適切に監督する機能を果

たせるかについて、十分に検討することが必要です。 

・ （略） 

 

＜監事の選任及び担い手＞ 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（監事） 

第〇条 管理組合に監事を置く。 

２ 監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。 

３ （略） 

  

＜監事の選任及び担い手＞ 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（監事の選任） 

第〇条 監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。 

 

２ （略） 
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２）監事の権限・職務について ２）監事の権限・職務について 

・ （略） 

 また、監事の権限･職務については、管理規約において、あらかじめ明示的

に定めておくことが望ましいと考えられます（図 12 参照）。 

・ （略） 

 また、監事の権限･職務については、規約において、あらかじめ明示的に定

めておくことが望ましいと考えられます（図 12参照）。 

 

３）管理者から監事及び区分所有者に対する定期報告 ３）管理者から監事や区分所有者に対する定期報告 

・ 監事が管理者の業務の執行や財産の状況を監査するなどの権限を適切に果

たしたり、理事会として管理者の業務を適切に監督したりするためには、管理

者の業務執行状況等について適時適切に把握する必要があります。この点を担

保するために、監事に対する定期的な報告を管理者に義務付けておくことが望

ましいと考えられます。 

 （略） 

 上記の定期報告のうち、マンションの管理に関して特に重要と考えられる内

容については、監事のみならず、区分所有者全員に対して報告する旨定めるこ

とも考えられます。定期報告のほか、必要に応じ、区分所有者から管理者に対

して報告を請求したときは、管理者は区分所有者に対して報告しなければなら

ない義務を課しておくことや業務の執行状況等について、管理者から区分所有

者に対して直接説明する機会として意見交換会・相談会等を開催するとしてお

くことも考えられます。 

 

・ 監事が管理者の業務の執行や財産の状況を監査するなどの権限を適切に果

たしたり、理事会として管理者の業務を適切に監督したりするためには、管理

者の業務執行状況等について適時適切に把握する必要があります。この点を担

保するために、理事会等に対する定期的な報告を管理者に義務付けておくこと

が望ましいと考えられます。 

 （略） 

 上記の定期報告のうち、マンションの管理に関して特に重要と考えられる内

容については、理事会等のみならず、区分所有者全員に対して報告する旨定め

ることも考えられます。定期報告のほか、必要に応じ、区分所有者から管理者

に対して報告を請求したときは、管理者は区分所有者に対して報告しなければ

ならない義務を課しておくことや業務の執行状況等について、管理者から区分

所有者に対して直接説明する機会として意見交換会・相談会等を開催するとし

ておくことも考えられます。 

 

図 12＜監事に期待される主な役割＞ 

監事が行う業務の種類 具体的な業務 

監査 

 業務執行の状況についての監査※ 

・ （略） 

※ 各確認にあたっては、法令、管理規

約、使用細則等に定める観点から確認

を行い、必要に応じ、管理者に対し助

言を行う 

（略） 

適正な財産管理・管理運営

確保のための措置 

（略） 

（略） 

 大規模修繕工事に係る修繕委員会への助言

等 

・ 発注及び契約等に関して法令、管理規

約、使用細則等に照らし利益相反等の

おそれや手続上の瑕疵がないか等に

図 12＜監事に期待される主な役割＞ 

監事が行う業務の種類 具体的な業務 

監査 

 業務執行の状況についての監査※ 

・ （略） 

※ 各確認にあたっては、法令、規約、

使用細則等に定める観点から確認を行

い、必要に応じ、管理者に対し助言を

行う 

（略） 

適正な財産管理・管理運営

確保のための措置 

（略） 

（略） 

 大規模修繕工事に係る修繕委員会への助言

等 

・ 発注及び契約等に関して法令、規約、

使用細則等に照らし利益相反等のお

それや手続上の瑕疵がないか等につ
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ついて、確認を行い、必要に応じ、修

繕委員会等に対し助言を行う 

  

いて、確認を行い、必要に応じ、修繕

委員会等に対し助言を行う 

  

＜監事の権限・職務＞ 

① 業務執行の状況についての監査 

【注意事項】 

・ 監事は、管理者が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある

と認めるとき、又は法令、管理規約、使用細則等、総会の決議に違反する事

実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、区分所有者

に対する報告を行うこととされているか。 

・ （略） 

※ 監事としては、管理者が総会に提出することを予定している予算案、決

算案、議案その他の書類を事前に把握し、法令、管理規約、使用細則等に

照らし、本来提出すべき議案の不足がないか、管理者が総会で承認を得る

ことを予定している契約に係る議案について、契約内容、相手方、契約金

額、相手方の選定理由その他重要な事実が開示されているか等を確認し、

管理者に意見することが想定される。 

・ （略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（監事の業務） 

第○条 （略） 

２ （略） 

３ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認め

るとき、管理者が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると

認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議に違反する事実若し

くは著しく不当な事実があると認めるときは、臨時総会を招集することがで

きる。 

４ 監事は、総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければ

ならない。 

５ 監事が招集する総会においては、監事は、必要な議案を提出することがで

きる。 

 

 

 

（削る） 

 

＜監事の権限・職務＞ 

① 業務執行の状況についての監査 

【注意事項】 

・ 監事は、管理者が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある

と認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議に違反する事実若

しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、区分所有者に対

する報告を行うこととされているか。 

・ （略） 

※ 監事としては、管理者が総会に提出することを予定している予算案、決

算案、議案その他の書類を事前に把握し、法令、規約、使用細則等に照ら

し、本来提出すべき議案の不足がないか、管理者が総会で承認を得ること

を予定している契約に係る議案について、契約内容、相手方、契約金額、

相手方の選定理由その他重要な事実が開示されているか等を確認し、管理

者に意見することが想定される。 

・ （略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（監事の監査・調査） 

第○条 （略） 

２ （略） 

３ 監事は、総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければ

ならない。 

 

 

 

４ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認め

るときは、臨時総会を招集することができる。 

５ 監事は、管理者が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある

と認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議に違反する事実若

しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を区分所

有者に報告しなければならない。この場合において、必要があると認めると

きは、管理者に対し、臨時総会の招集を請求することができる。 

６ 前項の規定による請求があった日から○日以内に、その請求があった日か

ら○付き以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知が発せられない

32



 

 

６ （略） 

一 （略） 

二 第〇条第〇項【契約についての情報開示】、第〇条第〇項【収支決算案

における情報開示】に基づく情報開示が行われているか。 

７ （略） 

 

※ 上記における条文番号は、標準管理規約（単棟型）におけるものである。 

 

② 総会運営の適正性確保のための措置 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（総会運営の適正性確保のための措置） 

第〇条 第○条第３項【監事の業務の規定】に定める総会については、議長は

監事又は監事が指名する組合員が務める。 

２ （略） 

 

③ 管理者退任における組合運営確保のための措置 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（管理者退任における組合運営確保のための措置） 

第〇条 （略） 

２ 前項の臨時総会については、管理者退任決定日から〇か月以内に招集通知

を発しなければならない。 

 

３ （略） 

 

※ 第２項の招集通知の発出まで期間については、例えば、1月以内に招集

通知を発することが考えられるが、協議によりそれより長い期間とするこ

とも考えられる。 

 

④ 監事の議案提出権 

【注意事項】 

場合は、その請求をした監事は、臨時総会を招集することができる。 

７ （略） 

一 （略） 

二 第〇条第〇項【契約についての情報開示】、第〇条第〇項【収支決算案

における情報開示】に基づく情報開示が行われているか 

８ （略） 

 

※ 上記における条文番号は、標準管理規約におけるものである。 

 

② 総会運営の適正性確保のための措置 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（総会運営の適正性確保のための措置） 

第〇条 前条第４項及び第５項に定める総会については、議長は監事又は監事

が指名する区分所有者が務める。 

２ （略） 

 

③ 管理者退任における組合運営確保のための措置 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（管理者退任における組合運営確保のための措置） 

第〇条 （略） 

２ 前項の臨時総会については、管理者退任決定日から〇か月以内（例えば、

1月以内に招集通知を発することが考えられるが、協議によりそれより長い

期間とすることも考えられる。）に招集通知を発しなければならない。 

３ （略） 

 

 （新設） 

 

 

 

④ 監事の議案提出権 

【注意事項】 
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（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（監事の業務） 

第○条 （略） 

２～４ （略） 

５ 監事が招集する総会においては、監事は、必要な議案を提出することがで

きる。 

６～８ （略） 

 

  

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（監事の議案提出権） 

第○条 監事が招集する総会においては、監事は、必要な議案を提出すること

ができる。 

 

 

 

 

  

④管理者の解任を可能としておくための措置 ④管理者の解任を可能としておくための措置 

１）管理規約における管理者名等の固有名詞の排除 １）管理規約における管理者名等の固有名詞の排除 

・ 管理規約に管理者に就任する者の固有名詞を記載すると、管理者をその地位

から離れさせるために、当該管理規約の見直しが必要となり、解任が極めて困

難となることから、管理規約に固有名詞は記載しないことが望ましいと考えら

れます。 

 

・ 管理規約に管理者に就任する者の固有名詞を記載すると、管理者をその地位

から離れさせるために、当該管理規約の見直し（組合員・議決権総数の４分の

３以上の同意が必要）が必要となり、解任が極めて困難となることから、管理

規約に固有名詞は記載しないことが望ましいと考えられます。 

２）解任に向けた総会の招集要件の緩和 ２）解任に向けた総会の招集要件の緩和 

・ 組合側から管理者の解任を求める場合には、組合員（議決権を有しないもの

を除く。）の５分の１以上の者であって議決権の５分の１以上を有するものの

同意（総会招集が容易にできるように、管理規約で要件を緩和しておくことも

考えられる。）に基づき総会を招集し（区分所有法第 34条、標準管理規約第 44

条）又は監事の臨時総会招集権（標準管理規約第 41 条）に基づき総会を招集

し、普通決議により管理者を解任、新管理者を選任することが想定されます。 

・ そのため、賃貸化率が高い等により非居住の区分所有者が多いなどの事情が

あるマンションにおいては、総会を招集しやすくするために、必要に応じて、

組合員の総会招集のための要件を、管理規約において組合員総数及び議決権総

数の各 10 分の１以上の同意などにあらかじめ緩和しておくことも考えられま

す。その場合、管理規約改正の決議（区分所有者（議決権を有しないものを除

く。）の過半数（これを上回る割合を管理規約で定めた場合にあっては、その

割合以上）の者であって議決権の過半数（これを上回る割合を管理規約で定め

た場合にあっては、その割合以上）を有するものが出席し、出席した区分所有

者及びその議決権の各４分の３以上の多数による決議（区分所有法第 31 条第

１項））も必要です。 

 

・ 組合側から管理者の解任を求める場合には、組合員・議決権総数の５分の１

以上の同意に基づき総会を招集し（区分所有法第 34 条、標準管理規約第 44条）

又は監事の臨時総会招集権（標準管理規約第 41 条）に基づき総会を招集し、

普通決議により管理者を解任、新管理者を選任することが想定されます。 

 

 

・ そのため、賃貸化率が高い等により非居住の区分所有者が多いなどの事情が

あるマンションにおいては、総会を招集しやすくするために、必要に応じて、

組合員の総会招集のための要件を、組合員・議決権総数の 10 分の１以上の同

意などにあらかじめ緩和しておくことも考えられます。その場合、管理規約改

正の決議（区分所有者及び議決権の４分の３以上の特別多数決議）も必要です。 

３）区分所有者名簿等へのアクセスの確保 ３）区分所有者名簿等へのアクセスの確保 
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・ 区分所有法上、管理規約や議事録の保管責任者は管理者となっており、組合

員等の利害関係者に閲覧させる義務も規定されています（区分所有法第 33条、

第 42条）。実際の管理規約でも帳票類等の各種書類の保管業務は、管理者の業

務とされていることが多いと考えられます（標準管理規約第 64条）。 

・ ２）に記載された総会を招集するため、区分所有者名簿が必要となる場合は、

標準管理規約第 31条の２に基づく閲覧権の行使をすることができます。 

・ （略） 

 

・ 区分所有法上、規約や議事録の保管責任者は管理者となっており、組合員等

の利害関係者に閲覧させる義務も規定されています（区分所有法第 33 条、第

42 条）。実際の管理規約でも帳票類等の各種書類の保管業務は、管理者の業務

とされていることが多いと考えられます（標準管理規約第 64 条）。 

・ ２）に記載された総会を招集するため、区分所有者名簿が必要となる場合は、

標準管理規約第 64条に基づく閲覧権の行使をすることができます。 

・ （略） 

（４）事故・事件が発生した場合における対応及び組合財産の保護措置 （４）事故・事件が発生した場合における対応及び組合財産の保護措置 

①概要 （新設） 

・ 標準管理規約第 24 条の２において、令和７年の区分所有法改正により、共

用部分等について生じた火災保険や地震保険その他の損害保険の契約に基づ

く保険金並びに敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得

による返還金（以下、「保険金等」という。）の請求及び受領について、管理者

が、当該請求権を有する区分所有者だけでなく、当該請求権を有する旧区分所

有者をも代理等することができることが明確化されたことを踏まえ、当該請求

権の管理者による代理行使及び訴訟追行等についてのルールが定められまし

た。 

 

（新設） 

②外部管理者方式における訴訟追行等の問題 ①外部管理者方式における訴訟追行等の問題 

１）管理者による訴訟代理の問題について １）管理者による訴訟代理の問題について 

・ 管理者が弁護士ではない場合、管理者として訴訟代理できるかについては、

個別の状況に応じ、弁護士法（昭和 24 年法律第 205 号）第 72 条との関係に留

意するべきと考えられます。 

 （略） 

 

・ 管理者が弁護士ではない場合、管理者として訴訟代理できるかについては、

個別の状況に応じ、弁護士法第 72 条との関係に留意するべきと考えられます。 

 （略） 

２）管理者との間で利益相反類似の状況が発生した場合について ２）管理者との間で利益相反類似の状況が発生した場合について 

・ （略） 

・ また、マンションの共用部分に瑕疵があり重大な損害が発生した場合におい

ては、一般的に、管理者が区分所有者を代理して、分譲業者に対し損害賠償請

求等を行うことが考えられるところ、分譲業者が利害関係業者の場合等には、

利益相反類似の状況となります。 

・ （略） 

・ （略） 

 このような疑義が生じた場合、管理者の解任も１つの選択肢となります。ま

た、管理者が当該訴訟対応を行うことには懸念があるものの、その他の管理者

事務自体は引き続き務めてもらうのが望ましいときは、区分所有者及び区分所

・ （略） 

・ また、マンションの共用部分に瑕疵があり重大な損害が発生した場合におい

て、一般的には、管理者が区分所有者を代理して、分譲業者に対し損害賠償請

求等を行うことが考えられるところ、分譲業者の利害関係業者の場合等には、

利益相反類似の状況となります。 

・ （略） 

・ （略） 

 このような疑義が生じた場合、管理者の解任も１つの選択肢となります。ま

た、管理者が当該訴訟対応を行うことには懸念があるものの、その他の管理者

業務自体は引き続き務めてもらうのが望ましいときは、管理者とは別の者を訴
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有者であった者が独自に請求権を行使する手段など、管理者とは別の者を訴訟

追行者として定めることも考えられます（※）。 

・ （略） 

（※） （略） 

訟追行者として定めることも考えられます（※）。 

 

・ （略） 

（※） （略） 

③保険金等の請求及び受領に関する総会の決議について （新設） 

・ 標準管理規約第 24 条の２第２項で保険金等の請求及び受領については、総

会の決議を経る必要があると規定されています。一方で、保険金等を請求およ

び受領する頻度はその種類によって様々で、標準管理規約第 24 条の２第３項

で総会において別段の決議がされたときは、その限りではないと規定されてい

ます。保険金等の種類に応じて一律総会の決議を経るか、管理者が総会の決議

を経ずに保険金等の一部を請求及び受領することが可能な別段の定めとする

か、管理組合で協議の上、検討することが重要です。 

 

（新設） 

（５）事件・事故が起きてしまった場合の組合財産の保護措置 （５）事件・事故が起きてしまった場合の組合財産の保護措置 

②紛争解決手続の活用 ②紛争解決手続の活用 

１）トラブル発生時における相談先について １）トラブル発生時における相談先について 

・ （略） 

 このような場合、監事に情報提供を行うことのほか、マンション管理士等の

マンション管理の専門家やマンション管理士の団体、（公財）マンション管理

センター、自治体のマンション相談窓口、マンション管理組合の団体、マンシ

ョン管理の専門家の派遣を行う NPO 等、弁護士等の法律専門家に相談するのが

望ましいと考えられます。 

 

・ （略） 

 このような場合、監事に情報提供を行うことのほか、マンション管理士等の

マンション管理の専門家やマンション管理士の団体、（公財）マンション管理

センター、自治体のマンション相談窓口、管理組合の団体、マンション管理の

専門家の派遣を行う NPO、弁護士等の法律専門家に相談するのが望ましいと考

えられます。 

 

２）裁判以外の解決手法 ２）裁判以外の解決手法 

・ トラブルの解決に向け、紛争内容や対立の程度に応じて裁判によらない紛争

解決手続を利用することも考えられます。 

・ （略） 

 

・ トラブルの解決に向け、紛争内容や対立の程度に応じて訴訟以外の紛争解決

手続を利用することも考えられます。 

・ （略） 

 

図 13＜解任請求や損害賠償請求の訴訟提起の方法と具体的な手続について＞ 

損害賠償請求の訴訟提

起の方法 
具体的な手続 

ア）区分所有者が裁判

所に管理者の解任請

求の訴訟を提起する

とともに、職務執行

停止及び仮管理者選

任の仮処分の申立て

・（略） 

・裁判所から選任された仮管理者は、「①区分所有法

第 26条第４項に基づき、総会決議で出席した区分

所有者（議決権を有しないものを除く。）及びその

議決権の各過半数の賛成を得る」、又は「②標準管

理規約第 67 条第３項に基づき理事会の決議を経

図 13＜解任請求や損害賠償請求の訴訟提起の方法と具体的な手続について＞ 

損害賠償請求の訴訟提

起の方法 
具体的な手続 

ア）区分所有者が裁判

所に管理者の解任請

求の訴訟を提起する

とともに、職務執行

停止及び仮管理者選

任の仮処分の申立て

・（略） 

・裁判所から選任された仮管理者は、「①区分所有法

第 26条第４項に基づき、総会決議で区分所有者及

び議決権の各過半数の賛成を得る」、又は「②標準

管理規約第 67 条第３項に基づき理事会の決議を

経る」こと等により職務を執行停止された管理者

36



 

をし、仮管理者が損

害賠償を請求（著し

い損害等を避ける必

要がある場合の対

応） 

る」こと等により職務を執行停止された管理者（理

事長）に対して損害賠償請求の訴訟を提起できる。 

イ）区分所有者が裁判

所に管理者の解任請

求訴訟を提起し、そ

の請求が認容された

後に、仮管理者選任

の仮処分の申立てを

し、仮管理者が損害

賠償を請求 

・（略） 

・裁判所から選任された仮管理者は、「①区分所有法

第 26条第４項に基づき、総会決議で出席した区分

所有者（議決権を有しないものを除く。）及びその

議決権の各過半数の賛成を得る」、又は「②標準管

理規約第 67 条第３項に基づき理事会の決議を経

る」こと等により総会決議を経て解任された管理

者に対して損害賠償請求の訴訟を提起できる。 

ウ）区分所有者が５分

の１総会を招集し、

管理者を解任し、選

任された新管理者が

損害賠償を請求 

・区分所有者が区分所有法第34条第３項に基づく総

会（区分所有者（議決権を有しないものを除く。）

の５分の１以上の者であって議決権の５分の１以

上を有するものは総会の招集を請求できる。）を招

集し、普通決議により管理者を解任できる。 

・（略） 

・新管理者は、「①区分所有法第 26 条第４項に基づ

き、総会決議で出席した区分所有者（議決権を有

しないものを除く。）及びその議決権の各過半数の

賛成を得る」、又は「②標準管理規約第 67 条第３

項に基づき理事会の決議を経る」こと等により旧

管理者に対して損害賠償請求の訴訟を提起でき

る。 

エ）区分所有者が５分

の１総会を招集し、

総会決議で訴訟追行

権を与えられた区分

所有者が管理者に対

して損害賠償を請求 

・区分所有法第 34条第３項に基づく総会（区分所有

者（議決権を有しないものを除く。）の５分の１以

上の者であって議決権の５分の１以上を有するも

のは総会の招集を請求できる。）において、区分所

有者の誰かに訴訟追行権を与える。 

・（略） 

  

をし、仮管理者が損

害賠償を請求（著し

い損害等を避ける必

要がある場合の対

応） 

（理事長）に対して損害賠償請求の訴訟を提起で

きる。 

イ）区分所有者が裁判

所に管理者の解任請

求訴訟を提起し、そ

の請求が認容された

後に、仮管理者選任

の仮処分の申立てを

し、仮管理者が損害

賠償を請求 

・（略） 

・裁判所から選任された仮管理者は、「①区分所有法

第 26条第４項に基づき、総会決議で区分所有者及

び議決権の各過半数の賛成を得る」、又は「②標準

管理規約第 67 条第３項に基づき理事会の決議を

経る」こと等により総会決議を経て解任された管

理者に対して損害賠償請求の訴訟を提起できる。 

ウ）区分所有者が５分

の１総会を招集し、

管理者を解任し、選

任された新管理者が

損害賠償を請求 

・区分所有者が区分所有法第34条第３項に基づく総

会（区分所有者の５分の１以上で議決権の５分の

１以上を有する者は総会の招集を請求できる。）を

招集し、普通決議により管理者を解任できる。 

 

・（略） 

・新管理者は、「①区分所有法第 26 条第４項に基づ

き、総会決議で区分所有者及び議決権の各過半数

の賛成を得る」、又は「②標準管理規約第 67 条第

３項に基づき理事会の決議を経る」こと等により

旧管理者に対して損害賠償請求の訴訟を提起でき

る。 

 

エ）区分所有者が５分

の１総会を招集し、

総会決議で訴訟追行

権を与えられた区分

所有者が管理者に対

して損害賠償を請求 

・区分所有法第 34条第３項に基づく総会（区分所有

者の５分の１以上で議決権の５分の１以上を有す

る者は総会の招集を請求できる。）において、区分

所有者の誰かに訴訟追行権を与える。 

 

・（略） 

  

【資料編】管理者と管理組合の契約書の例（外部専門家による管理者方式で、理

事会が設置される場合） 

【資料編】管理者と管理組合の契約書の例（外部専門家による管理者方式で、理

事会が設置される場合） 
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○○マンション管理者事務委託契約書 

（契約の当事者の関係等） 

第１条 甲と乙との関係並びに乙の権限及び義務は、本契約の定めがあるもの

のほか、甲の規約及び使用細則その他細則、総会の決議及び理事会の決議並

びに建物の区分所有等に関する法律（昭和 37年法律第 69 号）及び民法（明

治 29年法律第 89 号）の規定に従う。 

２ （略） 

【規約で管理者の権限等について適切な定めがあることを前提に、業務を包括

規定する場合】 

（業務内容） 

第２条 乙は、甲の管理者として、次の各号に掲げる業務（以下「管理者事務」

という。）を遂行するものとする。 

一・二 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号【※各号は、マンションの実情に応じ

て適切に変更】に掲げる業務については、管理者事務には含まれないものと

し、乙に行わせる場合は、別途協議するものとする。 

一～四 （略） 

【業務を列挙する場合】 

（業務内容） 

第２条 乙は、甲の管理者として、次の各号に掲げる業務（以下「管理者事務」

という。）を遂行するものとする。 

一～十五 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号【※各号は、マンションの実情に応じ

て適切に変更】に掲げる業務については、管理者事務には含まれないものと

し、乙に行わせる場合は、別途協議するものとする。 

一～四 （略） 

（善管注意義務） 

第３条 乙は、善良な管理者の注意をもって管理者事務を行うものとする。 

（帳票類等の提供の協力） 

第４条 甲は、乙が管理者事務を行うに当たり必要となる本物件に関する帳票

類及び書類並びに情報（以下「帳票類等」という。）を無償で提供するもの

とする。 

２ 乙は、甲から提供された帳票類等を、善良な管理者の注意をもって保管し、

かつ、管理者事務以外の用途に使用してはならない。 

３ 乙は、甲から提供された帳票類等を管理者事務の遂行上必要な範囲内で複

製又は更新することができる。 

４ （略） 

○○マンション管理者業務委託契約書 

（契約の当事者の関係等） 

第１条 甲と乙との関係並びに乙の権限及び義務は、本契約の定めがあるもの

のほか、甲の規約及び使用細則その他細則、総会の決議及び理事会の決議並

びに建物の区分所有等に関する法律（昭和 37年法律第 89 号）及び民法（明

治 29年法律第 89 号）の規定に従う。 

２ （略） 

【規約で管理者の権限等について適切な定めがあることを前提に、業務を包括

規定する場合】 

（業務内容） 

第２条 乙は、甲の管理者として、次の各号に掲げる業務（以下「管理者業務」

という。）を遂行するものとする。 

一・二 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号【※各号は、マンションの実情に応じ

て適切に変更】に掲げる業務については、管理者業務には含まれないものと

し、乙に行わせる場合は、別途協議するものとする。 

一～四 （略） 

【業務を列挙する場合】 

（業務内容） 

第２条 乙は、甲の管理者として、次の各号に掲げる業務（以下「管理者業務」

という。）を遂行するものとする。 

一～十五 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号【※各号は、マンションの実情に応じ

て適切に変更】に掲げる業務については、管理者業務には含まれないものと

し、乙に行わせる場合は、別途協議するものとする。 

一～四 （略） 

（善管注意義務） 

第３条 乙は、善良な管理者の注意をもって管理者業務を行うものとする。 

（帳票類等の提供の協力） 

第４条 甲は、乙が管理者業務を行うに当たり必要となる本物件に関する帳票

類及び書類並びに情報（以下「帳票類等」という。）を無償で提供するもの

とする。 

２ 乙は、甲から提供された帳票類等を、善良な管理者の注意をもって保管し、

かつ、管理者業務以外の用途に使用してはならない。 

３ 乙は、甲から提供された帳票類等を管理者業務の遂行上必要な範囲内で複

製又は更新することができる。 

４ （略） 
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（管理員室等の使用） 

第５条 甲は、乙に管理者事務を行わせるために必要な器具、備品、集会室、

管理用倉庫等を無償で使用させるものとする。 

（管理者事務に要する費用の負担及び支払方法） 

第６条 甲は、第２条第１項各号に掲げる業務に係る報酬（以下「管理者事務

報酬」という。）として、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。 

一 管理者事務報酬の額 

（略） 

二・三 （略） 

２ 甲は、管理者事務報酬のほか、乙が管理者事務を行うために必要となる交

通費、印刷費その他の費用を負担するものとする。 

３ 甲及び乙は、本契約の契約期間中であっても、管理者事務報酬が次の各号

のいずれかに該当するときは、協議の上、管理者事務報酬を変更することが

できる。 

一 法令等の変更により管理者事務の内容に変更があったとき 

二 前号に定めるもののほか、管理者事務報酬の変更を必要とする事由が生

じたとき 

４ 甲は、管理者事務報酬及び第２項の費用について、原則として翌月末日ま

でに、乙の指定する口座に振り込む方法により支払うものとする 

５ （略） 

（緊急時の業務） 

第７条 （略） 

２ 乙は、災害又は事故等の事由により、甲のために緊急に行う必要がある保

存行為で、甲の理事会の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、

甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、や

むを得ないときは、乙又は別紙〇に規定する法人に対する発注を行うことが

できる。 

３ （略） 

（管理者事務の報告等） 

第８条 乙は、理事会及び甲の監事に対して、毎月の管理者事務の実施状況及

び甲の会計の収支の結果を、書面により報告しなければならない。 

２ 乙は、甲の監事から請求があるときは、管理者事務の実施状況及び甲の会

計の収支の結果について報告を行わなければならない。 

３ 第１項又は第２項の場合において、甲の監事は、乙に対し、管理者事務の

実施状況の報告及び甲の会計の収支の結果に係る関係書類の提示を求める

ことができる。この場合の関係書類の提示に係る費用は乙の負担とする。 

（守秘義務等） 

（管理員室等の使用） 

第５条 甲は、乙に管理者業務を行わせるために必要な器具、備品、集会室、

管理用倉庫等を無償で使用させるものとする。 

（管理者業務に要する費用の負担及び支払方法） 

第６条 甲は、第２条第１項各号に掲げる業務に係る報酬（以下「管理者業務

報酬」という。）として、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。 

一 管理者業務報酬の額 

（略） 

二・三 （略） 

２ 甲は、管理者業務報酬のほか、乙が管理者業務を行うために必要となる交

通費、印刷費その他の費用を負担するものとする。 

３ 甲及び乙は、本契約の契約期間中であっても、管理者業務報酬が次の各号

のいずれかに該当するときは、協議の上、管理者業務報酬を変更することが

できる。 

一 法令等の変更により管理者業務の内容に変更があったとき 

二 前号に定めるもののほか、管理者業務報酬の変更を必要とする事由が生

じたとき 

４ 甲は、管理者業務報酬及び第２項の費用について、原則として翌月末日ま

でに、乙の指定する口座に振り込む方法により支払うものとする 

５ （略） 

（緊急時の業務） 

第７条 （略） 

２ 乙は、災害又は事故等の事由により、甲のために緊急に行う必要がある保

存行為で、甲の理事会の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、

甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、や

むを得ないときは、乙または別紙〇に規定する法人に対する発注を行うこと

ができる。 

３ （略） 

（管理者業務の報告等） 

第８条 乙は、理事会及び甲の監事に対して、毎月の管理者業務の実施状況及

び甲の会計の収支の結果を、書面により報告しなければならない。 

２ 乙は、甲の監事から請求があるときは、管理者業務の実施状況及び甲の会

計の収支の結果について報告を行わなければならない。 

３ 第１項又は第２項の場合において、甲の監事は、乙に対し、管理者業務の

実施状況の報告及び甲の会計の収支の結果に係る関係書類の提示を求める

ことができる。この場合の関係書類の提示に係る費用は乙の負担とする。 

（守秘義務等） 
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第 10 条 乙は、正当な理由なく、管理者事務に関して知り得た甲及び組合員

等の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同様と

する。 

２ （略） 

（契約の途中における解除等） 

第 12条 （略） 

２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の承認を経て、

本契約を解除することができる。 

一 （略） 

二 乙が、事故、病気等により管理者事務の遂行が困難と判断されたとき 

３ （略） 

４ 甲は、第１項又は第２項に定める事由がない場合において、総会での解任

議案の承認を経て、本契約を解除することができる。この場合において、甲

は、解除の日から本契約の有効期間が満了する日までの間又は３か月間のい

ずれか短い期間の管理者事務報酬に相当する額を、乙に支払うものとする。 

５ 乙は、第１項に定める場合のほか、事故、病気その他のやむを得ない事由

により乙による管理者事務の遂行が困難となったときに、本契約を終了させ

ることができる。この場合において、甲に損害が生じているときは、甲は乙

に対し、損害賠償を請求することができる。 

６ （略） 

（契約の終了等） 

第 15条 （略） 

２・３ （略） 

４ 本契約が終了する場合には、乙は、第４条第１項に基づき甲から提供され

たすべての帳票類等（同条第３項の規定に基づき複製又は更新されたものを

含む。）を甲に返却し、誠実に管理者事務の引き継ぎを行うとともに、乙の

後任の業務遂行に必要な支援その他の解約後の甲の業務運営に必要な事務

を行わなければならない。 

（法令改正に伴う契約の変更） 

第 16 条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理者事務又は管理者

事務報酬を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更すること

ができる。ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定

があった場合には、報酬のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更

する。 

（誠実義務等） 

第 17 条 甲及び乙は、管理者事務の履行について、信義を旨とし、誠実に行

わなければならない。 

第 10 条 乙は、正当な理由なく、管理者業務に関して知り得た甲及び組合員

等の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同様と

する。 

２ （略） 

（契約の途中における解除等） 

第 12条 （略） 

２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の承認を経て、

本契約を解除することができる。 

一 （略） 

二 乙が、事故、病気等により管理者業務の遂行が困難と判断されたとき 

３ （略） 

４ 甲は、第１項又は第２項に定める事由がない場合において、総会での解任

議案の承認を経て、本契約を解除することができる。この場合において、甲

は、解除の日から本契約の有効期間が満了する日までの間又は３か月間のい

ずれか短い期間の管理者業務報酬に相当する額を、乙に支払うものとする。 

５ 乙は、第１項に定める場合のほか、事故、病気その他のやむを得ない事由

により乙による管理者業務の遂行が困難となったときに、本契約を終了させ

ることができる。この場合において、甲に損害が生じているときは、甲は乙

に対し、損害賠償を請求することができる。 

６ （略） 

（契約の終了等） 

第 15条 （略） 

２・３ （略） 

４ 本契約が終了する場合には、乙は、第４条第１項に基づき甲から提供され

たすべての帳票類等（同条第３項の規定に基づき複製又は更新されたものを

含む。）を甲に返却し、誠実に管理者業務の引き継ぎを行うとともに、乙の

後任の業務遂行に必要な支援その他の解約後の甲の業務運営に必要な事務

を行わなければならない。 

（法令改正に伴う契約の変更） 

第 16 条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理者業務又は管理者

業務報酬を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更すること

ができる。ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定

があった場合には、業務報酬のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に

変更する。 

（誠実義務等） 

第 17 条 甲及び乙は、管理者業務の履行について、信義を旨とし、誠実に行

わなければならない。 
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２ 乙は、管理者事務に関連して、紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しく

はその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、甲の理事会の承認

を経ずに、甲以外の者から収受し、又は供与してはならない。 

３ 乙は、管理者事務に関連し、自己又は第三者のために甲と取引をしようと

するとき又は第三者との間において甲と乙との利益が相反する取引をしよ

うとするときは、当該取引につき重要な事実を開示し、甲の理事会において

承認を受けなければならない。 

４ （略） 

５ 乙が第３項に違反した場合は、甲は、損害賠償の請求に加えて、管理者事

務報酬の○カ月分に相当する金額を、違約金として請求することができる。 

６・７ （略） 

  

２ 乙は、管理者業務に関連して、紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しく

はその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、甲の理事会の承認

を経ずに、甲以外の者から収受し、又は供与してはならない。 

３ 乙は、管理者業務に関連し、自己又は第三者のために甲と取引をしようと

するとき又は第三者との間において甲と乙との利益が相反する取引をしよ

うとするときは、当該取引につき重要な事実を開示し、甲の理事会において

承認を受けなければならない。 

４ （略） 

５ 乙が第３項に違反した場合は、甲は、損害賠償の請求に加えて、管理者業

務報酬の○カ月分に相当する金額を、違約金として請求することができる。 

６・７ （略） 

  

第３章 マンション管理業者による外部管理者方式（管理業者管理者方式）にお

ける留意事項 

第３章 マンション管理業者による外部管理者方式（管理業者管理者方式）にお

ける留意事項 

１．本章の対象 １．本章の対象 

（５）管理者と管理業者との関係 （５）管理者と管理業者との関係 

・ （略） 

 なお、本章においては、原則的に管理組合と管理者を務めている管理業者の

間において、「マンション標準管理委託契約書」（以下「標準管理委託契約書」

という。）と同様の契約が締結されていることを前提としますが、そのような

管理委託契約が締結されておらず、管理者事務のみ受託している場合について

も、本章は参考となります。 

・ （略） 

 なお、本章においては、原則的に管理組合と管理者を務めている管理業者の

間において、「マンション標準管理委託契約書」（以下「標準管理委託契約書」

という。）と同様の契約が締結されていることを前提としますが、そのような

管理委託契約が締結されておらず、管理者業務のみ受託している場合について

も、本章は参考となります。 

 

２．既存マンションにおける外部管理者方式導入の進め方 ２．既存マンションにおける外部管理者方式導入の進め方 

（１）外部管理者方式のニーズの見極め （１）外部管理者方式のニーズの見極め 

・ （略） 

・ 外部管理者方式のメリットとデメリットについても、あらかじめ検討してお

くことが必要です。一般的には、以下のようなメリット、デメリットがあると

説明されることがあります。また、管理者委託契約の内容や管理規約の内容に

よっても、メリット・デメリットの内容は変わってきます。外部管理者方式を

導入するかについては、こうした点も踏まえ、区分所有者の理解を得ながら、

丁寧に検討を行うことが必要です。 

 

＜メリット＞ 

・ 区分所有者の事務の負担軽減につながることがあり、管理者（役員）の担

い手不足の解決策となる場合があること 

・ 管理業者が日々の管理事務とともに管理者事務を担う体制となり、専門的

・ （略） 

・ 外部管理者方式のメリットとデメリットについても、あらかじめ検討してお

くことが必要です。一般的には、以下のようなメリット、デメリットがあると

説明されることがあります。また、管理者業務契約の内容や管理規約の内容に

よっても、メリット・デメリットの内容は変わってきます。外部管理者方式を

導入するかについては、こうした点も踏まえ、区分所有者の理解を得ながら、

丁寧に検討を行うことが必要です。 

 

＜メリット＞ 

・ 区分所有者の負担軽減につながることがあり、管理者（役員）の担い手不

足の解決策となる場合があること 

・ 管理業者が日々の管理事務とともに管理者業務を担う体制となり、専門的
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知見に基づく、機動的な業務執行が期待できる場合があること 等 

＜デメリット＞ 

・ （略） 

・ 管理規約の定め方（管理規約に個社名を記載する等）によっては、理事会

方式に戻すことを希望する場合に、これが困難となる可能性もあること 等 

  

・ （略） 

・ 外部管理者方式のニーズの見極め段階において、第三者的立場に立った外部

専門家等の支援を受けることも考えられます。例えば、マンション管理士等の

マンション管理の専門家やマンション管理士の団体、（公財）マンション管理

センター、自治体のマンション相談窓口、管理組合の団体、マンション管理の

専門家の派遣を行う NPO 等へ相談したり、専門家の派遣を受けたりすることも

一案です。 

・ （略） 

 

知見に基づく、機動的な業務執行が期待できる場合があること 等 

＜デメリット＞ 

・ （略） 

・ 規約の定め方によっては、理事会方式に戻すことを希望する場合に、これ

が困難となる可能性もあること 等 

  

・ （略） 

・ 外部管理者方式のニーズの見極め段階において、第三者的立場に立った外部

専門家等の支援を受けることも考えられます。例えば、マンション管理士等の

マンション管理の専門家やマンション管理士の団体、（公財）マンション管理

センター、自治体のマンション相談窓口、管理組合の団体、専門家の派遣を行

う NPO 等へ相談したり、専門家の派遣を受けたりすることも一案です。 

 

・ （略） 

 

（２）既存マンションにおける外部管理者方式導入までの進め方・手続 （２）既存マンションにおける外部管理者方式導入までの進め方・手続 

①外部管理者方式の導入までのプロセスの全体像 ①外部管理者方式の導入までのプロセスの全体像 

図２＜外部管理者方式の導入までのプロセスの例＞ 

※ガイドライン本体の第３章図２参照 

 

図２＜外部管理者方式の導入までのプロセスの例＞ 

※ガイドライン本体の第３章図２参照 

 

・ （略） 

 管理規約で役員の要件が「組合員のうちから」となっている場合は、管理者

の選任決議より前に、又は選任決議と同一の総会において、管理者として組合

員以外の者を選任可能とするための管理規約の改正等を行います。 

 

・ （略） 

 管理規約で役員の要件が「組合員のうちから」となっている場合は、管理者

の選任決議より前に、又は選任決議と同一の総会において、管理者として組合

員以外の者を選任可能とするための管理規約改正等を行います。 

 

②管理者事務を担う管理業者による説明 ②管理者業務を担う管理業者による説明 

・ 外部管理者方式の採用は、当該マンションにおける管理方式に大きな影響を

与え得るため、管理業者は、管理者受託契約を締結しようとするときは、あら

かじめ、説明会を開催し、区分所有者等に対し、管理者受託契約の内容等につ

いて説明をしなければならないことを新たに規定しました（マンション管理適

正化法第 72 条等）。さらに以下の図３の事項について区分所有者に対し説明す

ることが望ましいと考えられます。 

※ 法令の条文は、資料編参照 

・ 管理業者から説明を受けた区分所有者は、本章で後述する各項目を確認する

ことによって、導入を検討している外部管理者方式が各管理組合の実情に応じ

て適正な方式かどうか十分に検討していくことが必要です。 

 

・ 外部管理者方式の採用は、当該マンションにおける管理方式に大きな影響を

与え得るため、管理業者は、説明会などの場において、少なくとも以下の図３

の事項について区分所有者に対し説明することが望ましいと考えられます。 

 

 

 

 

・ 管理業者から説明を受けた区分所有者は、本章で後述する各項目を確認する

ことによって、導入を検討している外部管理者方式が各管理組合の実情に応じ

て適正な方式かどうか十分に検討していくことが必要です。 

 なお、これらは管理事務を担う場合に求められる重要事項の説明等（マンシ

42



 

 

 

ョン管理適正化法第 72条等）とは異なるものです。 

図３＜管理業者による説明項目＞ 

１．管理者の権限の範囲 

【管理者委託契約の内容について】 

・管理委託契約書と管理者事務委託契約書が別々の契約書となっているかど

うか 

・管理者事務の担当者と管理事務の担当者は別であるかどうか 

【管理規約の内容について】 

・（略） 

・総会の議決事項/管理者の権限について現行の管理規約からの変更があるか

（理事会が設けられない外部管理者方式の場合、現行の管理規約で理事会の

議決事項だった事項の決定方法を含む。） 

・（略） 

２．（略） 

３．管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス 

・ 管理者が地位を離れる場合におけるプロセスを設けているのか 

４．～６．（略） 

７．その他重要事項（管理者事務にかかる費用及びその支払いの時期など） 

・（略） 

・管理者事務についての賠償責任保険への加入の有無及び補償額 

  

図３＜管理業者による説明項目＞ 

１．管理者の権限の範囲 

【管理者委託契約の内容について】 

・管理委託契約書と管理者業務委託契約書が別々の契約書となっているかど

うか 

・管理者業務の担当者と管理事務の担当者は別であるかどうか 

【管理規約の内容について】 

・（略） 

・総会決議事項/管理者の権限について現行の管理規約からの変更があるか

（理事会が設けられない外部管理者方式の場合、現行の管理規約で理事会決

議事項だった事項の決定方法を含む。） 

・（略） 

２．（略） 

３．管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス 

・ 管理者が地位を離れる場合におけるプロセスの定め 

４．～６．（略） 

７．その他重要事項（管理者業務にかかる費用及びその支払いの時期など） 

・（略） 

・管理者業務についての賠償責任保険への加入の有無及び保障額 

  

④候補業者の選定 ④候補業者の選定 

・ 上記の検討と並行して、管理者の候補業者の選定を進めることとなります。

既に当該マンションの管理事務を受託している管理業者が、管理者事務につい

ても受託するケースが多いと考えられますが、当該業者が管理者としても適切

かどうか、各管理組合において丁寧に検討することが必要です。 

・ （略） 

 

・ 上記と並行して、管理者の候補業者の選定を進めることとなります。既に当

該マンションの管理事務を受託している管理業者が、管理者業務についても受

託するケースが多いと考えられますが、当該業者が管理者としても適切かどう

か、各管理組合において丁寧に検討することが必要です。 

・ （略） 

⑤区分所有者に対する説明会等 ⑤区分所有者に対する説明会等 

・ （略） 

 説明会においては、「区分所有者のみによる管理の継続ができない理由（理

事会方式を継続しない理由）」、「管理業者を管理者として導入することと、外

部専門家を管理者として活用することの相違点」、「外部管理者方式を導入する

ことのメリット・デメリット」など、外部管理者方式の導入が必要と判断する

に至った議論の過程について、書面等も用いながら、区分所有者に丁寧に説明

・ （略） 

 説明会においては、「区分所有者のみによる管理の継続ができない理由（理

事会方式を継続しない理由）」、「管理業者を管理者として導入することと、外

部専門家を管理者として活用することの相違点」、「外部管理者方式を導入する

ことのメリット・デメリット」など、外部管理者方式の導入が必要と判断され

るに至った議論の過程について、書面等も用いながら、区分所有者に丁寧に説
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することが望ましいと考えられます。 

 また、理事会の求めがある場合、管理業者はこの説明会に出席し、区分所有

者に対して、外部管理者方式の内容について説明を行うことが望ましいと考え

られます。なお、管理業者は管理事務における場合と同様に、管理者事務につ

いて、管理者委託契約に係る重要事項を記載した書面を区分所有者等全員に交

付し、管理業務主任者をして、重要事項について説明させることが義務付けら

れています（マンション管理適正化法第 72条第１項及び第２項）。 

・ 書面における具体的な記載内容については、マンションの管理の適正化の推

進に関する法律施行規則（平成 13 年国土交通省令第 110 号。以下「マンショ

ン管理適正化法施行規則」という。）第 84条第２号イ～ワに掲げる事項を含む

必要があり、さらに図３の「管理業者による説明」で掲げた項目を参考にして、

それぞれの管理組合の要望に添うような形で作成することも考えられます。 

※ 法令の条文は、資料編参照。 

 

明することが望ましいと考えられます。 

 また、理事会の求めがある場合、管理業者はこの説明会に出席し、区分所有

者に対して、外部管理者方式の内容について説明を行うことが望ましいと考え

られます。なお、管理業者は管理事務における場合と同様に、管理者業務につ

いても管理者業務委託契約にかかる重要事項を記載した書面を区分所有者全

員へ交付することが望ましいと考えられます。 

 

・ 書面における具体的な記載内容については、図３の「管理業者による説明」

で掲げた項目を参考にするとともに、それぞれの管理組合の要望に添うような

形で作成することも考えられます。 

⑥総会における導入推進決議 ⑥総会における導入推進決議 

・ 外部管理者方式の導入を決定する正式な総会決議の前には、導入推進決議を

経ておくことが望ましいと考えられます。 

 （略） 

・ （略） 

・ 導入推進決議の後、候補業者を管理者として選任する方向で、候補業者と理

事会との間で、契約書、報酬等の詳細な調整を進め、⑦の総会の議決事項を検

討します。 

 

・ 外部管理者方式の導入を決定する正式な総会決議の前に、導入推進決議を経

ておくことが望ましいと考えられます。 

 （略） 

・ （略） 

・ 導入推進決議の後、候補業者を管理者として選任する方向で、候補業者と理

事会との間で、契約書、報酬等の詳細な調整を進め、⑦の総会の決議事項を検

討します。 

 

⑦総会における導入決議 ⑦総会における導入決議 

・ 外部管理者方式を正式に導入するには、管理者等の選任、管理規約、細則、

契約書、報酬等に係る予算などについて、総会決議を経る必要があります。理

事会がない外部管理者方式を導入する場合、通常の理事会方式を取りやめるこ

とになるため、多くのマンションにおいては管理規約改正の決議（区分所有者

（議決権を有しないものを除く。）の過半数（これを上回る割合を管理規約で

定めた場合にあっては、その割合以上）の者であって議決権の過半数（これを

上回る割合を管理規約で定めた場合にあっては、その割合以上）を有するもの

が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各４分の３以上の多数による

決議（区分所有法第 31条第１項））が必要と考えられます。 

・ （略） 

・ 議決事項としては、候補業者である管理業者を管理者に選任する旨、管理規

約及び細則の制定・改正案、管理者と締結する管理者事務委託契約書の案、管

理委託契約書の変更案、管理者の報酬に関する予算案が考えられます。管理規

・ 外部管理者方式を正式に導入するには、管理者等の選任、管理規約、細則、

契約書、報酬等に係る予算などについて、総会決議を経る必要があります。理

事会がない外部管理者方式を導入する場合、通常の理事会方式を取りやめるこ

とになるため、多くのマンションにおいては管理規約改正の決議（区分所有者

及び議決権の 4分の 3以上の特別多数決議）が必要と考えられます。 

 

 

 

 

・ （略） 

・ 決議事項としては、候補業者である管理業者を管理者に選任する旨、管理規

約及び細則の制定・改正案、管理者と締結する管理者業務委託契約書の案、管

理者の報酬に関する予算案が考えられます。管理規約の改正以外の事項は、普
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約の改正以外の事項は、普通決議で対応することが可能と考えられます。 通決議で対応することが可能と考えられます。 

 

３．新築マンションにおける外部管理者方式導入までのプロセス ３．新築マンションにおける外部管理者方式導入までのプロセス 

（１）既存マンションにおける外部管理者方式との違い （１）既存マンションにおける外部管理者方式との違い 

・ 新築マンションにおいて外部管理者方式が導入されている場合においても、

適切な管理者事務委託契約書、管理規約の設定等を行うことなどによって管理

者に対する適切な監視・監督体制を構築することができれば、適正な管理の実

現は可能であると考えられます。 

 しかし、新築時から外部管理者方式が導入されている物件を購入する場合、

マンションの管理への関与の程度が相対的に低下し、区分所有者等で構成され

る管理組合が管理の主体であることやマンションの管理運営について、理解が

不十分となるおそれがあります。また、既存マンションにおいては、外部管理

者方式の導入の是非について、区分所有者間で議論のうえ検討の上決定するこ

とが可能ですが、新築マンションにおいてはそのような議論の場を持つことが

難しく、各購入予定者が購入時点までに自ら検討を行うことが必要となるた

め、より一層注意深く検討を行う必要があります。このため令和８年４月より、

宅地建物取引業法施行規則（昭和 32年建設省令第 12 号。以下「宅建業法施行

規則」という。）に基づき、マンション分譲時には、重要事項説明の項目の一

つとして、管理業者管理者方式を導入しているかどうかについて分譲業者に説

明義務が課されています（宅建業法施行規則第 16条の 2第 9号、第 16 条の 4

の 6第 9号及び第 19 条の 2の 5第 9 号）。 

※ 法令条文は、資料編参照 

 

・ 新築マンションにおいて外部管理者方式が導入されている場合においても、

適切な管理者業務委託契約書、規約の設定等を行うことなどによって管理者に

対する適切な監視・監督体制を構築することができれば、適正な管理の実現は

可能であると考えられます。 

 しかし、新築時から外部管理者方式が導入されている物件を購入する場合、

マンションの管理への関与の程度が相対的に低下し、区分所有者等で構成され

る管理組合が管理の主体であることやマンションの管理運営について、理解が

不十分となるおそれがあります。また、既存マンションにおいては、外部管理

者方式の導入の是非について、区分所有者間で議論のうえ検討の上決定するこ

とが可能ですが、新築マンションにおいてはそのような議論の場を持つことが

難しく、各購入希望者が購入時点までに自ら検討を行うことが必要となるた

め、より一層注意深く検討を行う必要があります。 

 

図４＜新築マンションにおける外部管理者方式の導入までのプロセスの例＞ 

※ガイドライン本体の第３章図４参照 

 

図４＜新築マンションにおける外部管理者方式の導入までのプロセスの例＞ 

※ガイドライン本体の第３章図４参照 

 

（２）分譲契約締結前までのプロセス （２）分譲契約締結前までのプロセス 

・ マンション分譲時には、分譲業者に管理業者管理者方式を導入しているかど

うかについて説明義務が課されており、例えば、図５の記載事項について記載

した書面を交付したうえ、口頭において説明を行うことが望ましいと考えられ

ます。購入予定者は分譲業者からの重要事項説明を受けたうえ、外部管理者方

式の導入のメリットやデメリット等を踏まえて購入するかどうか検討する必

要があります。必要に応じ、マンション管理士等のマンション管理の専門家や

マンション管理士の団体、（公財）マンション管理センター、自治体のマンシ

ョン相談窓口、マンション管理組合の団体、マンション管理の専門家の派遣を

行う NPO 等から中立的な立場からの助言を得ることも望ましいと考えられま

す。 

・ マンション分譲時には、分譲業者が重要事項説明書の附属資料として管理者

業務委託契約書等を示すケースもあります。しかし、単に書面を示すだけでは

購入希望者の外部管理者方式に対する理解が十分とならない可能性があるた

め、分譲業者からより丁寧な情報提供を行うことが望ましいと考えられます。 

 例えば情報提供を行う際に、図５の記載事項について記載した書面を交付し

たうえ、口頭にて説明を行うことが望ましいと考えられます。 

 また、必要に応じて、管理業者が購入希望者に対して直接説明を行うことも

望ましいと考えられます（例えば、購入希望者から質問を受けることなどによ

り、分譲業者から必要十分な情報提供を行うことができないような場合）。 

 購入希望者は分譲業者からの情報提供を受けたうえ、外部管理者方式の導入
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 のメリットやデメリット等を踏まえて購入するかどうか検討する必要があり

ます。必要に応じ、マンション管理士等のマンション管理の専門家やマンショ

ン管理士の団体、（公財）マンション管理センター、自治体のマンション相談

窓口、マンション管理組合の団体、マンション管理の専門家の派遣を行う NPO

等から中立的な立場からの助言を得ることも望ましいと考えられます。 

 

図５＜分譲業者による情報提供項目＞ 

１．管理者の権限の範囲 

【管理者委託契約の内容について】 

・管理委託契約書と管理者事務委託契約書が別々の契約書となっているかど

うか 

・管理者事務担当者と管理事務担当者は別の部門に所属する者が務める体制

を整備されているかどうか 

【管理規約の内容について】 

・（略） 

・総会の議決事項/管理者の権限について標準管理規約からの変更があるか

（理事会が設けられない外部管理者方式の場合、標準管理規約で理事会の議

決事項だった事項の決定方法を含む。） 

・（略） 

・総会以外に区分所有者の意思を反映する環境が整備されているか 

２．～６．（略） 

７．その他重要事項（管理者事務にかかる費用及びその支払いの時期など） 

・（略） 

・管理者事務についての賠償責任保険への加入の有無及び補償額 

  

図５＜分譲業者による情報提供項目＞ 

１．管理者の権限の範囲 

【管理者委託契約の内容について】 

・管理委託契約書と管理者業務委託契約書が別々の契約書となっているかど

うか 

・管理者業務の担当者と管理事務の担当者は別であるかどうか 

 

【管理規約の内容について】 

・（略） 

・総会決議事項/管理者の権限について標準管理規約からの変更があるか（理

事会が設けられない外部管理者方式の場合、標準管理規約で理事会決議事項

だった事項の決定方法を含む。） 

・（略） 

・総会以外に区分所有者の意思を反映する環境整備がされているか 

２．～６．（略） 

７．その他重要事項（管理者業務にかかる費用及びその支払いの時期など） 

・（略） 

・管理者業務についての賠償責任保険への加入の有無及び保障額 

  

（３）分譲契約締結時及びその後のプロセス （３）分譲契約締結時及びその後のプロセス 

・ 新築マンションにおける外部管理者方式の導入プロセスについては、➀分譲

契約締結時に外部管理者方式の導入を含む管理規約案について購入者の同意

を得るケースや、➁設立総会時に管理者を誰にするかについて同意を得るケー

スがあります。いずれのケースの場合においても、同意の取得の方法は異なり

ますが、購入予定者は、分譲契約時までに検討を深めることが必要です。 

 購入者は、分譲契約締結時に外部管理者方式について重要事項説明を受けて

いますが、実際に居住を開始するにあたって、マンションの管理上どのような

点に留意していけば良いのか等を改めて理解することが必要です。そこで、設

立総会やそれに近いタイミングにおいて、管理者たる管理業者から、外部管理

者方式の説明を改めて行うとともに、あくまで管理の主体が区分所有者等で構

・ 新築マンションにおける外部管理者方式の導入プロセスについては、➀分譲

契約締結時に外部管理者方式の導入を含む管理規約案について購入者の同意

を得るケースや、➁設立総会時に管理者を誰にするかについて同意を得るケー

スがあります。いずれのケースの場合においても、同意の取得の方法は異なり

ますが、購入希望者は、分譲契約時までに検討を深めることが必要です。 

 購入者は、分譲契約締結時に外部管理者方式について一通り説明は受けてい

ると考えられますが、実際に居住を開始するにあたって、マンションの管理上

どのような点に留意していけば良いのか等を改めて理解することが必要です。

そこで、設立総会やそれに近いタイミングにおいて、管理者たる管理業者から、

外部管理者方式の説明を改めて行うとともに、あくまで管理の主体が区分所有
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成される管理組合であること等について説明を行うことが必要と考えられま

す。その際には再度、図５記載の事項について説明することが望ましいと考え

られます。購入予定者としては、疑問点がある場合、マンション管理士等のマ

ンション管理の専門家やマンション管理士の団体、（公財）マンション管理セ

ンター、自治体のマンション相談窓口、マンション管理組合の団体、マンショ

ン管理の専門家の派遣を行う NPO 等に相談するのが望ましいと考えられます。 

 

 こうした管理者等からの説明等を踏まえ、区分所有者等側としては、あくま

で管理の主体は区分所有者で構成される管理組合であるという意識を持って、

管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めることが必要です。 

 

者等で構成される管理組合であること等について説明を行うことが必要と考

えられます。その際には再度、図５記載の事項について説明することが望まし

いと考えられます。購入希望者としては、疑問点がある場合、マンション管理

士等のマンション管理の専門家やマンション管理士の団体、（公財）マンショ

ン管理センター、自治体のマンション相談窓口、マンション管理組合の団体、

マンション管理の専門家の派遣を行う NPO 等に相談するのが望ましいと考え

られます。 

 こうした管理者等からの説明等を踏まえ、区分所有者側としては、あくまで

管理の主体は区分所有者で構成される管理組合であるという意識を持って、管

理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めることが必要です。 

 

４．管理者の業務内容・契約書等 ４．管理者の業務内容・契約書等 

（１）契約・管理規約等の内容 （１）契約・管理規約等の内容 

①管理者事務委託契約書の体裁 ①管理者業務委託契約書の体裁 

・ 区分所有法上、管理者は、集会での決議を実行し、管理規約で定めた行為を

する権利・義務を有するとともに、管理者の権利義務は、委任に関する規定に

従うとされ（区分所有法第 28条）、管理者は、委任契約における受任者として

の地位に立ちます。このような受任者としての管理者の権限については、管理

者事務委託契約書により明確化しておくことが望ましいと考えられます。 

・ 管理者事務委託契約書を管理委託契約書の別紙という形や両契約書を明確

に区別せず締結した場合、管理事務の延長で管理者としての業務を担うことに

なり、管理者としての責任の所在が不明確となるおそれがあることから、管理

者事務の委託契約と管理事務の委託契約については、別々の契約書を交わす必

要があります。 

 

・ 区分所有法上、管理者は、集会での決議を実行し、管理規約で定めた行為を

する権利・義務を有するとともに、管理者の権利義務は、委任に関する規定に

従うとされ（区分所有法第 28条）、管理者は、委任契約における受任者として

の地位に立ちます。このような受任者としての管理者の権限については、管理

者業務委託契約書により明確化しておくことが望ましいと考えられます。 

・ 管理者業務委託契約書を管理事務委託契約書の別紙という形で締結した場

合、管理事務の延長で管理者としての業務を担うことになり、管理者としての

責任の所在が不明確となるおそれがあることから、管理者業務委託契約と管理

事務の委託契約については、別々の契約書を交わす必要があります。 

 

②管理者委託契約における規定事項 ②管理者業務委託契約における規定事項 

・ 管理者と締結する管理者事務委託契約書において定めておくことが望まし

い主な規定事項の例は、令和 7年 12 月 12 日に策定・公表しているマンション

標準管理者事務委託契約書（以下「標準管理者事務委託契約書」という。）を

ご参照ください。 

 

※ 管理者事務委託契約書の具体例は、資料編 

 

・ 管理者と締結する管理者業務委託契約書において定めておくことが望まし

い主な規定事項の例は、以下の表に示すとおりです。実際の契約締結時には、

管理組合と管理者の候補業者との間で、十分に協議を行い、必要な規定を検討

することになります。 

 

※ 管理者業務委託契約書の具体例は、資料編 

 

（削る） 

 

図６＜管理者業務委託契約における主な規定事項＞ 

契約書規定事項 留意点 

１）契約当事者 ＜区分所有者の承認＞ 

・管理者に管理業者が就任した後は、管理者は、その
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職務に関し、各区分所有者を代理することとなりま

す。この場合において、管理者たる管理業者との間

で管理事務委託契約の内容を更新、変更する場合

は、自己取引（民法第 108 条第１項）となるため、

民法上、本人（区分所有者）による許諾がない場合

は、当該取引は無権代理により無効となります。本

人（区分所有者）による許諾としては、実務上、普

通決議を経ることが多いとされています。 

・管理者としての選任決議の際、自己取引（管理者業

務委託契約の更新や管理事務委託契約の締結もこ

れにあたります。）や利益相反取引時の承認の在り

方についても、管理者選任議案段階で、管理者の職

務内容を構成するものとして明確にしておく必要

があります（通常、規約変更議案とともに議案とし

て上程されることでこの点明確になっているもの

と考えられる。）。 

＜管理者業務委託契約書における管理組合側の名義

＞ 

・管理者業務委託契約書における管理組合側の名義の

記載をどのようにするか問題となります。 

・外部管理者方式を開始する段階では、理事長が管理

組合を代表し、管理者に就任する管理業者との間

で、管理者業務委託契約書を交わすことが考えられ

ます。 

・また、外部管理者方式が開始した後、総会において

管理者が再任され、管理組合と管理者の間で管理者

業務委託契約を更新する場合、自己取引に該当する

ことから、管理組合側の名義をどのようにするかが

問題となります。この点については、管理者業務委

託契約書と管理事務委託契約書は別々に締結する

こと、管理者側の担当者と管理事務側の担当者が分

かれていること、更新について重要な事実を開示し

たうえで総会での承認を得ることを前提に、管理組

合側については管理者が代理することが考えられ

ます（こうした方法を取らず、監事が管理組合を代

表する方法も考えられる。）。 

２）業務内容・業務担 ＜業務内容＞ 
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当者 ・管理者の業務については、管理規約において適切な

定めがあることが必要です。そのことを前提に、管

理者業務委託契約書においては、区分所有法や管理

規約等に従うという原則を定めることも考えられ

ます。 

＜管理者業務の担当者＞ 

・管理者としての業務と管理事務（フロント業務）を

管理者に所属する同一の担当者が務めている事例

がありますが、同一人が管理者業務及び管理事務の

両方を担当すると、管理事務に関する報告（マンシ

ョン管理適正化法第 7７条第１項）や管理事務契約

の更新に際しての管理者に対する重要事項の説明

（マンション管理適正化法第 72 条第３項）も同一

人において行われるなど、管理事務に対する管理組

合の視点によるチェック・牽制機能が適切に働か

ず、組合の利益の最大化が図られなくなるおそれが

あることなどから、管理者業務と管理事務の担当者

は分けるべきと考えられます。 

・管理者業務の担当者については、管理者の職務の重

要性に鑑み、マンション管理に係る専門的知識を習

得していると期待される資格（マンション管理士

等）を持つ者とすることも考えられます。 

３）善管注意義務等 ・管理者には、委任の規定に従い（区分所有法第 28条、

民法第 644 条）、善管注意義務が課せられます。管

理業者は、相当程度高度な水準の義務を負うと考え

られます。 

＜共用部分の瑕疵について＞ 

・新築マンションにおいて外部管理者方式が採用され

る場合、共用部分に瑕疵があったとしても、管理者

が、自社の親会社であるなど一定の関係性を有する

分譲業者に対して瑕疵の存在について責任追及を

行うことが、事実上困難となるとの指摘がありま

す。 

・こうした点を踏まえると、新築分譲時から外部管理

者方式が採用されているマンションにおいて分譲

業者への責任追及を適切に行うことができるよう

にするためには、共用部分の瑕疵の存在について疑
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義がある場合に行う検査や大規模修繕工事の前提

として行う建物調査診断については、管理業者と利

害関係のない設計コンサルタント等に依頼するこ

とにより実施することが、透明性確保の観点から望

ましいと考えられます。また、共用部分等の瑕疵を

発見した際には区分所有者へ周知を行うことを、管

理者の義務として事前に定めておくことが望まし

いと考えられます。 

・なお、上記検査や診断にあたっては、住宅の品質確

保の促進等に関する法律に基づき、売主が新築の分

譲マンションにおいて瑕疵担保責任を負う期間は

引き渡しから 10 年間とされていることにも留意が

必要です。 

４）業務上必要な物品

等の提供等の協力

義務 

・管理者業務上必要となる帳票類等の書類、管理員室、

備品等を管理組合側が無償で提供する義務等につ

いて、あらかじめ定めておくことが望ましいと考え

られます。 

・帳票類等の書類については、業務に必要な範囲での

み使用すること、保管責任、契約終了後の返還義務

等を定めることが望ましいと考えられます。 

５）報酬・経費 

（金額、支払い方法・

期日、追加費用等） 

・管理者業務に対する報酬については、金額、年俸、

月給制等の別を明確にしておく必要があります。 

・管理業者が管理者としての職務、管理事務の双方を

受託している場合には、これらの業務に対する報酬

が混在しないようにすべきと考えられます。 

・月単位の報酬とした場合等において、途中解約等に

より契約期間に１か月に満たない期間が生じる場

合には、日割計算とする旨等もあわせて規定するこ

とが考えられます。 

・業務に必要な経費や、管理者がやむを得ず立て替え

た費用の取扱いについて、報酬とは別に、管理組合

が負担する旨等を明確に定めておくことが考えら

れます。 

６）緊急時の業務 ・災害・事故等の緊急時においては、応急修繕の支出

等について通常の意思決定過程を経る時間的余裕

がないことがあり得ます。そのため、管理者として
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機動的に必要な対応を取ることができるように、管

理規約において、緊急時においては、総会決議を経

ることなく保存行為を行うことができる旨を明示

しておくとともに、当該管理規約に基づきやむを得

ず支出した費用の取扱いについて明確に定めてお

くことが考えられます。 

・また、状況によっては、緊急時における保存行為に

ついて、管理者やそのグループ会社（図９で定義）

との取引を行うことが早期の復旧を可能とする場

合も考えられます。したがって、管理規約において、

やむを得ないときは、保存行為につき自己取引又は

利益相反取引（グループ会社との取引等）を行うこ

ともできる旨の定めることも考えられます。 

７）報告・通知義務 ・管理者の適切な業務執行を担保するための監視・チ

ェック体制の確保の観点から、業務執行状況や収支

の状況について、管理者から監事に対し、定期的か

つ詳細に報告する義務を課すことが必要です。 

・このような定期的な報告義務とは別に、管理者に対

し、マンションの毀損等を知ったときや、管理者が

欠格要件に該当することとなったとき等は、速やか

に管理組合に通知する義務を定めておくことも考

えられます。 

８）守秘義務等 ・業務を通じて知り得た個人情報等の管理組合の情報

については、契約終了後も他に漏洩しない旨等を規

定することが望ましいと考えられます。 

９）損害賠償・免責 ・管理者が、管理者業務における過失により管理組合

に損害を与えた場合の賠償が適切に行われるよう、

管理者の選任の段階で、管理者業務についての賠償

責任保険への加入状況等を確認しておくことが望

ましいと考えられます。 

・他方、免責事項には、災害に基づく予見し難い事情

に基づく損害等について、規定しておくことが考え

られます。 

１０）契約途中におけ

る契約解除・損害賠

償等 

＜解約の申し入れ時期＞ 

・相手方への契約解除の申入れ時期については、少な

くとも３か月前（より長期とすることも考えられ
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る。）までに行うとすることが考えられます。 

＜組合側からの解任の手続＞ 

・組合側から管理者の解任を求める場合には、組合員・

議決権総数の５分の１以上の同意（総会招集が容易

にできるように、管理規約で要件を緩和しておくこ

とも考えられる。）に基づき総会を招集し（区分所有

法第 34 条第 3項、標準管理規約第 44 条）又は監事

の臨時総会の招集権（標準管理規約第 41 条）に基

づき総会を招集し、普通決議により管理者を解任

し、新管理者を選任することが想定されます。 

＜管理者の辞任の手続＞ 

・管理者が辞任する場合は、監事に対し、辞任の申入

れを書面による通知にて行うことが望ましいと考

えられます。管理者業務委託契約書上、契約解除の

意思表示（民法第 54０条）の通知先として、監事を、

あらかじめ指定しておくことが考えられます。 

＜債務不履行がある場合＞ 

・契約当事者のいずれかに債務の不履行があれば、一

定期間の催告の上、いつでも解除でき、損害賠償の

請求ができるとすることが考えられます。 

＜管理者業務の残務処理・新管理体制への移行のため

の準備＞ 

・管理者から退任することが決定した日からその効力

が発生するまでの期間（委任契約書において、少な

くとも３か月間と定めておくことが考えられる。）、

引き続きその職務を行うこととすることが考えら

れます（標準管理規約第 36 条第３項）。 

・また、管理者がその地位を離れる場合における新管

理体制への移行のための準備について、監事が務め

る旨定めることが望ましいと考えられます。 

＜その他＞ 

・なお、不適切な管理者を解任できるよう、管理者の

解任を可能としておくための措置を講じておくこ

とが必要です。 

１１）契約期間・更新・

終了等 

＜契約期間＞ 

・管理者の任期については、管理者としての適切性を

区分所有者が定期的に審査できる体制を構築する
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観点から、任期は原則１年間程度とし、毎年開催す

る総会において管理者の選任（継続・不再任等）の

決議を行うことが望ましいと考えられます。 

・契約期間は、管理規約で規定される役員の任期と整

合させることが望ましいと考えられます。 

＜更新＞ 

・管理者の選任にかかる区分所有者の自律性を確保す

る観点から、管理者業務委託契約の自動更新は行わ

ず、総会で再任の承認が必要であるとすることが望

ましいと考えられます。 

＜契約終了＞ 

・契約を終了する場合（契約解除、契約を更新しない

等）には、解任や後任者選任のための総会の招集が

必要になります。管理者側から辞任する場合は、監

事に通知することとするべきと考えられます。 

・契約終了時の円滑な業務引継ぎのため、後任者への

円滑な業務引継ぎの義務、管理組合から提供を受け

た書類の返却義務等について定めておくべきと考

えられます。 

１２）誠実義務・利益

相反関係 

＜誠実義務＞ 

・管理業者が管理者に就任する場合は、特に利益相反

取引等に係るプロセスを適正化する必要性が高い

ことや、外部専門家の場合と同様に金銭事故等の防

止の必要性が高いことを踏まえ、管理者の誠実義務

規定を設け、管理組合に対し、誠実な対応を行うこ

とを明記する必要があります。 

・管理組合から委託されている業務に関し、管理組合

の承諾していない紹介料等の収受の禁止、管理組合

に損害を与えたことが明らかな場合は損害賠償の

責任を負うこと等や、違約金について定めておくこ

とも効果的であると考えられます。 

＜利益相反関係＞ 

・利益相反にかかるプロセスについて管理規約におい

て規定したうえで、管理者業務委託契約書において

は、利益相反取引等に係るプロセスの対象とするグ

ループ会社の範囲について、契約書の別添資料等に

おいて明確にしておくことにより、運用に混乱が生
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じないようにすることが望ましいと考えられます。 

１３）契約外事項等 ・法令や消費税率等の改正に伴う契約変更について、

規定しておくことも考えられます。 

・契約外事項や疑義があった場合に誠意を持って協議

すること等について、定めておくことが望ましいと

考えられます。 

  

（２）管理者の業務内容について （２）管理者の業務内容について 

・ 管理者の権限については、区分所有法第 26 条に規定されており、管理者の

業務内容については、マンション標準管理規約（単棟型）管理業者管理者方式

を採用する場合の書き換え表（以下「標準管理規約（書き換え表）」という。）

第 38 条において「規約、使用細則等又は総会の決議により、管理者の職務と

して定められた事項」などが規定されています。 

 （略） 

・ 管理者の業務内容については、区分所有法（第 26 条）に規定されているほ

か、標準管理規約においては、理事長の業務は「規約、使用細則等又は総会若

しくは理事会の決議」によること（第 38条）、理事の業務は「理事会の定める

ところに従う」こと（第 40 条）とされています。 

 （略） 

 

（３）管理規約の規定事項について （３）管理規約の規定事項について 

①総論 ①総論 

・ 外部管理者方式の管理規約については、単に標準管理規約における理事長の

記載を管理者に読み替えて作成するだけでは成り立ちません。すなわち、区分

所有者以外の者に管理者事務と管理事務を同時に委任する場合等には利益相

反が生じるおそれがあることなどを踏まえ、区分所有者の権利義務、総会の議

決事項、意思決定方法等適切なルールを作成する必要があります。 

 こうした点を踏まえ、以下では、外部管理者方式において管理規約を作成す

る際に注意するべき事項と標準管理規約（書き換え表）を条項ごとにまとめて

います。管理規約の作成にあたっては、以下の事項を踏まえ、区分所有者間で

十分に協議を行い、慎重に検討を行うことが必要です。 

 

・ 外部管理者方式の管理規約については、単に標準管理規約における理事長の

記載を管理者に読み替えて作成するだけでは成り立ちません。すなわち、管理

者業務について区分所有者以外の者に委任すること、管理事務を同時に委任す

る場合等には利益相反が生じるおそれがあることなどを踏まえ、区分所有者の

権利義務、総会の決議事項、意思決定方法等適切なルールを作成する必要があ

ります。 

 こうした点を踏まえ、以下では、外部管理者方式において管理規約を作成す

る際に注意するべき事項及び当該注意事項を踏まえた管理規約例をまとめて

います。管理規約の作成にあたっては、以下の事項を踏まえ、区分所有者間で

十分に協議を行い、慎重に検討を行うことが必要です。 

 

②個別の規定事項について ②個別の規定事項について 

１）管理者の選任・解任 １）管理者の選任・解任 

＜管理者の選任・解任＞ 

【注意事項】 

（略） 

 

【標準管理規約（書き換え表）】 

（管理者） 

第 35条 管理組合に管理者を置く。 

＜管理者の選任・解任＞ 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（管理者） 

第○条 管理組合に管理者を置く。 
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２ 管理者は、総会の決議によって選任し、又は解任する。 

  

２ 管理者は、総会の決議によって選任し、又は解任する。 

  

２）管理者の任期 ２）管理者の任期 

・ 管理者の任期については、管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス

を踏まえ、一定の期間設定を管理規約に設けることが望ましいと考えられま

す。なお、この期間については、通常、管理者事務委託契約書のおける契約期

間と合致させることが望ましいと考えられます。 

・ 管理者の選任について、管理者としての適切性を区分所有者が定期的に審査

できる体制を構築する観点から、任期は原則１年とし、毎年開催する総会にお

いて管理者の選任（再任・不再任等）の決議を行うことが望ましいと考えられ

ます。 

 

・ 管理者の任期については、管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス

を踏まえ、一定の期間設定を管理規約に設けることが望ましいと考えられま

す。なお、この期間については、通常、管理者業務委託契約書のおける契約期

間と合致させることが望ましいと考えられます。 

・ 管理者の選任について、管理者としての適切性を区分所有者が定期的に審査

できる体制を構築する観点から、任期は原則１年間程度とし、毎年開催する総

会において管理者の選任（継続・不再任等）の決議を行うことが望ましいと考

えられます。 

＜管理者の任期＞ 

【注意事項】 

・ 管理に対し引き続き業務執行を委任するかについて、定期的に審査を行う

ことができる内容となっているかどうか（管理者の任期は原則１年とし、１

年に１回の通常総会ごとに再任議案を提出するのが望ましいと考えられ

る。）。 

・ （略） 

 

【標準管理規約（書き換え表）】 

（管理者の任期） 

第 36条 （略） 

２ 前項の通常総会において後任の管理者が選任されなかったときは、管理者

は、通常総会の終結の時から○か月間を経過する時、又は後任の管理者が選

任される時のいずれか早い時までの間は、引き続きその職務を行う。 

３・４ （略） 

５ 前項の場合において、管理者の解任後に後任の管理者が決定した場合に

は、後任の管理者に対し、誠実に業務の引き継ぎを行うものとする。 

 

※ 第３項に関し、管理者がその地位を離れる場合において、どの程度の期

間、管理者事務を務めるべきかどうかについては、マンションごとに検討

を要する。 

  

＜管理者の任期＞ 

【注意事項】 

・ 管理に対し引き続き業務執行を委任するかについて、定期的に審査を行う

ことができる内容となっているかどうか（管理者の任期は原則１年間程度と

し、１年に１回の通常総会ごとに再任議案を提出するのが望ましいと考えら

れる。） 

・ （略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（管理者の任期） 

第○条 （略） 

２ 前項の通常総会において後任の管理者が選任されなかったときは、管理者

は、通常総会の集結の時から○か月間を経過する時、又は後任の管理者が選

任される時のいずれか早い時までの間は、引き続きその職務を行う。 

３・４ （略） 

５ 前項の場合において、管理者の退任後に後任の管理者が決定した場合に

は、後任の管理者に対し、誠実に業務の引き継ぎを行うものとする。 

 

※ 第３項に関し、管理者がその地位を離れる場合において、どの程度の期

間管理者業務を務めるべきかどうかについては、マンションごとに検討を

要する。 

  

３）管理者の欠格条項 ３）管理者の欠格条項 

・ （略） 

 管理者として不適切な者が管理者事務を執行するのを防止するため、適切な

・ （略） 

 管理者として不適切な者が管理者業務を執行するのを防止するため、適切な
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欠格条項を定めることが必要です。 

 特に、管理業者としての登録を取り消された者が管理者事務を担うのは一般

に適切ではないと考えられることから、このような場合も欠格条項に追加して

おくことが望ましいと考えられます。 

 

欠格条項を定めることが必要です。 

 特に、管理業者としての登録を取り消された者が管理者業務を担うのは一般

に適切ではないと考えられることから、このような場合も欠格条項に追加して

おくことが望ましいと考えられます。 

 

＜管理者の欠格条項＞ 

【注意事項】 

（略） 

 

【標準管理規約（書き換え表）】 

（管理者の欠格条項） 

第 36 条の３ 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者となることがで

きない。 

一～三 （略） 

四 暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しな

い者）又は暴力団員等がその事業活動を支配する者 

  

＜管理者の欠格条項＞ 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（管理者の欠格条項） 

第〇条 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者となることができな

い。 

一～三 （略） 

（新設） 

 

  

４）管理者の誠実義務 ４）管理者の誠実義務 

・ （略） 

・ 標準管理規約第 37 条（役員の誠実義務等）において規定されている内容を

管理規約に設けるとともに、管理者事務委託契約書においても、管理者の誠実

義務規定を設ける必要があります。 

 

・ （略） 

・ 標準管理規約第 37 条（役員の誠実義務等）において規定されている内容を

管理規約に設けるとともに、管理者業務委託契約書においても、誠実義務規定

を設ける必要があります。 

 

＜管理者の誠実義務等＞ 

【注意事項】 

（略） 

 

【標準管理規約（書き換え表）】 

（管理者の誠実義務） 

第 37条 （略） 

  

＜管理者の誠実義務等＞ 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（管理者の誠実義務） 

第○条 （略） 

  

５）議決事項 ５）総会決議事項 

・ 区分所有者の意思を反映する観点から、総会の議決事項のあり方について

は、慎重に検討を行うことが望ましいと考えられます。 

・ 標準管理規約第 48 条（議決事項）に定められている事項は、その重要性に

鑑み、外部管理者方式においても、議決事項として管理規約に設けることが望

ましいと考えられます。 

・ 区分所有者の意思を反映する観点から、総会決議事項のあり方については、

慎重に検討を行うことが望ましいと考えられます。 

・ 標準管理規約第 48 条（総会決議事項）に定められている事項は、その重要

性に鑑み、外部管理者方式においても、総会決議事項として管理規約に設ける

ことが望ましいと考えられます。 
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・ 管理者委託契約の締結や監事業務委託契約の締結に関しても、管理組合で毎

年総会において内容を審査できるよう管理規約に定めることも有効です。 

 

・ 管理者業務委託契約の締結や監事業務委託契約の締結に関しても、管理組合

で毎年総会において内容を審査できるよう管理規約に定めることも有効です。 

 

＜議決事項＞ 

【注意事項】 

・ 標準管理規約上の総会の議決事項について、これを総会の議決事項として

いるかどうか。 

 

【標準管理規約（書き換え表）】 

（議決事項） 

第 48 条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならな

い。 

一 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 

二 管理者及び監事の選任（再任を含む。）及び解任 

 

三 収支決算及び事業報告 

四 収支予算及び事業計画 

五 長期修繕計画の作成又は変更 

六 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 

七 修繕積立金の保管及び運用方法 

八 第 16 条第２項に定める敷地及び共用部分等の第三者の使用 

 

 

九 第 21 条第 2項に定める管理の実施 

十 第 28 条第 1 項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資

金の借入れ及び修繕積立金の取崩し 

十一 区分所有法第 57条第 2項及び前条第 3項第四号の訴えの提起並びに

これらの訴えを提起すべき者の選任 

十二 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 

十三 円滑化法第 163 条の 56 第１項に基づく除却等の必要性に係る認定の

申請 

十四 区分所有法第 62 条第１項の場合の建替え、区分所有法第 64 条の５

第１項の場合の建物の更新、区分所有法第 64 条の６第１項の場合の建物

敷地売却、区分所有法第 64 条の７第１項の場合の建物取壊し敷地売却及

び区分所有法第 64条の８第１項の場合の取壊し 

十五 第 28 条第２項に定めるマンション再生等に係る計画又は設計等の経

費のための修繕積立金の取崩し 

＜総会決議事項＞ 

【注意事項】 

・ 標準管理規約上の総会決議事項について、これを総会決議事項としている

かどうか。 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（決議事項） 

第○条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならな

い。 

一 管理規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 

二 管理者及び監事の選任及び解任並びに必要経費、報酬の額及び支払い方

法 

三 収支決算及び事業報告 

四 収支予算及び事業計画 

五 長期修繕計画の作成又は変更 

六 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 

七 修繕積立金の保管及び運用方法 

八 適正化法第５条の３第１項に基づく管理計画の認定の申請、同法第５条

の６第１項に基づく管理計画の認定の更新の申請及び同法第５条の７第

１項に基づく管理計画の変更の認定の申請 

九 第 21 条（敷地及び共用部分等の管理）第 2項に定める管理の実施 

十 第 28 条（修繕積立金等）第 1 項に定める特別の管理の実施並びにそれ

に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し 

十一 区分所有法第 57条第 2項及び前条第 3項第三号の訴えの提起並びに

これらの訴えを提起すべき者の選任 

十二 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 

十三 円滑化法第 102 条第 1項に基づく除却の必要性に係る認定の申請 

十四 区分所有法第 62 条第 1 項の場合の建替え及び円滑化法第 108 条第 1

項の場合のマンション敷地売却 

 

 

 

十五 第 28 条（修繕積立金）第 2項及び第 3項に定める建替え等に係る計

画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し 
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十六 第 55 条第３項に定める専門委員会の設置の請求 

十七 適正化法に基づく管理計画の認定、認定の更新及び変更の認定の申請 

十八 管理者委託契約の締結 

十九 監事業務委託契約の締結 

二十 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 

二十一 その他管理組合の業務に関する重要事項 

 

（削る） 

※ 上記においては、マンションの再生等の円滑化に関する法律を「円滑化

法」と、マンションの管理の適正化の推進に関する法律を「適正化法」と

記載している。 

（削る） 

 

 

 

  

十六 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 

十七 第 55 条に定める専門委員会の設置及び廃止 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

十八 その他管理組合の業務に関する重要事項 

 

※ 上記における条文番号は、標準管理規約におけるものである。 

（新設） 

 

 

※ 上記標準管理規約における規定事項以外に、以下を規定している事例が

ある。 

・ 管理者業務委託契約の締結 

・ 監事業務委託契約の締結 

  

６）管理者の権限・義務 ６）管理者の権限・義務 

【標準管理規約上の総会の議決事項・理事会の議決事項について】 

・ 標準管理規約に定められている総会の議決事項については、マンション管理

上重要な事項であることから総会における決議という意思決定過程を求めて

いるものであり、執行機関にあたる管理者が単独でこれを決定できる機関設計

とせず、総会の議決事項とすることが望ましいと考えられます。 

・ また、標準管理規約上の理事会の議決事項について、管理者権限とするか、

総会の議決事項とするかについては、管理組合で協議の上、検討することが必

要です。例えば、区分所有者の意思を反映するための機関を設置する場合には、

理事会の議決事項の一部を当該機関の意見を聴いて実施することや、アンケー

ト調査等を踏まえて決定することも考えられます。 

 

【管理者の再任等を議案とする総会の議長について】 

（略） 

 

【総会における適切な情報開示に係る管理者の義務について】 

・ 総会は区分所有者として意思決定を行う重要な機関であり、議案作成を区分

所有者以外の者が行う外部管理者方式においては、提出される議案について区

分所有者が十分に理解できるようにする必要があります。そのため、契約につ

いて承認を求める議案を提出する際には、契約内容、契約により管理組合とし

て負担する金額、当該契約の相手方、当該相手方を選任した理由について、総

【標準管理規約上の総会決議事項・理事会決議事項について】 

・ 標準管理規約に定められている総会決議事項については、マンション管理上

重要な事項であることから総会における決議という意思決定過程を求めてい

るものであり、執行機関にあたる管理者が単独でこれを決定できる機関設計と

せず、総会決議事項とすることが望ましいと考えられます。 

・ また、標準管理規約上の理事会決議事項について、管理者権限とするか、総

会決議事項とするかについては、管理組合で協議の上、検討することが必要で

す。例えば、区分所有者の意思を反映するための機関を設置する場合には、理

事会決議事項の一部を当該機関の意見を聴いて実施することや、アンケート調

査等を踏まえて決定することも考えられます。 

 

【管理者の再任等を議案とする総会の議長について】 

（略） 

 

【総会における適切な情報開示に係る管理者の義務について】 

・ 総会は区分所有者として意思決定を行う重要な機関であり、議案作成を区分

所有者以外が行う外部管理者方式においては、提出される議案について区分所

有者が十分に理解できるようにする必要があります。そのため、契約について

承認を求める議案を提出する際には、契約内容、契約により管理組合として負

担する金額、当該契約の相手方、当該相手方を選任した理由について、総会以
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会以前において、区分所有者に対し適切に開示を行うことが望ましいと考えら

れます。 

 なお、総会時点ではこれらの事項のうち一部は未定とせざるを得ず、その点

は管理者に委ねる前提で承認を得ることはあると考えられます。 

・ また、決算案を総会に提出する際も、管理者事務に係る透明性の確保を図る

観点から、こうした事項について確認的に改めて開示を行うことが望ましいと

考えられます。 

・ なお、契約の中でも特に利益相反取引等に当たる契約について承認を求める

際には、重要な事実を開示することがマンション管理適正化法第 77 条の２に

おいて義務付けられています。 

※ 法令の条文は、資料編参照 

 

前において、区分所有者に対し適切に開示を行うことが望ましいと考えられま

す。 

 なお、総会時点ではこれらの事項のうち一部は未定とせざるを得ず、その点

は管理者に委ねる前提で承認を得ることはあると考えられます。 

・ また、決算案を総会に提出する際も、管理者業務に係る透明性の確保を図る

観点から、こうした事項について確認的に改めて開示を行うことが望ましいと

考えられます。 

・ なお、契約の中でも特に利益相反取引等に当たる契約について承認を求める

際には、重要な事実を開示するべきです。 

＜管理者の権限＞ 

【注意事項】 

・ 標準管理規約における総会の議決事項が、管理者の権限として定められて

いないか。 

・ 標準管理規約における理事会の議決事項について、どのように定められて

いるかどうか。 

※ （略） 

・ （略） 

 

【標準管理規約（書き換え表）】 

（管理者の業務） 

第 38 条 管理者は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号

に掲げる業務を遂行する。 

一 規約、使用細則等又は総会の決議により、管理者の職務として定められ

た事項 

二 総会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること 

三 管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務 

四 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案の策定及び総会へ

の上程 

五 管理規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案の総会への上

程 

六 長期修繕計画の作成又は変更に関する案の総会への上程 

七 その他の総会提出議案の策定及び総会への上程 

八 第 17 条、第 21条及び第 22 条に定める承認又は不承認 

 

＜管理者の権限＞ 

【注意事項】 

・ 標準管理規約における総会決議事項が、管理者の権限として定められてい

ないか。 

・ 標準管理規約における理事会決議事項について、どのように定められてい

るかどうか。 

※ （略） 

・ （略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（管理者） 

第〇条 管理者は、次の各号に掲げる業務を遂行する。 

 

一 管理規約、使用細則等又は総会の決議により、管理者の職務として定め

られた事項 

二 総会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること 

（新設） 

三 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案の策定及び総会へ

の上程 

四 管理規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案の策定及び総

会への上程 

五 長期修繕計画の作成又は変更に関する案の策定及び総会への上程 

六 その他の総会提出議案の策定及び総会への上程 

七 第 17 条（専有部分の修繕）、第 21 条（敷地及び共用部分等の管理）及

び第 22 条（窓ガラス等の改良）に定める承認又は不承認 
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九 第 60 条第４項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟

その他法的措置の追行 

十 第 60 条第５項に定める弁済の充当の順序の設定 

十一 第 67 条に定める勧告又は指示等 

十二 第 67 条の２第１項に定める区分所有者の所在等の探索 

十三 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工

事の実施等 

十四 その他総会から付託された事項 

２ 第 48 条の規定にかかわらず、管理者は、前項第十三号の決定をした場合

においては、当該決定に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の

借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決定することができる。 

３ 管理者は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組

合の業務の執行に関する報告をしなければならない。 

４ （略） 

５ 管理組合と管理者との利益が相反する事項については、管理者は、代表権

を有しない。この場合においては、監事が管理組合を代表する。 

 

（削る） 

（削る） 

  

八 第 60 条第４項（管理費等の徴収）に定める未納の管理費等および使用

料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行 

九 第 60 条第５項に定める弁済の充当の順序の設定 

十 第 67 条に定める勧告又は指示等 

十一 第 67 条の２第１項に定める区分所有者の所在等の探索 

十二 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工

事の実施等 

十三 その他総会から付託された事項 

２ 第 48 条の規定にかかわらず、管理者は、前項第十二号の決定をした場合

においては、当該決議にかかる応急的な修繕工事の実施に充てるための資金

の借り入れ及び修繕積立金の取り崩しについて決定することができる。 

３ 管理者は総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業

務の執行に関する報告をしなければならない。 

４ （略） 

（新設） 

 

 

※ 上記における条文番号は、標準管理規約におけるものである。 

※ 下線は、標準管理規約に追加している内容 

  

＜会計に係る管理者による情報開示＞ 

【注意事項】 

・ 集会において契約行為等に係る議案を提出する総会に先立ち、区分所有者

が当該契約を承認するかどうかの判断の際に必要と考えられる事実につい

て、区分所有者に対する適切な開示が行われる体制が整えられているかどう

か。 

※ （略） 

・ （略） 

 

【標準管理規約（書き換え表）】 

（収支予算の作成及び変更等） 

第 58条 （略） 

２～４ （略） 

５ 管理者は、総会において、契約行為その他組合員の負担が発生する行為に

ついて承認を得るため議案を提出しようとする際には、次に掲げる事項を区

分所有者に事前に開示しなければならない。ただし、総会時点で開示がする

ことが困難な事項がある場合は、その理由を開示することにより代えること

＜会計に係る管理者による情報開示＞ 

【注意事項】 

・ 集会において契約行為等に係る議案を提出する総会に先立ち、区分所有者

が当該契約を承認するかどうかの判断の際必要と考えられる事実について、

区分所有者に対する適切な開示が行われる体制が整えられているかどうか 

 

※ （略） 

・ （略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（収支予算案の作成及び変更等） 

第○条 （略） 

２～４ （略） 

５ 管理者は、総会において、契約行為その他区分所有者の負担が発生する行

為について承認を得るため議案を提出しようとする際には、次に掲げる事項

を区分所有者に事前に開示しなければならない。ただし、総会時点で開示が

することが困難な事項がある場合は、この限りではない。 
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ができる。 

一～四 （略） 

五 契約が第 37 条の２に定める取引であったときは当該取引における重要

な事実 

６ 管理者は、第 21 条第６項の規定に基づき、敷地及び共用部分等の保存行

為を行う場合には、そのために必要な支出を行うことができる。 

 

 

（削る） 

 

（会計報告等） 

第 59条 （略） 

 

（削る） 

  

 

一～四 （略） 

五 契約が第○条に定める取引であったとき【利益相反取引等であったと

き】は当該取引における重要な事実 

６ 管理者は、○条【緊急時における保存行為についての条文】の規定に基づ

き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う場合には、そのために必要な支出

を行うことができる。 

 

※ 上記における条文番号は、標準管理規約におけるものである。 

 

（会計報告等） 

第○条 （略） 

 

※ 上記における条文番号は、標準管理規約におけるものである。 

  

７）組合員の総会招集権 ７）組合員の総会招集権 

＜組合員の総会招集権＞ 

【注意事項】 

（略） 

 

【標準管理規約（書き換え表）】 

（組合員の総会招集権） 

第 44 条 組合員が組合員総数及び第 46 条第１項に定める議決権総数の各５

分の１以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を

請求した場合には、管理者は、２週間以内にその請求があった日から４週間

以内の日（会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは、２か月

と２週間以内の日）を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければなら

ない。 

 

２ （略） 

３ 前２項により招集された臨時総会においては、第 42 条第 5項にかかわら

ず、議長は、総会に出席した組合員（書面、電磁的方法又は代理人によって

議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合員の中から

選任する。 

 

※ 第 44 条第３項については、電磁的方法が利用可能な場合を想定してお

り、電磁的方法が利用可能ではない場合は、同条同項括弧書き「書面、電

＜組合員の総会招集権＞ 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（組合員の総会招集権） 

第○条 組合員が組合員総数の５分の１（これより要件を緩和することも考え

られる。）以上及び第 46 条第１項に定める議決権総数の５分の１以上に当

たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合に

は、管理者は、２週間以内にその請求があった日から４週間以内の日（会議

の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、２か月と２

週間以内の日）を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならな

い。 

２ （略） 

３ 第２項により招集された臨時総会においては、第 42 条第 5項にかかわら

ず、議長は、総会に出席した組合員（書面、電磁的方法又は代理人によって

議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合員の中から

選任する。 

 

※ 上記における条文番号は、標準管理規約におけるものである。 
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磁的方法又は代理人によって」とあるのは、「書面又は代理人によって」

と書き換える必要がある。 

  

 

 

  

８）マンション管理への区分所有者の関与 ８）マンション管理への区分所有者の関与 

・ 一般的に、理事会方式においては、理事会が管理組合の業務執行機関と位置

付けられ、区分所有者から選任された役員が総会で決議された業務の執行に関

わることになります。そのため、総会の議案の準備、総会における意思決定及

び業務執行というマンション管理のプロセスに区分所有者自らが関与する体

制が確保され、区分所有者の意思を反映できる体制を確保しやすいと考えられ

ます。 

 （略） 

 このような点を踏まえると、外部管理者方式を導入する場合、総会以外の場

においても、区分所有者がマンション管理上の重要な課題について検討し管理

組合としての意思決定に関与する機会を保障するとともに、管理者として業務

執行を行ううえでも、区分所有者の意見を聴いたうえ十分に尊重する環境を整

備する必要があります。 

・ （略） 

 そのほか、管理者の権限や業務内容を理事会よりも限定したうえ、区分所有

者が管理規約で定める重要事項を協議し、管理者に対し意見を伝えることがで

きる機関（例えば、管理評議会のような名称とすることが考えられる。）を設

置するという方法も考えられます。 

 こうした環境整備を行ったうえで、さらに区分所有者全体の管理意識を醸成

し、適切な管理につなげる観点から、管理組合の活動の範囲内において、懇親

会や防災訓練といったイベントを行うことも考えられます。 

 また、災害発生時には、管理者が一時的に機能不全となる可能性もあります。

日頃から情報提供や準備を行うなどの取組を通じて、こうした状況でも管理組

合として行動できる環境を構築することが必要です。 

 

・ 一般的に、理事会方式においては、理事会が管理組合の業務執行機関と位置

付けられ、区分所有者から選任された役員が総会で決議された業務の執行に関

わることになります。そのため、総会の議案の準備、総会における意思決定及

び業務執行というマンション管理のプロセスに区分所有者自らが関与する体

制が確保され、様々な区分所有者の意思を反映できる体制を確保しやすいと考

えられます。 

 （略） 

 このような点を踏まえると、外部管理者方式を導入する場合、総会以外の場

においても、区分所有者がマンション管理上の重要な課題について検討し管理

組合としての意思決定に関与する機会が保障されているともに、管理者として

も業務執行を行ううえでも、区分所有者の意見を聴いたうえ十分に尊重する環

境を整える必要があります。 

・ （略） 

 そのほか、理事会よりも権限、業務の内容を限定したうえ、区分所有者が管

理規約で定める重要事項を協議し、管理者に対し意見を伝えることができる機

関（例えば、管理評議会のような名称とすることが考えられる。）を設置する

という方法も考えられます。 

 こうした環境整備を行ったうえで、さらに区分所有者全体の管理意識を醸成

し、適切な管理につなげる観点から、管理組合の活動の範囲内において、懇親

会や防災訓練といったイベントを行うことも考えられます。 

 また、災害発生時には、管理者が一時的に機能不全となる可能性もあります。

日頃から情報提供や準備を行うなどの取組を通じて、こうした状況でも管理組

合として行動できる環境を整備することが必要です。 

 

（災害への対応事例） 

・ 防災マニュアルの作成、周知 

・ 災害時の避難場所の周知 

・ 防災訓練の定期開催 

・ 防災用品や医薬品等の備蓄 

・ 防災情報の収集、周知（自治体のハザードマップやアクションプランなど

の情報提供等） 

・ 防災用名簿の作成 

・ 区分所有者による自主防災組織の形成の支援 

（災害への対応事例） 

（新設） 

・ 災害時の避難場所の周知 

・ 防災訓練の定期開催 

・ 防災用品や医薬品等の備蓄 

・ 自治体のハザードマップやアクションプランなどの情報提供 

 

（新設） 

・ 区分所有者による自主防災組織の形成の支援 
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・ フロント担当（管理業者）との連携          等 

  

・ フロント担当（管理業者）との連携          等 

  

＜区分所有者の意思を反映するための環境整備＞ 

【注意事項】 

・ （略） 

※ 区分所有者の意思を反映するための機関を設置したり、投票制度により

総会の議決事項以外の事項についても広く区分所有者の意思を反映でき

るようにしたりすることなどが考えられる。 

 

【標準管理規約（書き換え表）】 

■区分所有者の意思を反映するための機関を設置する場合（仮に管理評議会と

する。） 

（管理評議会） 

第 55条の２ （略） 

 

※ （略） 

 

■投票制度を設ける場合 

（投票制度） 

第 55条の２ （略） 

 

（投票手続） 

第 55条の３ （略） 

 

（投票結果） 

第 55条の４ （略） 

（削る） 

 

 

  

＜区分所有者の意思を反映するための環境整備＞ 

【注意事項】 

・ （略） 

※ 区分所有者の意思を反映するための機関を設置したり、投票制度により

総会決議事項以外の事項についても広く区分所有者の意思を反映できる

ようにしたりすることなどが考えられる。 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

■区分所有者の意思を反映するための機関を設置する場合（仮に管理評議会と

する。） 

（管理評議会） 

第○条 （略） 

 

※ （略） 

 

■投票制度の規定を設ける場合 

（投票制度） 

第〇条 （略） 

 

（投票手続） 

第〇条 （略） 

 

（投票結果） 

第〇条 （略） 

２ 管理者は、投票に付した事項に関し、反対票が投票権総数の５分の１未満

の場合には当該事項について決定又は執行することができる。賛成票が投票

権総数の〇分の〇以上の場合には、決定又は執行しなければならない。 

  

５．管理者がその地位を離れる場合について ５．管理者がその地位を離れる場合について 

・ （略） 

 いずれの場合についても、外部管理者方式はそのまま維持し、外部専門家を

活用することとするパターン、外部管理者方式をやめて理事会方式に変更する

パターンが考えられます。 

・ （略） 

 いずれの場合についても、外部管理者方式はそのまま維持することとし、外

部専門家を活用することとするパターン、外部管理者方式をやめて理事会方式

に変更するパターンが考えられます。 

 

（１）管理者がその地位を離れる場合のプロセス （１）管理者がその地位を離れる場合のプロセス 
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・ 管理者がその地位を離れる場合のプロセスについては、図６の流れとするこ

とが望ましいと考えられます。 

 

・ 管理者がその地位を離れる場合のプロセスについては、図７の流れとするこ

とが望ましいと考えられます。 

 

図６＜再任議案の否決又は辞任申し出があった場合のプロセス＞ 

※ガイドライン本体の第３章図６部分参照 

 

図７＜再任議案の否決又は辞任申し出があった場合のプロセス＞ 

※ガイドライン本体の第３章図６部分参照 

 

・ すなわち、管理者から辞任を求める場合についても、新管理者が決定するま

での管理者事務の継続性の観点からは、辞任の申し出又は再任議案の否決によ

る退任の決定から３か月（マンションの状況に応じ、より長期間と定めておく

ことも考えられる。）は引き続き旧管理者が管理者の地位に留まる旨、管理者

事務委託契約書において定めておくことが望ましいと考えられます。 

・ （略） 

 

・ すなわち、管理者から辞任を求める場合についても、新管理者が決定するま

での管理者業務の継続性の観点からは、辞任の申し出又は再任議案の否決によ

る退任の決定から３か月（マンションの状況に応じ、より長期間と定めておく

ことも考えられる。）は引き続き旧管理者が管理者の地位に留まる旨、管理者

業務委託契約書において定めておくことが望ましいと考えられます。 

・ （略） 

 

（２）新しい管理体制の準備について （２）新しい管理体制の準備について 

・ （略） 

・ また、再任議案の否決、辞任の場合は、新管理者の選任までの期間（少なく

とも３か月程度は必要と考えられるが、より長期間とすることも考えられる。）

は旧管理者が引き続き管理者を務めることとすることが望ましいと考えられ

ます。 

 他方、解任の場合は、直ちに管理者の地位を喪失させるのが望ましいと考え

られます。この場合、新管理者選任までの期間、暫定的に管理者事務を務める

主体が必要となります。 

 （略） 

・ （略） 

 具体的には、区分所有者に対する説明会の実施など適切な方法により区分所

有者の意見を聴いたうえで（区分所有者の意思を反映するための機関が設置さ

れている場合は、当該機関に対し意見を聴くことも考えられる。）、新管理規約

への変更、新管理者の選任を内容とする臨時総会の招集に向けて準備を行い、

旧管理者の退任の決定日から１か月（新管理者選任までの期間同様、より長期

間とすることも考えられる。）以内に、これらを議案とする臨時総会を招集す

るとすることも考えられます。 

・ （略） 

 

・ （略） 

・ また、再任議案の否決、辞任の場合は、新管理者の選任までの期間（少なく

とも３か月程度は必要と考えられるが、より長期間とすることも考えられる。）

旧管理者が引き続き管理者を務めることとすることが望ましいと考えられま

す。 

 他方、解任の場合は、直ちに管理者の地位を喪失させるのが望ましいと考え

られます。この場合、新管理者選任までの期間、暫定的に管理者業務を務める

主体が必要となります。 

 （略） 

・ （略） 

 具体的には、区分所有者に対する説明会の実施など適切な方法により区分所

有者の意見を聴いたうえで（区分所有者の意思を反映するための機関が設置さ

れている場合は、当該機関に対し意見を聴くことも考えられる。）、新規約への

変更、新管理者の選任を内容とする臨時総会の招集に向けて準備を行い、旧管

理者の退任の決定日から１か月（新管理者選任までの期間同様、より長期間と

することも考えられる。）以内に、これらを議案とする臨時総会を招集すると

することも考えられます。 

・ （略） 

 

６．管理者による適正な業務遂行の確保・組合財産の保護のための措置 ６．管理者による適正な業務遂行の確保・組合財産の保護のための措置 

（１）概要 （１）概要 

図７＜トラブルへの対応の方向性と具体的な措置の例について＞ 

トラブルへの対応の方向性 具体的な措置の例 

図８＜トラブルへの対応の方向性と具体的な措置の例について＞ 

トラブルへの対応の方向性 具体的な措置の例 
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未然防止 (1)管理者に

よる独断専

横的行為・管

理組合と管

理者との利

益相反の防

止 

① （略） 

②利益相反

取引等や大

規模修繕工

事への対応 

1)（略） 

2)利益相反取引等の制限にか

かる管理規約の整備 

3)～5)（略） 

6)管理組合からの報酬以外の

リベート等の授受禁止 

③ （略） 

④管理者の

解任を柔軟

化しておく

ための措置 

（略） 

（２） （略） （略） 

発生後の保

護措置 

（３） （略） （略） 

  

未然防止 (1)管理者に

よる独断専

横的行為・管

理組合と管

理者との利

益相反の防

止 

① （略） 

②利益相反

取引等や大

規模修繕工

事への対応 

1)（略） 

2)利益相反取引等の制限にか

かる規約の整備 

3)～5)（略） 

6)管理組合からの報酬以外の

リベート等の収受禁止 

③ （略） 

④管理者の

解任を可能

としておく

ための措置 

（略） 

（２） （略） （略） 

発生後の保

護措置 

（３） （略） （略） 

  

（２）管理者による独断専横的行為・管理組合と管理者間の利益相反の防止 （２）管理者による独断専横的行為・管理組合と管理者間の利益相反の防止 

①管理者の権限の制限 ①管理者の権限の制限 

１）管理者等への議決権の非付与 １）管理者等への議決権の非付与 

・ まず、総会に出席できない場合の議決権行使については、議決権行使書（各

議案の賛否を記載した書面）又は管理者以外の代理人により行われるのが望ま

しいと考えられます（標準管理規約（書き換え表）第 46条第５項においては、

議決権行使の際の代理人として、外部管理者を含んでいません。）。 

・ （略） 

 

・ まず、総会に出席できない場合の議決権行使については、議決権行使書（各

議案の賛否を記載した書面）により行われるのが望ましいと考えられます。 

 

 

・ （略） 

 

２）管理者の権限の制限 ２）管理者の権限の制限 

・ 管理業者が管理者に就任する場合に、一定の重要な行為に関わる代理権の制

限を管理規約や細則に定めることも考えられますが、当該制限は、善意の第三

者には対抗できないことに留意が必要です（区分所有法第 26 条第３項）。この

ため、管理業者が管理者として第三者と取引を行う際には、管理者として有す

る代理権の範囲内の行為であることを証明する書類として、代理権の制限内容

が分かる規約等の書面を添付することを、管理者事務委託契約書や管理規約で

定めておくことも考えられます。 

 

・ 管理業者が管理者に就任する場合に、一定の重要な行為に関わる代理権の制

限を管理規約や細則に定めることも考えられますが、当該制限は、善意の第三

者には対抗できないことに留意が必要です（区分所有法第 26 条第３項）。この

ため、管理者として第三者と取引を行う際には、管理者として有する代理権の

範囲内の行為であることを証明する書類として、代理権の制限内容が分かる規

約等の書面を添付することを、管理者業務委託契約書や管理規約で定めておく

ことも考えられます。 

 

➁利益相反取引等管理組合の利益を損なう行為への対応 ➁利益相反取引等管理組合の利益を損なう行為への対応 

１）利益相反取引等にかかるプロセスの整理 １）利益相反取引等にかかるプロセスの整理 
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・ 管理事務の委託や工事の発注等については、事業者の選定に係る意思決定の

透明性確保や利益相反等に注意して適正に行われる必要があり、とりわけ区分

所有者以外の者が管理組合の管理者に就任する場合においては、マンションの

区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要とされ

ています（基本方針三２（７））。 

・ 利益相反取引とは、類型的に管理組合と管理者との利益が相反するおそれが

ある取引のことをいいます（利益相反取引と自己取引とを併せて、本章におい

て「利益相反取引等」という。）。利益相反取引等については、適切なプロセス

を経なければ、管理組合としても利益となるか（利益相反が発生しないか）の

判断ができないため、適切なプロセスを経ることが通常の契約等を承認する場

合以上に重要となります。 

・ 利益相反取引等には、自己又はマンション管理業者と密接な関係を有する者

との取引（ただし、管理受託契約又は管理者受託契約を除く。）（マンション管

理適正化法第 77 条の２）（法令上の利益相反取引）及び標準管理規約（書き換

え表）第 37 条の２が対象とする管理組合と管理者の利害が実質的に相反し得

る取引（規約上の利益相反取引）を含む概念があります。そこで、実務運用に

おいては、以下の二段階で確認をすることになります。 

・ まず、第一段階としては、取引の相手方が自己又はマンション管理適正化法

施行規則第 89 条の２に列挙された「密接な関係を有する者」に該当するかを

確認します。該当する場合は、マンション管理適正化法第 77 条の２に基づき、

管理業者に事前説明会の開催義務と重要な事実の説明義務が課されるととも

に、標準管理規約（書き換え表）第 37 条の２により総会で重要な事実を開示

して承認を得ることが必要となります。 

・ 次に、第二段階としては、「密接な関係を有する者」に該当しない場合でも、

管理者と管理組合の利害が実質的に相反するかを確認します。相反する場合

は、標準管理規約（書き換え表）第 37 条の２により総会で重要な事実を開示

して承認を得ることが必要となります。（図８参照）。 

 例えば、①外部管理者方式が始まった後において管理委託契約を更新する場

合、②管理者がグループ会社等特別な利害関係を有する業者に工事・物品等を

発注する場合、③管理者と同一グループの会社に対して大規模修繕工事を発注

する場合では、管理組合と管理者又は同一グループ会社の間において、本来よ

りも高額の費用が設定されることにより管理組合が財産上の損害を被るおそ

れがありますので、上記二段階の審査と手続きを確実に履践する必要がありま

す。 

 なお、国土交通省不動産・建設経済局不動産業課長通知（国不動第 141 号）

においては、マンション管理適正化法施行規則第 89 条の２に掲げる者以外で

あっても、管理業者と長期間にわたり継続的な受注関係（例：設計監理業務）

・ 管理事務の委託や工事の発注等については、事業者の選定に係る意思決定の

透明性確保や利益相反等に注意して適正に行われる必要があり、とりわけ区分

所有者以外の者が管理組合の管理者に就任する場合においては、マンションの

区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要とされ

ています（管理適正化指針二（６）参照）。 

・ 利益相反取引とは、類型的に管理組合と管理者との利益が相反するおそれが

ある取引のことをいいます（利益相反取引と自己取引とを併せて、本章におい

て「利益相反取引等」という。）。利益相反取引等については、適切なプロセス

を経なければ、管理組合として管理組合としても利益となるか（利益相反が発

生しないか）の判断ができないため、適切なプロセスを経ることが通常の契約

等の承認にまして重要となります。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 例えば、①外部管理者方式が始まった後において管理委託契約を更新する場

合、②管理者がグループ会社等特別な利害関係を有する業者に工事・物品等を

発注する場合、③管理者と同一グループの会社に対して大規模修繕工事を発注

する場合があげられます。このような場面では、管理組合と管理者又は同一グ

ループ会社の間において、本来よりも高額の費用が設定されることにより管理

組合が財産上の損害を被る等、利益相反関係が発生しないように注意する必要

があります。 
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がある事業者との取引では、透明性確保の観点から可能な限り情報提供が望ま

しいとされており、形式的にマンション管理適正化法施行規則第 89 条の２に

列挙された「密接な関係を有する者」に該当するかどうかだけではなく、実質

的に利益相反のおそれがある場合にも広く情報提供等が行われる運用が望ま

しいと考えられます。 

（削る） 

 

 

※ 法令の条文は、資料編参照 

 

 

 

 

 

 

・ このような利益相反取引等については、管理者から重要な事実が開示された

うえで、管理組合としても利益となるとして承認が行われた場合であれば、こ

れを行うことがあり得ます。 

 

図８＜利益相反取引の際の説明会の開催有無について＞ 

※ガイドライン本体の第３章図８参照 

 

（新設） 

図９＜グループ会社の定義について＞ 

本章において、管理者のグループ会社とは、管理者の親会社、子会社、関連

会社及び管理者を関連会社とする他社を総称したものを想定しています（マン

ション管理適正化法施行規則第 89条の２参照）。 

（略） 

  

図９＜グループ会社の定義について＞ 

本章において、管理者のグループ会社とは、管理者の親会社、子会社、関連

会社及び管理者を関連会社とする他社を総称したものを想定しています。 

 

（略） 

  

２）利益相反取引等の制限 ２）利益相反取引等の制限 

・ （略） 

 利益相反取引については、その内容によっては管理組合にとっても利益とな

る場合もあり適切な承認手続が取られていれば許容される一方、その内容によ

っては、管理組合の損害につながるリスクを内包していることから、これを承

認するかについては、事実関係を踏まえた慎重な検討が必要です。このような

観点から、利益相反取引については、区分所有者等へ事前説明をすることを義

務付けています（マンション管理適正化法第 77条の２）。 

 また、管理者による自己取引はもちろん、グループ会社との取引についても

利益相反取引等に該当するおそれがありますが、マンション管理適正化法施行

規則第 89 条の２において、どの範囲の会社との契約が利益相反取引等として

扱われるかについて規定されています。 

 したがって、どのような法人との取引が法令上利益相反取引等として扱われ

るのか把握をしたうえで、管理者委託契約において定め、管理規約において、

当該法人との契約については利益相反取引等とみなす旨の規定を設けること

が望ましいと考えられます。 

 

 前述のとおり、管理者として利益相反取引等について総会での承認を得よう

・ （略） 

 利益相反取引については、その内容によっては管理組合にとっても利益とな

る場合もあり適切な承認手続が取られていれば許容される一方、その内容によ

っては、管理組合の損害につながるリスクを内包していることから、これを承

認するかについては、事実関係を踏まえた慎重な検討が必要です。このような

観点から、利益相反取引については、規約において、総会において重要な事実

を説明したうえ決議を得るべき旨を定めることが望ましいと考えられます。 

 また、管理者による自己取引はもちろん、グループ会社との取引についても

利益相反取引に該当するおそれがありますが、グループ会社のうちどの範囲の

会社との契約が利益相反取引として扱われるかについては必ずしも明確とな

らないおそれがあります。 

 したがって、どのような法人との取引が規約上利益相反取引として扱われる

のか管理者業務委託契約において定めたうえで、規約において、当該法人との

契約については利益相反取引とみなす旨の規定を設けることが望ましいと考

えられます（なお、これは例示ですので、ここで規定されなかった法人との契

約についても、利益相反に該当する場合はあり得ます。）。 

 前述のとおり、管理者として利益相反取引等について総会での承認を得よう
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とする際は、重要な事実について説明が必要であり、この重要な事実としては、

取引の相手方、取引の内容・金額、取引を行おうとする理由、相見積もりの内

容（相見積もりをさせなかった場合はその理由）があります（マンション管理

適正化法施行規則第 89条の 4）。 

※ 法令の条文は、資料編参照 

 

とする際は、重要な事実の開示が必要です。この重要な事実としては、取引の

相手方、目的物、数量、価格、取引期間、取引による利益など、取引内容の中

で、承認すべきか否かの判断に資する部分について、開示することが望ましい

と考えられます。 

 

（削る） ＜自己取引･利益相反取引を承認する場合の確認事項・手続等＞ 

■確認事項 

・「開示すべき重要な事実」の例 

取引の相手方、目的物、数量、価格、取引期間、自社又はグループ会社を選

択する理由、取引により得る利益など、取引内容の中で、承認すべきか否か

の判断に資する部分 

 

■手続等 

・一定額以上の取引について、利益相反取引等に該当するおそれがある場合

は、役員等は、所定の様式で自己申告しなければならないこととする 等 

  

＜利益相反取引等の制限＞ 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【標準管理規約（書き換え表）】 

＜利益相反取引等の制限＞ 

【注意事項】 

・ 自己取引のほか、管理者と一定の資本関係を有するグループ会社との契約

等利益相反に該当し得る取引について、管理者が重要な事実を開示したう

え、総会での承認が行われることとなっているかどうか。 

 

※ 例えば、管理者の親会社、子会社、管理者を関連会社とする会社との取

引については、利益相反取引に該当する可能性がある。 

 もっとも、管理者とどのような法人との取引が利益相反取引に該当する

かについては必ずしも明確ではないところ、その範囲について管理組合、

管理者間でできるかぎり明確にしておくことが望ましいことから、管理者

業務委託契約書において利益相反取引の範囲を定めたときは、利益相反取

引に該当するものとみなすことを規定することが考えられる。具体的に

は、管理者業務委託契約書の別紙において、利益相反取引に係るプロセス

の対象とする法人の範囲について記載しておくことが考えられる。 

 なお、かかる別紙に記載のない法人との取引であっても、管理組合と管

理者の利益が相反する取引であれば、利益相反取引における手続の対象と

なる。 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 
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（利益相反取引の防止） 

第 37 条の２ 管理者は、次に掲げる場合には、総会において、当該取引につ

き重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 

一 管理者が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 

二 管理組合が管理者以外の者との間において管理組合と当該管理者との

利益が相反する取引をしようとするとき。 

２ （略） 

※ 利益相反取引等を行おうとする場合に総会において説明すべき重要な

事実としては、取引の相手方、取引の内容・金額、取引を行おうとする理

由、相見積もりの内容（相見積もりをさせなかった場合はその理由）があ

ります（マンション管理適正化法施行規則第 89条の 4）。 

 

  

（利益相反取引の防止） 

第○条 役員は、次に掲げる場合には、総会において、当該取引につき重要な

事実を開示し、その承認を受けなければならない。 

一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 

二 管理組合が管理者以外の者との間において管理組合と当該役員との利

益が相反する取引をしようとするとき。 

２ （略） 

※ 利益相反取引等を行おうとする場合に総会において説明すべき重要な

事実としては、取引の相手方、目的物、数量、価格、取引期間、利益相反

取引等を行う理由、取引による利益など、取引内容の中で、承認すべきか

否かの判断に資する部分が考えられる。 

 

  

３）管理者事務に係る一定の裁量の確保・緊急時等における取引の機動性の確保 ３）管理者業務に係る一定の裁量の確保・緊急時等における取引の機動性の確保 

・ （略） 

 ただし、このような総会決議を行い、又は管理規約を導入した場合において

も、当該決議や管理規約変更により、利益相反取引等を行うことについての承

認まであったとはいえないため、当該取引が法令上の利益相反（マンション管

理適正化法施行規則第 89 条の２）に該当する場合は、事前説明会の開催と重

要な事実の説明及び総会決議が必要となり、管理規約上の利益相反（標準管理

規約（書き換え表）第 37 条の２）に該当する場合には、総会決議が必要とな

ります（マンション管理適正化法第 77 条の２、標準管理規約（書き換え表）

第 37条の２）（図 10 の（４）部分）。 

 

・ （略） 

 ただし、このような総会決議を行い、又は規約を導入した場合においても、

当該決議や規約変更により、利益取引等を行うことについての承認まであった

とはいえないため、当該取引が利益相反取引に該当する場合には、総会決議が

必要となります（図 10の（４））。 

・ （略） 

 この点を踏まえ、マンション管理適正化法施行規則第 89 条の５において、

災害その他やむを得ない事由によってマンションの共用部分に損傷が生ずる

ことにより、当該マンションに居住している者の日常生活に支障が生ずるおそ

れがあると認められる場合であって、その旨の決議が集会でなされている場合

には、重要事項説明会の開催をせずに利益相反取引等（管理者やグループ会社

への発注）を行うことを可能としています。 

 したがって、緊急時に手続等を簡略化する必要がある場合には、平時から緊

急時における一定の取引については説明会を省略し得る旨の総会決議を行っ

ておくことが必要であると考えられます。 

※ 法令の条文は、資料編参照 

 もっとも、例えば、管理者及びグループ会社以外の者への発注が容易であり、

かつ、その方が管理組合にとっての利益となるような場合には、利益相反取引

・ （略） 

 この点を踏まえ、前述のとおり、緊急時の保存行為については集会の決議な

く管理者が保存行為を行うことができる旨規約で定めるとともに、やむを得な

い場合（管理者やグループ会社への発注を行うことにより、緊急時であること

を踏まえた適切な保存行為が可能となる場合が考えられる。）にはかかる保存

行為として、利益相反取引等（管理者やグループ会社への発注）を行うことを

可能とすることも考えられます。 

 

 

 

 

 なお、例えば、管理者及びグループ会社以外の者への発注が容易であり、か

つ、その方が管理組合にとっての利益となるような場合には、利益相反取引等
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等を行うことは「やむを得ない」とは認められないと考えられます。他方、緊

急に工事を発注する必要性があり、このような会社への発注によって対応が可

能となる場合は、「やむを得ない」場合にあたり得るものと考えられます。 

 仮に緊急時に説明会を省略し得る旨の総会決議がなされていない場合は、新

たに自己又は「密接な関係を有する者」と取引を行うことはできませんが、標

準管理委託契約書９条(緊急時の業務)のように、あらかじめ、管理組合から管

理業者に緊急時の業務について実施することができる権限が与えられている

場合には、管理会社自らが、 既存の管理受託契約における義務や役務の範囲

に従い、自己の責任で下請け業者を活用して必要最小限の応急・仮復旧を行う

こと、また民法上の保存行為及び標準管理規約（書き換え表）第 21 条第７項

に基づき、総会を経ずに安全確保や損害の拡大防止の一次的対応を行うことが

可能です。 

 緊急時であることを前提に総会決議を経ないで支出が行われた場合は、区分

所有者や監事への通知等を事後に行う旨、管理規約において定めておくことが

望ましいと考えられます。 

 また、後述のとおり、決算における開示も行うことが望ましいと考えられま

す。 

 

を行うことは「やむを得ない」とは認められないと考えられます。他方、緊急

に工事を発注する必要性があり、このような会社への発注によって対応が可能

となる場合は、「やむを得ない」場合にあたり得るものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緊急時であることを前提に総会決議を経ないで支出が行われた場合は、区分

所有者や監事への通知を事後に行う旨、規約において定めておくことが望まし

いと考えられます。 

 また、後述のとおり、決算における開示も行うことが望ましいと考えられま

す。 

 

＜一定の管理者事務について取引の機動性を確保するための措置＞ 

① 仮に一定の金額以下の取引は管理者が行うことができるとの規約がある

場合について 

【注意事項】 

・ 一定金額以下の取引は管理者が行うことができるとする管理規約がある

場合においては、当該金額が、マンションの戸数、管理費等に照らして適切

なものであるかどうか。 

 

【標準管理規約（書き換え表）】 

（一定の金額以下の契約） 

第 38条の２ （略） 

２ 管理者は、取引金額が前項の金額を超える契約を行おうとする場合、総会

の承認を得なければならない。 

３ 前２項にかかわらず、前条第１項第十三号の応急的な修繕工事の実施等の

場合及び前条第２項の借入れの場合は、管理者の判断で実施できるものとす

る。 

 

② 緊急時における対応 

【注意事項】 

＜一定の管理者業務について取引の機動性を確保するための措置＞ 

① 仮に一定の金額以下の取引は管理者が行うことができるとの規約がある

場合について 

【注意事項】 

・ 一定以下の取引は管理者が行うことができるとする規約がある場合にお

いては、当該金額が、マンションの戸数、管理費等に照らして適切なもので

あるかどうか。 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（一定の金額以下の契約） 

第○条 （略） 

２ 管理者は、取引金額が前項の金額を超える契約を行おうとする場合、臨時

総会の承認を得なければならない。 

（新設） 

 

 

 

② 緊急時における対応 

【注意事項】 
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・ （略） 

・ 上記に基づき利益相反取引等を行った場合においては、監事や区分所有者

への通知等、総会における情報開示が行われることとなっているかどうか。 

 

【標準管理規約（書き換え表）】 

（敷地及び共用部分等の管理） 

第 21条 （略） 

２～５ （略） 

６ 管理者は、災害等の緊急時においては、総会の決議によらずに、敷地及び

共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。 

７ 前項の場合において、やむを得ないときは、総会の決議によらずに、第 37

条の２第１項第一号及び第二号並びに同条第２項に掲げる取引を行うこと

ができる。 

８ 管理者は、前２項に基づく支出を行ったときは、遅滞なく、当該支出の額

及び当該支出により実施した保存行為の内容について、書面又は電磁的方法

をもって監事に通知しなければならない。 

 

※ 第７項においては、緊急時に行う保存行為について、やむを得ないとき

は、総会の決議によらずに利益相反取引等を行うことができることを記載

している。これは、緊急時において、管理者又はそのグループ会社に修繕

等を発注することが必要となる場合も考えられることから、緊急時におい

ては事前説明会を開催しなくてもよい旨、あらかじめ総会等で決議をして

おくことで、やむを得ない場合には、総会での決議によらずに利益相反取

引等を行うことができる旨を定めたものである。 

※ 第８項については、電磁的方法が利用可能な場合を想定しており、電磁

的方法が利用可能ではない場合は、同項中「書面又は電磁的方法」とある

のは、「書面」と書き換える必要がある。 

  

・ （略） 

・ 上記に基づき利益相反取引等を行った場合においては、監事や区分所有者

への通知、総会における情報開示が行われることとなっているかどうか。 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（敷地及び共用部分等の管理） 

第○条 管理者は、災害等の緊急時においては、総会の決議によらずに、敷地

及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。 

 

 

２ 前項の場合において、やむを得ないときは、総会の決議によらずに、第○

条第１号及び第２号に掲げる取引【自己取引及び利益相反取引】を行うこと

ができる。 

３ 管理者は、前２項に基づく支出を行ったときは、遅滞なく、区分所有者及

び監事に対し支出内容について通知するものとする。 

 

 

※ 第２項においては、第１項に基づき緊急時に行う保存行為について、や

むを得ないときは、総会の決議によらずに利益相反取引等を行うことがで

きることを記載している。これは、緊急時において、管理者又はそのグル

ープ会社に修繕等を発注することが必要となる場合も考えられることか

ら、やむを得ない場合には、総会での決議によらずに利益相反取引等を行

うことができる旨を定めたものである。 

 

（新設） 

 

 

  

４）決算における利益相反取引等についての適切な開示 ４）決算における利益相反取引等についての適切な開示 

・ 決算の段階においては、区分所有者が当該年度の支出が適切であったかどう

か確認・検討することを容易にする観点から、当該会計年度における契約の内

容、相手方、契約金額等を開示することが望ましいと考えられます。特に利益

相反取引等が行われた場合においては、その妥当性について事後的に審査する

観点から、当該利益相反の承認を行うかの判断の際における重要な事実につい

て開示することが望ましいと考えられます。 

 （略） 

 

・ 決算の段階においては、区分所有者が当該年度の支出が適切であったかどう

か確認・検討することを容易にする観点から、当該会計年度における契約の内

容、相手方、契約金額等を開示することが望ましいと考えられます。特に利益

相反取引が行われた場合においては、その妥当性について事後的に審査する観

点から、当該利益相反の承認を行うかの判断の際における重要な事実について

開示することが望ましいと考えられます。 

 （略） 
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５）大規模修繕工事の発注における発注先選定等の透明性確保 ５）大規模修繕工事の発注における発注先選定等の透明性確保 

・ （略） 

・ こうした点を踏まえると、大規模修繕工事についての検討に原則として管理

者は関与せず、修繕委員会を主体として検討するのが望ましいと考えられま

す。修繕委員会は、複数の区分所有者及び監事から構成することが望ましいと

考えられます。修繕委員会において、監事は、大規模修繕工事の発注プロセス

を適切に確認し、法令、管理規約違反がないかを検討するという、手続の適正

さを担保する役割を担うことが期待されます。修繕委員会の管理組合における

位置づけについては、管理規約等において定めておくことも考えられます。 

・ （略） 

・ （略） 

・ こうした点を踏まえると、大規模修繕工事についての検討に原則として管理

者は関与せず、修繕委員会を主体として検討するのが望ましいと考えられま

す。修繕委員会は、複数の区分所有者及び監事から構成することが望ましいと

考えられます。修繕委員会において、監事は、大規模修繕工事の発注プロセス

を適切に確認し、法令、管理規約違反がないかを検討するという、手続の適正

さを担保する役割を担うことが期待されます。修繕委員会の管理組合における

位置づけについては、規約等において定めておくことも考えられます。 

・ （略） 

 

６）管理組合からの報酬以外のリベート等の授受禁止 ６）管理組合からの報酬以外のリベート等の収受禁止 

・ 以上に加えて、不正の防止のためには、管理者が、管理組合からの支払われ

る正当な報酬以外に、いわゆるリベート・マージン等、管理組合の取引先業者

等からの不透明な利益の授受等を行わない旨を、標準管理者事務委託契約書第

26 条に示しているように約束させておくことが重要であると考えられます。 

 なお、管理者の役務提供に対する正当な対価（例：損害保険契約における代

理店手数料等）については、リベート・マージン等に含まれません。 

 

・ 以上に加えて、不正の防止のためには、管理者が、管理組合からの支払われ

る正当な報酬以外に、いわゆるリベート・マージン等、管理組合の取引先業者

等からの不透明な利益の収受等を行わない旨を、管理者委業務託契約書におい

て約束させておくことも有効であると考えられます。 

 具体的には、管理者として管理組合から受託した業務に関して、管理組合の

承認を得ずに、管理組合に紹介した業者等から紹介料・手数料・仲介料等の対

価を受領又は支払いをしないこと、適正な業務の遂行に影響を与えるような便

宜・利益の供与又は供応を利害関係者等から受けないこと、さらにこれらに違

反した場合に損害賠償や違約金を請求すること、契約の解除事由となること等

を、業務委託契約書に明記することなどが望ましいと考えられます。 

 

③管理者に対する監視・チェック体制 ③管理者に対する監視・チェック体制 

１）監事の選任及び担い手（外部専門家と区分所有者） １）監事の選任及び担い手（外部専門家と区分所有者） 

・ （略） 

・ （略） 

 このため、監事の選任議案を提出する者（管理者、区分所有者のいずれも考

えられる。）は、監事としての独立性を保つことができるかの判断に影響を及

ぼす重要な事項については、監事選任議案における参考情報として提供するべ

きと考えられます。 

・ （略） 

 加えて、区分所有者からも監事を選任することが望ましいと考えられます。

マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合

であることを踏まえると、管理者の業務執行に対する監査においても区分所有

者の視点を反映することが望ましいと考えられますし、監事が新管理者の選

任、新管理規約案の調整を行う場面においては、区分所有者としての視点が特

・ （略） 

・ （略） 

 このため、監事の選任議案を提出する者（管理者、区分所有者のいずれも考

えられる。）は、監事としての独立性を保つことができるかの判断における重

要な事項については、監事選任議案における参考情報として提供するべきと考

えられます。 

・ （略） 

 加えて、区分所有者からも監事を選任することが望ましいと考えられます。

マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合

であることを踏まえると、管理者の業務執行に対する監査においても区分所有

者の視点を反映することが望ましいと考えられますし、監事が新管理者の選

任、新規約案の調整を行う場面においては、区分所有者としての視点が特に重
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に重要と考えられます。この場合においても、前述のとおり、区分所有者であ

る監事候補者が現実に独立した立場から管理者に対して適切に監督する機能

を果たせるかについて、十分に検討することが必要です。 

・ （略） 

 

要と考えられます。この場合においても、前述のとおり、区分所有者である監

事候補者が現実に独立した立場から管理者に対して適切に監督する機能を果

たせるかについて、十分に検討することが必要です。 

・ （略） 

 

＜監事の選任及び担い手＞ 

【注意事項】 

（略） 

 

【標準管理規約（書き換え表）】 

（監事） 

第 39条 管理組合に監事を置く。 

２ 監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。 

３ 監事は、組合員及び組合員以外の者で第 41 条に定める業務を適切に実施

できると期待される者から１名ずつ選任する。 

  

＜監事の選任及び担い手＞ 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（監事の選任） 

第〇条 監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。 

 

２ 監事は、組合員及び組合員以外の者で第〇条に定める業務を適切に実施で

きると期待される者から１名ずつ選任する。 

  

３）管理者から監事及び区分所有者に対する定期報告 ３）管理者から監事及び区分所有者に対する定期報告 

・ （略） 

 報告の内容としては、通常総会で決定した事業計画や総会の議決事項、管理

者事務担当者と管理事務担当者との打合せ等の実施状況、組合員等からの提案

や苦情の有無・内容、報告対象期間内における収支状況等が考えられます。 

 （略） 

 上記について簡略化しまとめてものを標準管理者事務委託契約書第 11 条

（管理者事務の報告等）として示しております。 

 

・ （略） 

 報告の内容としては、通常総会で決定した事業計画や総会決議事項、管理者

業務担当者と管理事務担当者との打合せ等の実施状況、組合員等からの提案や

苦情の有無・内容、報告対象期間内における収支状況等が考えられます。 

 （略） 

図 12＜監事に期待される主な役割＞ 

監事が行う業務の種類 具体的な業務 

監査 

 業務執行の状況についての監査※ 

・ （略） 

※ 各確認にあたっては、法令、管理規

約、使用細則等に定める観点から確認

を行い、必要に応じ、管理者に対し助

言を行う 

（略） 

適正な財産管理・管理運営

確保のための措置 

（略） 

（略） 

図 12＜監事に期待される主な役割＞ 

監事が行う業務の種類 具体的な業務 

監査 

 業務執行の状況についての監査※ 

・ （略） 

※ 各確認にあたっては、法令、規約、

使用細則等に定める観点から確認を行

い、必要に応じ、管理者に対し助言を

行う 

（略） 

適正な財産管理・管理運営

確保のための措置 

（略） 

（略） 
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 大規模修繕工事に係る修繕委員会への助言

等 

・ 発注及び契約等に関して法令、管理規

約、使用細則等に照らし利益相反等の

おそれや手続上の瑕疵がないか等に

ついて、確認を行い、必要に応じ、修

繕委員会等に対し助言を行う 

  

 大規模修繕工事に係る修繕委員会への助言

等 

・ 発注及び契約等に関して法令、規約、

使用細則等に照らし利益相反等のお

それや手続上の瑕疵がないか等につ

いて、確認を行い、必要に応じ、修繕

委員会等に対し助言を行う 

  

＜監事の権限・職務＞ 

① 業務執行の状況についての監査 

【注意事項】 

・ 監事は、管理者が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある

と認めるとき、又は法令、管理規約、使用細則等、総会の決議に違反する事

実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、区分所有者

に対する報告を行うこととされているか。 

・ （略） 

※ 監事としては、管理者が総会に提出することを予定している予算案、決

算案、議案その他の書類を事前に把握し、法令、管理規約、使用細則等に

照らし、本来提出すべき議案の不足がないか、管理者が総会で承認を得る

ことを予定している契約に係る議案について、契約内容、相手方、契約金

額、相手方の選定理由その他重要な事実が開示されているか等を確認し、

管理者に意見することが想定される。 

・ （略） 

 

【標準管理規約（書き換え表）】 

（監事の業務） 

第 41条 （略） 

２ （略） 

３ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認め

るとき、管理者が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると

認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議に違反する事実若し

くは著しく不当な事実があると認めるときは、臨時総会を招集することがで

きる。 

４ 監事は、総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければ

ならない。 

（削る） 

 

＜監事の権限・職務＞ 

① 業務執行の状況についての監査 

【注意事項】 

・ 監事は、管理者が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある

と認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議に違反する事実若

しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、区分所有者に対

する報告を行うこととされているか。 

・ （略） 

※ 監事としては、管理者が総会に提出することを予定している予算案、決

算案、議案その他の書類を事前に把握し、法令、規約、使用細則等に照ら

し、本来提出すべき議案の不足がないか、管理者が総会で承認を得ること

を予定している契約に係る議案について、契約内容、相手方、契約金額、

相手方の選定理由その他重要な事実が開示されているか等を確認し、管理

者に意見することが想定される。 

・ （略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（監事の監査・調査） 

第○条 （略） 

２ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

３ 監事は、総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければ

ならない。 

４ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認め

るときは、臨時総会を招集することができる。 
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５ 監事が招集する総会においては、監事は、必要な議案を提出することがで

きる。 

 

 

 

（削る） 

 

 

６ 監事は、管理者が総会に提出しようとする予算案、収支決算案、議案その

他の書類について、次に掲げる事項について調査し、その結果について管理

者に意見しなければならない。 

一 法令、規約、使用細則等に照らし、提出する議案の不足があるかどうか 

二 第 58 条第５項及び第 59 条第２項に基づく情報開示が行われているか

どうか 

７ 前項の場合において、監事の意見を踏まえて管理者が総会に提出する議案

について法令、規約、使用細則等若しくは総会の決議に違反し、又は著しく

不当な事項があると認めるときは、監事はその旨を総会に報告しなければな

らない。 

 

② 総会運営の適正性確保のための措置 

【注意事項】 

（略） 

 

【標準管理規約（書き換え表）】 

（総会運営の適正性確保のための措置） 

第 42 条の２ 第 41 条第３項に定める総会については、議長は監事又は監事

が指名する組合員が務める。 

２ （略） 

 

③ 管理者退任における組合運営確保のための措置 

【注意事項】 

（略） 

 

【標準管理規約（書き換え表）】 

（管理者退任における組合運営確保のための措置） 

第 36 条の２ 管理者から辞任の申し出があったとき、管理者の任期が満了し

たときにおいて後任の管理者が決定していないとき又は管理者が解任され

５ 監事は、管理者が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある

と認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議に違反する事実若

しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を区分所

有者に報告しなければならない。この場合において、必要があると認めると

きは、管理者に対し、臨時総会の招集を請求することができる。 

６ 前項の規定による請求があった日から○日以内に、その請求があった日か

ら○月以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知が発せられない場

合は、その請求をした監事は、臨時総会を招集することができる。 

７ 監事は、管理者が総会に提出しようとする予算案、収支決算案、議案その

他の書類について、次に掲げる事項について調査し、その結果について管理

者に意見しなければならない。 

一 法令、規約、使用細則等に照らし、提出する議案の不足があるかどうか。 

二 第〇条第〇項【契約についての情報開示】、第〇条第〇項【収支決算案

における情報開示】に基づく情報開示が行われているかどうか 

８ 前項の場合において、監事の意見を踏まえて管理者が総会に提出する議案

について、法令、規約、使用細則等若しくは総会の決議に違反し、又は著し

く不当な事項があると認めるときは、監事はその旨を総会に報告しなければ

ならない。 

 

② 総会運営の適正性確保のための措置 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（総会運営の適正性確保のための措置） 

第〇条 前条第４項及び第５項に定める総会については、議長は監事又は監事

が指名する区分所有者が務める。 

２ （略） 

 

③ 管理者退任における組合運営確保のための措置 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（管理者退任における組合運営確保のための措置） 

第〇条 管理者から辞任の申し出があったとき、管理者の任期が満了したとき

において後任の管理者が決定していないとき又は管理者が解任されたとき
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たとき（以下「管理者退任決定日」という。）は、監事は、後任の管理者の

選任及び規約変更その他必要なものを議案とする臨時総会を招集しなけれ

ばならない。 

２ 前項の臨時総会については、管理者退任決定日から〇か月以内に招集通知

を発しなければならない。 

３ 管理者が解任された場合において後任の管理者が選任されないときは、後

任の管理者が選任されるまでの間、監事は、第 38 条に定める管理者として

の業務を行う。 

 

 

④ 監事の議案提出権 

【注意事項】 

（略） 

 

【標準管理規約（書き換え表）】 

（監事の業務） 

第 41条 （略） 

２～４ （略） 

５ 監事が招集する総会においては、監事は、必要な議案を提出することがで

きる。 

６・７ （略） 

  

（以下「管理者退任決定日」という。）は、監事は、後任の管理者の選任及

び規約変更その他必要なものを議案とする臨時総会を招集しなければなら

ない。 

２ 前項の臨時総会については、管理者退任決定日から〇か月以内（例えば、

1月以内に招集通知を発することが考えられるが、協議によりそれより長い

期間とすることも考えられる。）に招集通知を発しなければならない。 

３ 管理者が解任された場合において後任の管理者が選任されないときは、後

任の管理者が選任されるまでの間、監事は、第〇条に定める管理者としての

業務を行う。 

 

④ 監事の議案提出権 

【注意事項】 

（略） 

 

【注意事項を踏まえた管理規約例】 

（監事の議案提出権） 

第○条 監事が招集する総会においては、監事は、必要な議案を提出すること

ができる。 

 

 

 

  

④管理者の解任を柔軟化しておくための措置 ④管理者の解任を可能としておくための措置 

１）管理規約における管理者名等の固有名詞の排除 １）管理規約における管理者名等の固有名詞の排除 

・ 管理規約に管理者に就任する者の固有名詞を記載すると、管理者をその地位

から離れさせるために、当該管理規約の見直しが必要となり、解任が極めて困

難となることから、管理規約に固有名詞は記載しないことが望ましいと考えら

れます。 

 

・ 管理規約に管理者に就任する者の固有名詞を記載すると、管理者をその地位

から離れさせるために、当該管理規約の見直し（組合員・議決権総数の４分の

３以上の同意が必要）が必要となり、解任が極めて困難となることから、管理

規約に固有名詞は記載しないことが望ましいと考えられます。 

 

２）解任に向けた総会の招集要件の緩和 ２）解任に向けた総会の招集要件の緩和 

・ 組合側から管理者の解任を求める場合には、組合員（議決権を有しないもの

を除く。）の５分の１以上の者であって議決権の５分の１以上を有するものの

同意（総会招集が容易にできるように、管理規約で要件を緩和しておくことも

考えられる。）に基づき総会を招集し（区分所有法第 34条、標準管理規約第 44

条）又は監事の臨時総会招集権（標準管理規約第 41 条）に基づき総会を招集

し、普通決議により管理者を解任、新管理者を選任することが想定されます。 

・ そのため、賃貸化率が高い等により非居住の区分所有者が多いなどの事情が

・ 組合側から管理者の解任を求める場合には、組合員・議決権総数の５分の１

以上の同意に基づき総会を招集し（区分所有法第 34 条、標準管理規約第 44条）

又は監事の臨時総会招集権（標準管理規約第 41 条）に基づき総会を招集し、

普通決議により管理者を解任、新管理者を選任することが想定されます。 

 

 

・ そのため、賃貸化率が高い等により非居住の区分所有者が多いなどの事情が
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あるマンションにおいては、総会を招集しやすくするために、必要に応じて、

組合員の総会招集のための要件を、管理規約において組合員総数及び議決権総

数の各 10 分の１以上の同意などにあらかじめ緩和しておくことも考えられま

す。その場合、管理規約改正の決議（区分所有者（議決権を有しないものを除

く。）の過半数（これを上回る割合を管理規約で定めた場合にあっては、その

割合以上）の者であって議決権の過半数（これを上回る割合を管理規約で定め

た場合にあっては、その割合以上）を有するものが出席し、出席した区分所有

者及びその議決権の各４分の３以上の多数による決議（区分所有法第 31 条第

1項））も必要です。 

 

あるマンションにおいては、総会を招集しやすくするために、必要に応じて、

組合員の総会招集のための要件を、組合員・議決権総数の 10 分の１以上の同

意などにあらかじめ緩和しておくことも考えられます。その場合、管理規約改

正の決議（区分所有者及び議決権の４分の３以上の特別多数決議）も必要です。 

 

３）区分所有者名簿等へのアクセスの確保 ３）区分所有者名簿等へのアクセスの確保 

・ 区分所有法上、管理規約や議事録の保管責任者は管理者となっており、組合

員等の利害関係者に閲覧させる義務も規定されています（区分所有法第 33条、

第 42条）。実際の管理規約でも帳票類等の各種書類の保管業務は、管理者の業

務とされていることが多いと考えられます（標準管理規約（書き換え表）第 64

条）。 

・ ２）に記載された総会を招集するため、区分所有者名簿が必要となる場合は、

標準管理規約第 31条の２に基づく閲覧権の行使をすることができます。 

・ （略） 

・ 区分所有法上、規約や議事録の保管責任者は管理者となっており、組合員等

の利害関係者に閲覧させる義務も規定されています（区分所有法第 33 条、第

42 条）。実際の管理規約でも帳票類等の各種書類の保管業務は、管理者の業務

とされていることが多いと考えられます（標準管理規約第 64 条）。 

 

・ ２）に記載された総会を招集するため、区分所有者名簿が必要となる場合は、

標準管理規約第 64条に基づく閲覧権の行使をすることができます。 

・ （略） 

 

（３）多額の金銭事故・事件の防止 （３）多額の金銭事故・事件の防止 

①口座の適切な管理 ①口座の適切な管理 

１）財産の分別管理の徹底 １）財産の分別管理の徹底 

・ 管理業者が管理者となる外部管理者方式の場合において、管理組合の財産

と、管理業者の固有財産、又は管理者に就任している他の管理組合の財産とは、

必ず、分別して管理する必要があります。 

・ （略） 

 

・ 管理業者が管理者となる外部管理者方式の場合においても、管理組合の財産

と、管理業者の固有財産、又は管理者に就任している他の管理組合の財産とは、

必ず、分別して管理する必要があります。 

・ （略） 

 

２）通帳・印鑑等の保管体制 ２）通帳・印鑑等の保管体制 

・ 一般的に、管理組合財産の預金口座（特に修繕積立金等の保管口座）の通帳

は管理業者が保管していることが多いと考えられます。通帳と印鑑等の同一主

体による保管を避けるため、管理業者が管理者となる外部管理者方式の場合、

マンション管理適正化法施行規則第 87 条第４項により、原則、管理組合財産

の預金口座の印鑑等の管理業者による保管は禁止されています。 

・ 例外的に、マンション管理適正化法施行規則第 87 条第４項但書及び同条同

項第２号により、以下の要件をすべて満たす場合は、例外的にマンション管理

業者が印鑑等を保管することは許容されています。 

・ 一般的に、管理組合財産の預金口座（特に修繕積立金等の保管口座）の通帳

は管理業者が保管していることが多いと考えられます。通帳と印鑑等の同一主

体による保管を避けるため、管理業者が管理者となる外部管理者方式の場合、

管理組合財産の預金口座の印鑑等は、監事が保管することが望ましいと考えら

れます。 

（新設） 
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（イ）当該マンション管理業者と密接な関係を有する者以外の者に対し、合理

的な方法・範囲で印鑑等の保管を承諾する者を募ったが、区分所有者等の負

担可能な条件で印鑑等の保管を承諾する者が現れなかった場合であること。 

（ロ）当該マンション管理業者が、当該印鑑等について不正な利用、滅失、盗

難、紛失その他の事故のおそれがないと認められる適切な保管体制を整備し

ていること。ここでいう適切な保管体制とは、以下の①～④の体制を確認す

ることが望ましい。①管理者事務を担当している部署とは別の部署が印鑑等

を保管していること。②保管に際しては、金庫等施錠ができるものを用いる

とともに、開錠・施錠権限は保 管部署の管理職に限定すること。③管理者

事務の担当者が印鑑等を使用する際は、管理者事務を担当している部署の管

理職から印鑑等を使用する者、使用理由、使用日時、押印文書等の確認を受

けるとともに、これらを記録すること。 ④開錠・施錠に際しては、印鑑等

を使用することについて管理者事務を担当している部署の管理職が確認し

たことを確認の上、開錠・施錠権限を有する印鑑等の保管部署の管理職を含

めた複数名が立ち会うとともに、印鑑等を使用する者、使用理由、使用日時、

押印文書、開錠・施錠日時等を記録すること。 

（ハ）当該マンション管理業者が、保管口座又は収納・保管口座に保管されて

いる金額以上の額につき有効な保証契約を締結していること。ここでいう

「保証契約」とは、マンション管理業者が第三者との間で締結する契約であ

って、当該マンション管理業者が管理組合に対して修繕積立金等金銭の返還

義務を負うこととなったときに当該第三者がその返還義務を保証すること

を内容とする契約であり、保証契約の対象となるのは「管理者受託契約」を

締結した管理組合の保管口座又は収納・保管口座に預貯金として管理されて

いる合計額以上としています。なお、必ずしも「保証契約」でなくとも、マ

ンション管理業者が通帳・印鑑等を同時保管することに起因するリスクに適

切に対応し、収納口座又は収納・保管口座の預貯金額（変動する場合は最大

額）以上の返還債務について確実な補償が履行される内容であれば、保険契

約等であっても問題ないものと考えられます。 

（ニ）管理組合の保管口座又は収納・保管口座の口座名義は、管理組合名を含

むものとするなど、当該管理組合に帰属するものであることが一見して明ら

かな者を名義人としていること。 

（ホ）マンション管理業者が（イ）から（ニ）までの要件を満たしていること

を区分所有者等に対して適切に書面をもって説明した上で、当該マンション

管理業者が当該管理組合の保管口座又は収納・保管口座に係る印鑑等を保管

する旨の総会決議がなされていること。 

・ なお、原則としてマンション管理業者が管理組合の保管口座又は収納・保管

口座に係る印鑑等を保管することは禁止である趣旨を踏まえ、将来のトラブル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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や事故を防止する観点から、印鑑等の保管のあり方については、総会等で議論

するなど定期的に確認・見直しを行うことが望ましいと考えられます。 

 

３）修繕積立金の積立方式の工夫 ３）修繕積立金の積立方式の工夫 

・ （略） 

・ 例えば、「マンションすまい・る債」※については、中途換金を行う場合にお

いて、管理者一人の意思表示だけでなく、管理組合としての中途換金の意思及

び中途換金を希望する額が確認できる書類（総会議事録等）の提出又は会計担

当役員等への意思確認が行われなければ現金化を認めないこととなっている

ことから、このような方法を活用することも考えられます。 

 

・ （略） 

・ 例えば、「マンションすまい・る債」※については、中途換金を行う場合にお

いて、管理者一人の意思表示だけでなく、管理組合としての中途換金の意思及

び中途換金を希望する額が確認できる書類（総会議事録等）の提供又は会計担

当役員等への意思確認が行われなければ現金化を認めないこととなっている

ことから、このような方法を活用することも考えられます。 

②適切な財産管理状況の把握 ②適切な財産管理状況の把握 

１）監事等による組合財産状況に関する監査及び総会等への報告 １）監事等による財産の状況に関する監査及び総会等への報告 

（略） （略） 

 

（４）事故・事件が発生した場合における対応及び組合財産の保護措置 （４）事故・事件が発生した場合における対応及び組合財産の保護措置 

①概要 （新設） 

・ 標準管理規約第 24 条の２において、令和７年の区分所有法改正により、共

用部分等について生じた火災保険や地震保険その他の損害保険の契約に基づ

く保険金並びに敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得

による返還金（以下、「保険金等」という。）の請求及び受領について、管理者

が、当該請求権を有する区分所有者だけでなく、当該請求権を有する旧区分所

有者をも代理等することができることが明確化されたことを踏まえ、当該請求

権の管理者による代理行使及び訴訟追行等についてのルールが定められまし

た。 

 

（新設） 

②外部管理者方式における訴訟追行等の問題 ①外部管理者方式における訴訟追行等の問題 

２）管理者との間で利益相反類似の状況が発生した場合について ２）管理者との間で利益相反類似の状況が発生した場合について 

・ 一般的に、共用部分の瑕疵により他人が被害を受け、その管理の不適切さも

原因となっている場合、被害者は区分所有者全員に対して土地工作物責任（民

法第 717 条）に基づく損害賠償請求を行うと考えられます。当該請求が認めら

れた場合で管理業者に責任の全部又は一部があると考えられる場合は、区分所

有者として管理者に求償する必要性が生じ、求償権の行使に関し利益相反類似

の状況が発生することになります。 

・ また、マンションの共用部分に瑕疵があり重大な損害が発生した場合におい

ては、一般的に、管理者が区分所有者を代理して、分譲業者に対し損害賠償請

求等を行うことが考えられるところ、管理者と分譲業者が同一グループの場合

・ 一般的に、共用部分の瑕疵により他人が被害を受け、その管理の不適切さも

原因となっている場合、被害者は区分所有者全員に対して土地工作物責任（民

法第 717 条）に基づく損害賠償請求を行うと考えられます。この場合、区分所

有者として管理者に求償する必要性が生じ、求償権の行使に関し利益相反類似

の状況が発生することになります。 

・ また、マンションの共用部分に瑕疵があり重大な損害が発生した場合におい

て、一般的には、管理者が区分所有者を代理して、分譲業者に対し損害賠償請

求等を行うことが考えられるところ、管理者と分譲業者が同一グループの場合

等には、利益相反類似の状況となります。 
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等には、利益相反類似の状況となります。 

・ まずは、管理者が共用部分における瑕疵を発見した場合、管理者としては、

区分所有者に対し適切な方法により周知を行うべきです。 

・ （略） 

 このような疑義が生じた場合、管理者の解任も１つの選択肢となります。ま

た、管理者が当該訴訟対応を行うことには懸念があるものの、その他の管理者

事務自体は引き続き務めてもらうのが望ましいときは、管理者とは別の者を訴

訟追行者として定めることも考えられます（※）。 

・ （略） 

 

※ （略） 

 

・ まずは、管理者が共用部分における瑕疵を発見した場合、区分所有者に対し

適切な方法により周知を行うべきです。 

・ （略） 

 このような疑義が生じた場合、管理者の解任も１つの選択肢となります。ま

た、管理者が当該訴訟対応を行うことには懸念があるものの、その他の管理者

業務自体は引き続き務めてもらうのが望ましいときは、管理者とは別の者を訴

訟追行者として定めることも考えられます（※）。 

・ （略） 

 

※ （略） 

 

③保険金等の請求及び受領について （新設） 

・ 標準管理規約（書き換え表）第 24 条の２第２項で保険金等の請求及び受領

については、総会の決議を経る必要があると規定されています。一方で、保険

金等を請求および受領する頻度はその種類によって様々で、標準管理規約（書

き換え表）第 24 条の２第３項で総会において別段の決議がされたときは、そ

の限りではないと規定されています。保険金等の種類に応じて一律総会の決議

を経るか、管理者が総会の決議を経ずに保険金等の一部を請求及び受領するこ

とが可能な別段の定めとするか、管理組合で協議の上、検討することが重要で

す。 

 

（新設） 

（５）事故・事件が起きてしまった場合の組合財産の保護措置 （５）事故・事件が起きてしまった場合の組合財産の保護措置 

②トラブル発生時における相談・裁判外紛争解決手続の活用 ②トラブル発生時における相談・裁判外紛争解決手続の活用 

２）裁判以外の解決手法 ２）裁判以外の解決手法 

・ トラブルの解決に向け、紛争内容や対立の程度に応じて裁判によらない紛争

解決手続を利用することも考えられます。 

・ （略） 

・ トラブルの解決に向け、紛争内容や対立の程度に応じて裁判によらない紛争

解決手続を行うことも考えられます。 

・ （略） 

 

３）管理者を被告とする場合の訴訟手続の例示 ３）管理者を被告とする場合の訴訟手続の例示 

・ 管理業者との間で、管理組合の財産毀損等を含むトラブルになった場合、最

終的な解決手段は、民事訴訟となります。区分所有法上は、基本的に、管理者

が管理組合側を代表して原告・被告となることを想定した規定を置いています

ので、管理組合側と管理者の間で紛争になった場合の訴訟手続に留意する必要

があります。例えば、管理業者を被告とする訴訟において、当該管理業者が管

理者として原告となるのは、管理組合の不利益を防止する観点からは避けるべ

きと考えられます。 

・ 管理業者との間で、管理組合の財産毀損等を含むトラブルになった場合、最

終的な解決手段は民事訴訟となります。区分所有法上は、基本的に、管理者が

管理組合側を代表して原告・被告となることを想定した規定を置いていますの

で、管理組合側と管理者の間で紛争になった場合の訴訟手続に留意する必要が

あります。例えば、管理業者を被告とする訴訟において、当該管理業者が管理

者として原告となるのは、管理組合の不利益を防止する観点からは避けるべき

と考えられます。 
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・ （略） 

 

・ （略） 

 

図 13＜解任請求や損害賠償請求の訴訟提起の方法と具体的な手続について＞ 

損害賠償請求の訴訟提

起の方法 
具体的な手続 

ア）区分所有者が裁判

所に管理者の解任請

求の訴訟を提起する

とともに、職務執行

停止及び仮管理者選

任の仮処分の申立て

をし、仮管理者が損

害賠償を請求（著し

い損害等を避ける必

要がある場合の対

応） 

・（略） 

・裁判所から選任された仮管理者は、「①区分所有法

第 26条第４項に基づき、総会決議で出席した区分

所有者（議決権を有しないものを除く。）及びその

議決権の各過半数の賛成を得る」、又は「②標準管

理規約第 67 条第３項に基づき理事会の決議を経

る」こと等により職務を執行停止された管理者（理

事長）に対して損害賠償請求の訴訟を提起できる。 

イ）区分所有者が裁判

所に管理者の解任請

求訴訟を提起し、そ

の請求が認容された

後に、仮管理者選任

の仮処分の申立てを

し、仮管理者が損害

賠償を請求 

・（略） 

・裁判所から選任された仮管理者は、「①区分所有法

第 26条第４項に基づき、総会決議で出席した区分

所有者（議決権を有しないものを除く。）及びその

議決権の各過半数の賛成を得る」、又は「②標準管

理規約第 67 条第３項に基づき理事会の決議を経

る」こと等により総会決議を経て解任された管理

者に対して損害賠償請求の訴訟を提起できる。 

ウ）区分所有者が 5 分

の 1 総会を招集し、

管理者を解任し、選

任された新管理者が

損害賠償を請求 

・区分所有者が区分所有法第34条第３項に基づく総

会（区分所有者（議決権を有しないものを除く。）

の５分の１以上の者であって議決権の５分の１以

上を有するものは総会の招集を請求できる。）を招

集し、普通決議により管理者を解任できる。 

・（略） 

・新管理者は、「①区分所有法第 26 条第４項に基づ

き、総会決議で出席した区分所有者（議決権を有

しないものを除く。）及びその議決権の各過半数の

賛成を得る」、又は「②標準管理規約第 67 条第３

項に基づき理事会の決議を経る」こと等により旧

管理者に対して損害賠償請求の訴訟を提起でき

図 13＜解任請求や損害賠償請求の訴訟提起の方法と具体的な手続について＞ 

損害賠償請求の訴訟提

起の方法 
具体的な手続 

ア）区分所有者が裁判

所に管理者の解任請

求の訴訟を提起する

とともに、職務執行

停止及び仮管理者選

任の仮処分の申立て

をし、仮管理者が損

害賠償を請求（著し

い損害等を避ける必

要がある場合の対

応） 

・（略） 

・裁判所から選任された仮管理者は、「①区分所有法

第 26条第４項に基づき、総会決議で区分所有者及

び議決権の各過半数の賛成を得る」、又は「②標準

管理規約第 67 条第３項に基づき理事会の決議を

経る」こと等により職務を執行停止された管理者

（理事長）に対して損害賠償請求の訴訟を提起で

きる。 

イ）区分所有者が裁判

所に管理者の解任請

求訴訟を提起し、そ

の請求が認容された

後に、仮管理者選任

の仮処分の申立てを

し、仮管理者が損害

賠償を請求 

・（略） 

・裁判所から選任された仮管理者は、「①区分所有法

第 26条第４項に基づき、総会決議で区分所有者及

び議決権の各過半数の賛成を得る」、または「②標

準管理規約第 67 条第３項に基づき理事会の決議

を経る」こと等により総会決議を経て解任された

管理者に対して損害賠償請求の訴訟を提起でき

る。 

ウ）区分所有者が 5 分

の 1 総会を招集し、

管理者を解任し、選

任された新管理者が

損害賠償を請求 

・区分所有者が区分所有法第34条第３項に基づく総

会（区分所有者の５分の１以上で議決権の５分の

１以上を有する者は総会の招集を請求できる。）を

招集し、普通決議により管理者を解任できる。 

 

・（略） 

・新管理者は、「①区分所有法第 26 条第４項に基づ

き、総会決議で区分所有者及び議決権の各過半数

の賛成を得る」、または「②標準管理規約第 67 条

第３項に基づき理事会の決議を経る」こと等によ

り旧管理者に対して損害賠償請求の訴訟を提起で

きる。 
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る。 

エ）区分所有者が 5 分

の 1 総会を招集し、

総会決議で訴訟追行

権を与えられた区分

所有者が管理者に対

して損害賠償を請求 

・区分所有法第 34条第３項に基づく総会（区分所有

者（議決権を有しないものを除く。）の５分の１以

上の者であって議決権の５分の１以上を有するも

のは総会の招集を請求できる。）において、区分所

有者の誰かに訴訟追行権を与える。 

・（略） 

  

 

エ）区分所有者が 5 分

の 1 総会を招集し、

総会決議で訴訟追行

権を与えられた区分

所有者が管理者に対

して損害賠償を請求 

・区分所有法第 34条第３項に基づく総会（区分所有

者の５分の１以上で議決権の５分の１以上を有す

る者は総会の招集を請求できる。）において、区分

所有者の誰かに訴訟追行権を与える。 

 

・（略） 

  

【資料編】標準管理者事務委託契約書（管理者と管理組合間の管理者事務委託契

約書の例（マンション管理業者の場合）） 

【資料編】管理者と管理組合間の管理者業務委託契約書の例（マンション管理業

者の場合） 

  

○○マンション管理者事務委託契約書 

 

○○マンション管理組合（以下「甲」という。）と○○マンション管理会社

（以下「乙」という。）とは、乙が甲の管理者に就任することについて、次の

とおり委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（総則） 

第１条 甲は、本マンションの管理規約（以下、「管理規約」という。）に基づ

き、本マンションにおける管理者事務（マンションの管理の適正化の推進に

関する法律（平成 12年法律第 149 号）第 72 条第１項に規定する管理者事務

をいう。以下同じ。）を、次条以下に定めるところにより、乙に委託し、乙

はこれを受託する。 

 

（契約の当事者の関係等） 

第２条 甲と乙との関係並びに乙の権限及び義務は、本契約に定めるもののほ

か、甲の管理規約及び使用細則その他細則、総会の決議並びに建物の区分所

有等に関する法律（昭和 37 年法律第 69号）及び民法（明治 29年法律第 89

号）の規定に従う。 

２ 本契約における用語の意義は、本契約に特別の定めがあるもののほか、甲

の管理規約及び使用細則その他細則並びに建物の区分所有等に関する法律、

民法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律の定めるところに

よる。 

 

（業務内容） 

第３条 乙は、甲の管理者として、次の各号に掲げる管理者事務を遂行するも

  

○○マンション管理者業務委託契約書 

 

○○マンション管理組合（以下「甲」という。）と○○（以下「乙」という。）

とは、乙が甲の管理者に就任することについて、次のとおり委託契約（以下「本

契約」という。）を締結する。 

 

（契約の当事者の関係等） 

第１条 甲と乙との関係並びに乙の権限及び義務は、本契約に定めるもののほ

か、甲の規約及び使用細則その他細則、総会の決議並びに建物の区分所有等

に関する法律（昭和 37年法律第 89号）及び民法（明治 29 年法律第 89号）

の規定に従う。 

２ 本契約における用語の意義は、本契約に特別の定めがあるもののほか、甲

の規約及び使用細則その他細則並びに建物の区分所有等に関する法律及び

民法の定めるところによる。 

 

【規約で管理者の権限等について適切な定めがあることを前提に、業務を包括

規定する場合】 

（業務内容） 

第２条 乙は、甲の管理者として、次の各号に掲げる業務（以下「管理者業務」

という。）を遂行するものとする。 

一 甲の規約、使用細則その他細則又は総会の決議により、管理者の職務と

して定められた業務 

二 法令により管理者が行うこととされた業務 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号【※各号は、マンションの実情に応じ

て適切に変更】に掲げる業務については、管理者業務には含まれないものと
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のとする。 

一 甲の管理規約、使用細則その他細則又は総会の決議により、管理者の職

務として定められた業務 

二 法令により管理者が行うこととされた業務 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる業務については、管理者事務

には含まれないものとし、乙に行わせる場合は、別途総会にて審議し決定す

るものとする。 

一 建替え及びマンション敷地売却に向けた、事業手法の比較検討又は再建

建物の設計の概要、費用の概算額、区分所有権の帰属その他の計画案の作

成 

二 前号に掲げるもののほか、一般的に国家資格を有する者によって行われ

ている業務その他の特別の知識経験を要する業務 

 

（第三者への再委託） 

第４条 乙は、前条第１項又は第２項の事務の一部を、甲の承諾を得て、第三

者に再委託（再委託された者が更に委託を行う場合以降も含む。以下同じ。）

することができる。 

２ 乙が前項の規定に基づき第三者に事務を再委託した場合においては、乙

は、再委託した事務の適正な処理について、甲に対して責任を負う。 

 

（乙の業務体制） 

第５条 乙は、管理者事務を担当する職員（以下「管理者事務担当者」という。）

を置く。 

２ 甲が乙に対し別途甲の管理事務を委託する場合、乙は、管理者事務担当者

と、管理事務を担当する者（以下「管理事務担当者」という。）は、別の部

門に所属する者が務める体制を整備する。 

 

（印鑑等の保管） 

第６条 甲の保管口座又は収納・保管口座に係る印鑑、預貯金の引出用のカー

ドその他これらに類するもの（以下「印鑑等」という。）は、甲の監事又は

総会の決議により選任された者が保管するものとし、原則として、乙は甲の

保管口座又は収納・保管口座に係る印鑑等を預からないものとする。 

 ただし、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則（平成 13

年国土交通省令第 110 号）第 87 条第４項第２号に規定する要件を全て満た

した場合は、甲の保管口座又は収納・保管口座に係る印鑑等を乙は保管する

ことができるものとする。 

 

し、乙に行わせる場合は、別途協議するものとする。 

一 長期修繕計画案の作成又は改正案の作成 

二 建替え及びマンション敷地売却に向けた、事業手法の比較検討又は再建

建物の設計の概要、費用の概算額、区分所有権の帰属その他の計画案の作

成 

三 前各号に掲げるもののほか、一般的に国家資格を有する者によって行わ

れている業務その他の特別の知識経験を要する業務 

【業務を列挙する場合】 

（業務内容） 

第２条 乙は、甲の管理者として、次の各号に掲げる業務（以下「管理者業務」

という。）を遂行するものとする。 

一 損害保険契約の締結、保険金額の請求及び受領 

二 損害賠償金及び不当利得返還金の請求及び受領 

三 職員の採用・解雇 

四 預金口座開設契約、借入れ等に係る契約の締結 

五 駐車場、敷地及び共用部分等に係る使用契約の締結 

六 その他第三者との契約行為 

七 甲並びに甲の組合員及び居住者（以下「組合員等」という。）からの各

種届出等（組合員の資格の得喪に関する届出、専有部分の貸与の場合の誓

約書、専有部分の修繕等に係る申請書、占有者の総会における意見陳述権

行使の事前通知、議決権行使者の届出、代理権証明書等）の受理及び処理 

八 組合員等からの報告・連絡・相談への対応及びこれらに関する総会その

他会議の関連資料の作成 

九 組合員等が法令、管理規約又は使用細則等に違反した場合の勧告、指示、

警告 

十 総会の招集、議長への就任、その他会議への出席・報告・助言 

十一 総会の議事録及び書面決議の書面（電磁的方法が利用可能な場合は電

磁的記録を含む。）、その他帳票類等の保管、閲覧請求に対する対応並びに

総会の議事録及び規約原本等の保管場所の掲示 

十二 総会の決議に基づき物件の管理事務の一部を委託する専門業者その

他の第三者との折衝、当該第三者の業務の履行確認及び指示等 

十三 会計帳簿等の整備状況の確認、収支予算案・決算案の素案の確認 

十四 未納の管理費等の徴収に係る総会等への報告・助言及び督促 

２ 次の各号【※各号は、マンションの実情に応じて適切に変更】に掲げる業

務については、管理者業務には含まれないものとし、乙に行わせる場合は、

別途協議するものとする。 

一 長期修繕計画案の作成又は改正案の作成 
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（資格要件） 

第７条 乙は、管理者事務担当者に、マンション管理に係る専門知識を持つ者

を就任させる。 

 

（善管注意義務） 

第８条 乙は、善良な管理者の注意をもって管理者事務を行うものとする。 

 

（帳票類等の提供の協力） 

第９条 甲は、乙が管理者事務を行うに当たり必要となる本物件に関する帳票

類その他の書類（以下「帳票類等」という。）を無償で提供するものとする。 

２ 乙は、甲から提供された帳票類等を善良な管理者の注意をもって保管し、

かつ、管理者事務以外の用途に使用しないものとする。 

３ 乙は、甲から提供された帳票類等を管理者事務の遂行上必要な範囲内で複

製又は更新することができる。 

４ 乙は、甲の組合員から相当の理由を付した書面又は電磁的方法により組合

員名簿の閲覧を請求された場合は、これに応じなければならない。この場合

において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。 

 

（管理者事務に要する費用の負担及び支払方法） 

第 10条 甲は、管理者事務に係る報酬（以下「管理者事務報酬」という。）と

して、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。 

一 管理者事務報酬の額 

月額 ○○円 

消費税額及び地方消費税額（以下「消費税額等」という。）○○円 

合計月額 ○○円 

二 支払期日及び支払方法 

毎月○日までにその○月分を、乙が指定する口座に振り込む方法により

支払う。 

三 日割計算 

期間が一月に満たない場合は当該月の暦日数によって日割計算を行う。

（１円未満は四捨五入とする。） 

２ 甲は、管理者事務報酬のほか、乙が管理者事務を行うために必要となる交

通費、印刷費その他の費用を負担するものとする。この場合において、支払

期日及び支払い方法は前項第二号によるものとする。 

３ 前２項の支払いに要する費用は、甲の負担とする。 

 

（管理者事務の報告等） 

二 建替え及びマンション敷地売却に向けた、事業手法の比較検討又は再建

建物の設計の概要、費用の概算額、区分所有権の帰属その他の計画案の作

成 

三 前各号に掲げるもののほか、一般的に国家資格を有する者によって行わ

れている業務その他の特別の知識経験を要する業務 

 

（乙の業務体制） 

第３条 乙は、管理者業務を担当する専任の職員（以下「管理者業務担当者」

という。）を置く。 

２ 甲が乙に対し別途甲の管理事務を委託する場合、乙は、管理者業務担当者

と、管理事務を担当する者（以下「管理事務担当者」という。）は、別の者

が務める体制を整備する。 

 

（資格要件） 

第４条 乙は、管理者業務担当者に、マンション管理士等の資格保有者等、マ

ンション管理に係る専門知識を持つ者を就任させる。 

 

（善管注意義務） 

第５条 乙は、善良な管理者の注意をもって管理者業務を行うものとする。 

 

（帳票類等の提供の協力） 

第６条 甲は、乙が管理者業務を行うに当たり必要となる本物件に関する帳票

類その他の書類（以下「帳票類等」という。）を無償で提供するものとする。 

２ 乙は、甲から提供された帳票類等を、善良な管理者の注意をもって保管し、

かつ、管理者業務以外の用途に使用しないものとする。 

３ 乙は、甲から提供された帳票類等を管理者業務の遂行上必要な範囲内で複

製又は更新することができる。 

４ 乙は、甲の組合員から組合員名簿の閲覧を請求された場合は、無償で、こ

れに応じなければならない。 

 

（管理員室等の使用） 

第７条 甲は、乙に管理者業務を行わせるために必要な器具、備品、集会室、

管理用倉庫等を無償で使用させるものとする。 

 

（管理者業務に要する費用の負担及び支払方法） 

第８条 甲は、管理者業務に係る報酬（以下「管理者業務報酬」という。）と

して、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。 
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第 11 条 乙は、甲の事業年度終了後○月以内に、甲の組合員に対し、当該年

度における管理者事務の処理状況を記載した書面を交付し、総会において報

告をしなければならない。 

２ 乙は、甲から管理者事務の処理状況に関する報告を求められた場合は、当

該事項についての必要な説明をするよう努めなければならず、甲の監事から

報告を求められた場合は、これに応じて速やかに報告を行わなければならな

い。また、管理者事務の遂行により甲の財産に特に重大な影響を及ぼすと認

められる場合には、甲からの請求に基づき、乙はその旨を甲に対して書面に

より通知しなければならない。 

３ 前項の場合において、甲又は甲の監事は、乙に対し、管理者事務の処理状

況に係る関係書類の提示を求めることができる。 

 

（管理事務室等の使用） 

第 12 条 甲は、乙に管理者事務を行わせるために必要な器具、備品、管理事

務室、集会室、管理用倉庫等を無償で使用させるものとする。 

２ 乙の管理事務室等の使用に係る費用の負担は、次のとおりとする。 

一 ○○○○費 甲（又は乙）の負担とする。 

二 ○○○○費 甲（又は乙）の負担とする。 

三 ○○○○費 甲（又は乙）の負担とする。 

四 ○○○○費 甲（又は乙）の負担とする。 

 

（緊急時の業務） 

第 13 条 乙は、甲に被害が生じる可能性のある災害又は事故等が発生したこ

とを知ったときは、速やかに、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有

者（以下「組合員等」という。）への連絡、その他の本マンションにおける

被害状況の把握及び保存行為の円滑な実施のために必要な行為を行うもの

とする。ただし、乙の責めによらないやむを得ない事由によりこれらの行為

を行うことができない場合は、この限りではない。 

２ 乙は、災害等の緊急時においては、あらかじめ総会の承認を受けている場

合又は管理規約において総会の決議によらずに乙又は別紙○に規定する法

人との取引を行うことができる旨の定めがある場合は、乙又は同法人に対す

る発注を行うことができる。 

３ 乙は、前項の業務を行ったときは、遅滞なく、書面をもって、その業務の

内容及びその実施に要した費用の額を甲の監事に通知しなければならない。 

 

（有害行為の中止等要求） 

第 14 条 乙は、管理者事務を行うため必要なときは、甲の組合員等に対し、

一 管理者業務報酬の額 

合計月額           ○○円 

消費税額及び地方消費税額（以下「消費税額等」という。） ○○円 

計              ○○円 

二 支払期日及び支払方法 

毎月○日までにその○月分を、乙が指定する口座に振り込む方法により

支払う。 

三 日割計算 

期間が１か月に満たない場合は当該月の暦日数によって日割計算を行

う。（１円未満は四捨五入とする。） 

２ 甲は、管理者業務報酬のほか、乙が管理者業務を行うために必要となる交

通費、印刷費その他の費用を負担するものとする。 

３ 甲及び乙は、本契約の契約期間中であっても、管理者業務報酬が次の各号

のいずれかに該当するときは、甲の総会において重要な事実を開示し決議を

得ることにより、管理者業務報酬の金額を変更することができる。 

一 法令等の変更により管理者業務の内容に変更があったとき 

二 前号に定めるもののほか、管理者業務報酬の変更を必要とする事由が生

じたとき 

４ 甲は、管理者業務報酬及び第２項の費用について、原則として翌月末日ま

でに、乙の指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。 

５ 前項の支払いに要する費用は、甲の負担とする。 

 

（緊急時の業務） 

第９条 乙は、甲に被害が生じる可能性のある災害又は事故等が発生したこと

を知ったときは、速やかに、甲の組合員等への連絡、その他の本マンション

における被害状況の把握及び保存行為の円滑な実施のために必要な行為を

行うものとする。ただし、乙の責めによらないやむを得ない事由によりこれ

らの行為を行うことができない場合は、この限りではない。 

２ 乙は、災害又は事故等の事由により、甲のために緊急に行う必要がある保

存行為で、甲の総会の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲

の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、やむ

を得ないときは、乙または別紙〇に規定する法人に対する発注を行うことが

できる。 

３ 乙は、前項の業務を行ったときは、速やかに、書面をもって、その業務の

内容及びその実施に要した費用の額を甲の監事に通知しなければならない。 

 

（管理者業務の報告等） 
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次の各号に掲げる行為の是正等のため必要な勧告や指示若しくは警告又は

中止を求めることができる。 

一 法令、管理規約、使用細則又は総会決議等に違反する行為 

二 建物の保存に有害な行為 

三 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為 

 

（通知義務） 

第 15 条 乙は、本マンションにおける滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場

合においては、速やかに、その状況を甲の組合員全員及び甲の監事に通知し

なければならない。 

２ 乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面又は電磁的方法

をもって、甲の組合員全員及び甲の監事に通知しなければならない。 

 ただし、第２号に掲げる事由については、甲が指定する共用部分の掲示板

その他見やすい場所への掲示をもってこれに代えることができる。 

一 乙が名称又は住所を変更したとき 

二 乙が管理者事務担当者を選任又は変更したとき 

三 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に基づき登

録の取消し等の処分を受けたとき 

四 乙が管理規約に定める管理者の欠格事由に該当するに至ったとき 

３ 乙は、甲に対し甲の組合員が届出をしたあて先に発することで、前２項の

通知に代えることができるものとする。ただし、その届出のない組合員に対

しては、対象マンション内の専有部分の所在地あてに発するものとする。 

 

（専有部分等への立入り等） 

第 16条 乙は、管理者事務を行うため必要があるときは、組合員等に対して、

その専有部分又は専用使用部分（以下「専有部分等」という。）への立入り

又は自らこれに保存行為を実施することを請求することができる。 

２ 前項の場合において、乙は、あらかじめその旨を当該組合員若しくは当該

専有部分の占有者又は当該専用使用部分の使用者に通知し、その承諾を得な

ければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に掲げる災害又は事故等の事

由により、甲のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立入り又は

保存行為を実施することができる。この場合において、乙は、甲及び乙が立

ち入った専有部分等に係る当該組合員等に対し、事後速やかに、報告をしな

ければならない。 

一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等 

二 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪、孤立

第１０条 乙は、管理者としての地位に基づき、管理者業務担当者をして、甲

の監事に対して、毎月の管理者業務の実施状況及び甲の会計の収支の結果

を、書面により報告させなければならない。 

２ 乙は、甲の監事から請求があるときは、管理者業務担当者をして、管理者

業務の実施状況及び甲の会計の収支の結果について報告を行わせなければ

ならない。 

３ 第１項又は第２項の場合において、甲の監事は、乙に対し、管理者業務の

実施状況の報告及び甲の会計の収支の結果に係る関係書類の提示を求める

ことができる。この場合の関係書類の提示に係る費用は乙の負担とする。 

 

（通知義務） 

第１１条 乙は、○○マンションにおける滅失、き損、瑕疵等の事実を知った

場合においては、速やかに、その状況を甲の組合員全員及び甲の監事に通知

しなければならない。 

２ 乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、甲の

組合員全員及び甲の監事に通知しなければならない。 

一 乙が名称又は住所を変更したとき 

二 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成 12 年法律第

149 号）の規定に基づき登録の取消し等の処分を受けたとき 

三 乙が規約に定める管理者の欠格事由に該当するに至ったとき 

 

（守秘義務等） 

第 1２条 乙は、正当な理由なく、管理者業務に関して知り得た甲及び組合員

等の秘密を漏らしてはならない。本契約が終了した後においても、同様とす

る。 

２ 乙は、甲の組合員等に関する個人情報について、適正な取扱いを行うもの

とする。 

 

（免責事項） 

第１３条 乙は、災害に基づく予見し難い事情に基づく損害等、乙の責めによ

らない事由により甲に発生した損害については、その損害を賠償する責任を

負わないものとする。 

 

（契約の途中における解除等） 

第１４条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠っ

た場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し（乙が甲に催告するにあた

っては、甲の監事に対して催告するものとする。）、相手方が当該期間内に、

86



 

死（孤独死）等 

 

（乙の使用者責任） 

第 17条 乙は、乙の使用人その他従業員（以下「使用人等」という。）が、管

理者事務の遂行に関し、甲又は組合員等に損害を及ぼしたときは、甲又は組

合員等に対し、使用者としての責任を負う。 

 

（秘密保持義務） 

第 18 条 乙及び乙の使用人等は、正当な理由なく、管理者事務に関して知り

得た甲及び組合員等の秘密を漏らし、又は管理者事務以外の目的に使用して

はならない。 

 

（個人情報の取扱い） 

第 19 条 乙は、管理者事務の遂行に際して組合員等に関する個人情報（以下

「個人情報」という。）を取り扱う場合には、本契約の目的の範囲において

取り扱い、正当な理由なく、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。 

２ 乙は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、

漏えい等（以下「漏えい等」という。）の危険に対し、合理的な安全管理措

置を講じなければならない。 

３ 乙は、個人情報を管理者事務の遂行以外の目的で、使用、加工、複写等し

てはならない。 

４ 乙において、個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、乙は、甲の監

事及び漏えい等の被害を受けた当該個人に対し、速やかにその状況を報告す

るとともに、自己の費用において、漏えい等の原因の調査を行い、その結果

について、書面をもって甲の監事及び当該個人に報告し、再発防止策を講じ

るものとする。 

５ 乙は、個人情報の取扱いを再委託する場合において、再委託先に対して、

本契約で定められている乙の義務と同様の義務を課すとともに、必要かつ適

切な監督を行わなければならない。 

６ 乙は、本契約が終了したときは、個人情報を返却又は廃棄するものとする。 

 

（免責事項） 

第 20 条 乙は、甲又は組合員等が、次の各号に掲げる損害を受けたときは、

その損害を賠償する責任を負わないものとする。 

⑴台風、集中豪雨、暴風、落雷、高潮、地震、噴火等の自然現象に起因する

損害 

⑵河川、用水路等の氾濫や堤防決壊による洪水等により、本マンションの周

その義務を履行しないときは、甲にあっては総会での解任議案の承認を経

て、本契約を解除することができる。 

２ 甲は、乙が規約に定める管理者の欠格事由に該当するに至ったときは、総

会での解任議案の承認を経て、本契約を解除することができる。 

３ 甲又は乙は、第１項又は第２項に基づく解除を行った場合において、債務

不履行による損害が生じているときは、その相手方に対し、損害賠償を請求

することができる。 

４ 甲は、第１項又は第２項に定める事由がない場合において、総会での解任

議案の承認を経て、本契約を解除することができる。この場合において、甲

は、解除の日から本契約の有効期間が満了する日までの間又は３か月間のい

ずれか短い期間の管理者業務報酬に相当する額を、乙に支払うものとする。

ただし、解除にやむを得ない事由があるときは、この限りではない。 

５ 乙は、第１項に定める場合のほか、やむを得ない事由により乙による管理

者業務の遂行が困難となったときは、少なくとも３か月前までに、甲の監事

に対し書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を解除することができ

る。この場合において、甲に損害が生じているときは、甲は乙に対し、損害

賠償を請求することができる。 

６ 乙は、第１項及び前項に定める場合のほか、少なくとも３か月前までに、

甲の監事に対し書面で解約の申入れを行った上で、甲の総会の決議に基づ

き、本契約を合意解除することができる。 

 

（本契約の有効期間） 

第１５条 本契約の有効期間は、○○年○月○日から、○○会計年度終了後〇

か月以内に開催される通常総会終了のときまでとする。 

 

（契約の更新） 

第１６条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合は、前条に定める有効

期間が満了する日の３か月前までに、その相手方（乙からの申し出にあたっ

ては、甲の監事）に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。 

２ 本契約を更新することとする場合は、乙は、乙の再任の承認を得るための

総会を招集し、承認を得るものとする。 

 

（契約の終了等） 

第１７条 乙は、第 1４条の規定に基づき本契約を終了させようとする場合に

おいては、契約を終了させる旨及び契約を終了させる日を通知するものとす

る。 

２ 乙は、第１５条に定める有効期間の満了に伴い本契約を終了させ、更新し
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辺地域一帯が被害を受ける状況に起因する損害 

⑶本マンション近傍の送電線、ガス管、上下水道管及び乙の管理者事務対象

部分以外の施設の破損、故障、能力不足等に起因する損害 

⑷火災、盗難等の事故発生による損害 

⑸甲の組合員等若しくは第三者による、故意又は過失による損害 

⑹通知事項を甲の組合員等が怠ったことによる損害 

⑺専有部分等への立ち入りによって生じた損害 

⑻乙が善良な管理者の注意をもって管理者事務を行ったにもかかわらず生

じた敷地又は共用部分の異常又は故障等による損害 

⑼前各号に定めるもののほか、乙の責めに帰することができない事由による

損害 

 

（契約の途中における解除等） 

第 21 条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠っ

た場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し（乙が甲に催告するにあた

っては、甲の監事に対して催告するものとする。）、相手方が当該期間内に、

その義務を履行しないときは、甲にあっては総会での解任議案の承認を経

て、本契約を解除することができる。 

２ 甲は、乙が管理規約に定める管理者の欠格事由に該当するに至ったとき又

は第 27 条各号の確約に反する事実が判明したときは、総会での解任議案の

承認を経て、本契約を解除することができる。 

３ 甲又は乙は、第１項又は第２項に基づく解除を行った場合において、債務

不履行による損害が生じているときは、その相手方に対し、損害賠償を請求

することができる。 

４ 甲は、第１項又は第２項に定める事由がない場合において、総会での解任

議案の承認を経て、本契約を解除することができる。この場合において、甲

は、解除の日から本契約の有効期間が満了する日までの間又は三月のいずれ

か短い期間の管理者事務報酬に相当する額を、乙に支払うものとする。ただ

し、解除にやむを得ない事由があるときは、この限りではない。 

５ 乙は、第１項に定める場合のほか、本契約を契約期間中に解除する場合は、

少なくとも解除予定日の三月前までに、甲の組合員全員に対して書面で解約

の申入れを行い、あらかじめ甲と協議の上、総会の了承を得るよう努めるも

のとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。 

６ 前項の解約の申入れは、甲に対し組合員の届出がなされている場合はその

あて先に、組合員の届出がなされていない場合は、対象物件内の専有部分の

所在地あてに発するものとし、併せて本契約の解約の時期及び理由について

所定の掲示場所に掲示することとする。 

ないこととする場合は、満了の日の３か月前までに、甲の監事に通知しなけ

ればならない。 

３ 乙は、本契約の終了が決定した場合において、甲の監事の求めがあるとき

は、乙の後任の選任、規約変更等本契約終了後の体制への円滑な移行に必要

な支援を行うこととする。 

４ 本契約が終了する場合には、乙は、第６条第１項に基づき甲から提供され

た全ての帳票類等（同条第３項の規定に基づき複製又は更新されたものを含

む。）を甲に返却し、誠実に管理者業務の引き継ぎを行うとともに、乙の後

任の業務遂行に必要な支援その他の解約後の甲の業務運営に必要な事務を

行わなければならない。 

 

（法令改正に伴う契約の変更） 

第１８条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理者業務又は管理者

業務報酬を変更する必要が生じたときは、甲の総会において重要な事実を開

示し決議を得ることにより、本契約を変更することができる。ただし、消費

税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、業務

報酬のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。 

 

（誠実義務等） 

第１９条 乙は、管理者業務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなけ

ればならない。 

２ 乙は、管理者業務に関連して、紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しく

はその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、甲の総会の承認を

経ずに、甲以外の者から収受し、又は供与してはならない。 

３ 乙は、管理者業務に関連し、自己又は第三者のために甲と取引をしようと

するとき又は第三者との間において甲と乙との利益が相反する取引をしよ

うとするときは、当該取引につき重要な事実を開示し、甲の総会において承

認を受けなければならない。 

４ 甲及び乙は、乙が管理者として別紙に定める法人等との間で締結する取引

については、前項に定める甲と乙との利益が相反する取引とみなす。 

５ 乙が第３項に違反した場合は、甲は、損害賠償の請求に加えて、管理者業

務報酬の○カ月分に相当する金額を、違約金として請求することができる。 

６ 乙は、別紙に定める法人等について、毎会計年度の決算の時期において見

直しを行い、その範囲について修正が必要な場合、収支決算案と併せて承認

を得るものとする。 

７ 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項について

は、乙は、甲の総会等において誠意を持って説明するものとする。 
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７ 本契約を契約期間中に解除することとなった場合は、乙は、第９条第１項

に基づき甲から提供された全ての帳票類等（同条第３項の規定に基づき複製

又は更新されたものを含む。）を甲に返却するものとし、誠実に管理者事務

の引き継ぎを行うものとする。 

８ 第５項の場合において、甲の監事又は総会の決議に基づく甲の組合員の求

めがあるときは、乙は後任候補の選定や、後任が選任されるまでの業務契約

を締結するなど本契約終了後の円滑な移行に必要な協力を行うものとする。 

 

（本契約の有効期間） 

第 22 条 本契約の有効期間は、○○年○月○日から、○○会計年度終了後〇

月以内に開催される通常総会終了のときまでとする。 

 

（契約の更新） 

第 23 条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合は、前条に定める有効

期間が満了する日の三月前までに、その相手方（乙からの申し出にあたって

は、甲の監事）に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。 

２ 本契約を更新することとする場合は、乙は、乙の再任の承認を得るための

総会を招集し、承認を得るものとする。 

３ 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了す

る日までに更新に関する協議が整う見込みがないときは、甲及び乙は、本契

約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。 

 

（契約の終了等） 

第 24 条 乙は、第 21 条の規定に基づき本契約を終了させようとする場合に

おいては、契約を終了させる旨及び契約を終了させる日を書面をもって、通

知するものとする。 

２ 乙は、第 22 条に定める有効期間の満了に伴い本契約を終了させ、更新し

ないこととする場合は、満了の日の三月前までに、甲の監事に対し、書面を

もって通知しなければならない。 

３ 乙は、本契約の終了が決定した場合において、甲の監事又は総会の決議に

基づく甲の組合員の求めがあるときは、乙の後任の選任、乙の後任が選任さ

れるまでの間の暫定契約の締結、管理規約変更等本契約終了後の体制への円

滑な移行に必要な支援を行うこととする。 

４ 本契約が終了する場合には、乙は、第９条第１項に基づき甲から提供され

た全ての帳票類等（同条第３項の規定に基づき複製又は更新されたものを含

む。）を甲に返却し、誠実に管理者事務の引き継ぎを行うものとする。 

 

 

（合意管轄裁判所） 

第２０条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたとき

は、本マンションの所在地を管轄する○○地方（簡易）裁判所を第一審管轄

裁判所とするものとする。 

 

本契約の成立の証として本契約書２通を作成し、記名押印のうえ、各自１通

を保有するものとする。 

 

○○年 ○○月 ○○日 

 

甲 

住 所 

名 称 

代表者                    印 

 

乙 

住 所 

法人名                    印 
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（法令改正に伴う契約の変更） 

第 25 条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理者事務又は管理者

事務報酬を変更する必要が生じたときは、甲の総会において重要な事実を開

示し決議を得ることにより、本契約を変更することができる。ただし、消費

税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、業務

報酬のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。 

 

（誠実義務等） 

第 26 条 乙は、管理者事務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなけ

ればならない。 

２ 乙は、管理者事務に関連して、紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しく

はその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、甲以外の者から授

受してはならない。 

３ 乙は、管理者事務に関連し、自己又は第三者のために甲と取引をしようと

するとき又は第三者との間において甲と乙との利益が相反する取引をしよ

うとするときは、当該取引につき重要な事実を開示し、甲の総会において承

認を受けなければならない。 

４ 甲及び乙は、乙が管理者として別紙に定める法人等との間で締結する取引

については、前項に定める甲と乙との利益が相反する取引とみなす。 

 ただし、事務用品、消耗品、通信費等の管理に要する経費について、乙は、

収支決算案と併せて甲の総会において報告の上、承認を得るものとする。 

５ 乙は、別紙に定める法人等について、甲の毎会計年度の決算の時期におい

て見直しを行い、その範囲について修正が必要な場合、甲の総会の承認を得

るものとする。 

６ 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項について

は、乙は、甲の総会において誠意を持って説明するものとする。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第 27条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 

一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ若し

くはこれらに準ずる者又はその構成員（以下これらを総称して「反社会的

勢力」という。）ではないこと。 

二 自らの役員（甲及び乙の業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ

らに準ずるものをいう。）が反社会的勢力ではないこと。 

三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではない

こと。 

四 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしない
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こと。 

イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 

ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用をき損する行

為 

 

（合意管轄裁判所） 

第 28 条 本契約に関する甲乙間の紛争については、訴訟を提起する必要が生

じたときは、訴額に応じて本マンションの所在地を管轄する○○地方裁判所

又は○○簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとする。 

 

 

（協議事項） 

第 29 条 甲及び乙は、甲と乙との間で別途締結している管理委託契約が解約

又は解除された場合には、協議の上、本契約を変更することができる。 

 

（存続条項） 

第 30 条 本契約において別途定める場合を除き、本契約は、その終了後も、

第 18条（秘密保持義務）第 19条（個人情報の取扱い）、第 21 条（契約の途

中における解除等）、第 24 条（契約の終了等）、第 28 条（合意管轄裁判所）

は効力が存続する。 

 

本契約の成立の証として本契約書２通を作成し、記名押印の上、各自１通を

保有するものとする。 

 

○○年 月 日 

甲 住 所 

名 称 

代表者               印 

乙 住 所 

法人名 

代表者               印 

管理業務主任者 

 

 

第 26 条における法人等の範囲については、別紙のとおりとする。 
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別紙 グループ会社等の特別な利害関係を有する業者 

 

 

 

 

 

 

  

別紙 

 

第１９条における法人等の範囲については、以下のとおりとする。 

 

法人名 

・ 

・ 

・ 

 

【参照条文】 

○マンションの管理の適正な推進に関する法律（平成 12 年法律第 149 号）（抄） 

（重要事項の説明等） 

第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けること

を内容とする契約（新たに建設されたマンションの分譲に 通常要すると見込

まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動す

ることが見込まれる期間として国土交通省 令で定める期間中に契約期間が満

了するものを除く。以下「管理受託契約」という。）を締結しようとするとき

（次項に規定するときを 除く。）又は当該管理受託契約を締結し、若しくは締

結しようとする管理組合から管理者事務（当該管理組合の管理者等がマンショ

ンの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理

してマンション（専有部分を除く。）を保存し、集会（区分所有 法第三十四条

（区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。）の規定による集会を

いう。）の決議を実行し、及び規約（区分所有法第三十条第一項（区分所有法

第六十六条において準用する場合を含む。）の規約をいう。）で定めた行為をす

ることに関する事務をいう。次条において同じ。）の委託を受けることを内容

とする契約（新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期

間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが

見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が 満了するも

のを除く。以下「管理者受託契約」という。）を締結しようとするとき（次項

に規定するときを除く。）は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところによ

り説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当

該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約又は管理

者受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定める

もの（以 下「重要事項」という。）について説明をさせなければならない。こ

の場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、

当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理

者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交

（新設） 
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付しなければならない。 

 

（利益相反のおそれがある場合のマンションの区分所有者等への事前説明） 

第七十七条の二 マンション管理業者（管理事務の委託を受けた管理組合の管理

者等であるものに限る。）は、自己又は人的関係、資本関係その他の関係にお

いて当該マンション管理業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で

定める者との間における取引を行うとき（管理受託契約又は管理者受託契約を

締結しようとするときを除く。）は、あらかじめ、国土交通省令で定めるとこ

ろにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等

に対し、当該取引につき重要な事実として国土交通省令で定める事項を説明し

なければならない。 

 

○マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則（平成 13 年国土交通

省令第 110 号）（抄） 

（財産の分別管理） 

第八十七条 （略） 

２・３ （略） 

４ マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕

積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収 納・保管口座に係

る管理組合等の印鑑等を保管してはならない。ただし、次に掲げる場合は、こ

の限りでない。 

一 当該管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任

されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合 

二 マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、次に掲げる

要件の全てを満たす場合 

イ 当該マンション管理業者又は第八十九条の二に規定する人的関係、資本

関係その他の関係において当該マンション管理業者と密接な関係を有す

る者以外に、当該印鑑等を保管することを承諾する者がいないこと。  

ロ 当該マンション管理業者が、当該印鑑等について不正な利用、滅失、盗

難、紛失その他の事故のおそれがないと認められる適切な保管体制を整備

していること。  

ハ 当該マンション管理業者が、保管口座又は収納・保管口座に保管されて

いる金額以上の額につき有効な保証契約を締結していること。 

ニ 保管口座又は収納・保管口座は、当該管理組合に帰属することが一見し

て明らかな者を名義人とすること。  

ホ イからニまでに掲げる要件の全てを満たしていることを当該管理組合

を構成する区分所有者等に説明し、及び書面を交付した上で、当該マンシ
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ョン管理業者が当該印鑑等を保管する旨の決議が集会でなされたこと。 

 

（人的関係、資本関係その他の関係においてマンション管理業者と密接な関係

を有する者） 

第八十九条の二 法第七十七条の二の国土交通省令で定める者は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 

一 マンション管理業者が個人である場合 次に掲げる者 

イ 当該マンション管理業者の親族 

ロ 当該マンション管理業者又はその親族が役員である法人 

二 マンション管理業者が法人である場合 次に掲げる会社等（会社法施行規

則（平成十八年法務省令第十二号）第二条第三項第二号に 規定する会社等

をいう。ニにおいて同じ。） 

イ 当該マンション管理業者の親会社（会社法第二条第四号に規定する親会

社をいう。ホにおいて同じ。） 

ロ 当該マンション管理業者の子会社（会社法第二条第三号に規定する子会

社をいう。ホにおいて同じ。） 

ハ 当該マンション管理業者の関連会社（会社計算規則（平成十八年法務省

令第十三号）第二条第三項第二十一号に規定する関連会社 をいう。ニに

おいて同じ。） 

ニ 当該マンション管理業者が他の会社等の関連会社である場合における

当該他の会社等 

ホ 当該マンション管理業者の親会社の子会社（当該マンション管理業者を

除く。） 

 

（利益相反のおそれがある場合の説明会の開催） 

第八十九条の三 法第七十七条の二の規定による説明会は、できる限り当該説明

会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理者事務

の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。 

２ マンション管理業者は、当該説明会の開催日の一週間前までに当該説明会の

開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマ ンションの区分所

有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、掲示しない旨の決

議が集会でなされたときは、この限りでない。  

３ マンション管理業者は、当該説明会の開催日の一週間前までに、当該管理組

合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、次条に掲げる事項並びに

当該説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。 

 

（利益相反のおそれがある取引に係る重要な事実） 
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第八十九条の四 法第七十七条の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる

ものとする。 

一 マンション管理業者と当該取引の相手方との関係 

二 当該取引を行おうとする年月日 

三 当該取引の内容 

四 当該取引の金額（当該金額の内訳及び算出の根拠を含む。） 

五 当該取引を行おうとする理由 

六 当該取引の相手方以外の者にさせた見積りの内容（当該見積りをさせなか

った場合は、その理由） 

 

（法第七十七条の二の国土交通省令で定める場合） 

第八十九条の五 法第七十七条の二の国土交通省令で定める場合は、災害その他

やむを得ない事由によってマンションの共用部分に損傷が 生ずることによ

り、当該マンションに居住している者の日常生活に支障が生ずるおそれがある

と認められる場合であって、その旨の決議が集会でなされている場合とする。 

 

○宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）（抄） 

（重要事項の説明等） 

第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借

の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る

売買、交換若しくは貸借の各当事者（以下「宅地建物取引業者の相手方等」と

いう。）に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に

関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士

をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面（第

五号において図面を必要とするときは、図面）を交付して説明をさせなければ

ならない。 

一～五 （略） 

六 当該建物が建物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九

号）第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当

該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同

条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又は

その敷地（一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関

する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含

む。）に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別

に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの 

２～９ （略） 
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○宅地建物取引業法施行規則（昭和 32年建設省令第 12号）（抄） 

（法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項） 

第十六条の二 法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事

項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の

契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。 

一～八 （略） 

九 当該一棟の建物及びその敷地の管理者等（マンションの管理の適正化の推

進に関する法律（平成十二年法律第百四十九号）第二条第 四号に規定する

管理者等をいう。以下同じ。）が当該一棟の建物及びその敷地に係る管理組

合（同条第三号に規定する管理組合をいう。以下同じ。）から委託を受けて

管理事務（同条第六号に規定する管理事務をいう。以下同じ。）を行うマン

ション管理業者（同条第八号に規定するマンション管理業者をいう。以下同

じ。）である場合にあつては、その旨 

十 （略） 

 

（法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項） 

第十六条の四の六 法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項は、

次に掲げるものとする。 

一～八 （略） 

九 当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理者等が当該信託財産

である一棟の建物及びその敷地に係る管理組合から委託を受 けて管理事務

を行うマンション管理業者である場合にあつては、その旨 

十 （略） 

 

（法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三

項第六号の国土交通省令で定める事項）  

第十九条の二の五 法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法

第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとす

る。 

一～八 （略） 

九 当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理者等が当該信託財産

である一棟の建物及びその敷地に係る管理組合から委託を受 けて管理事務

を行うマンション管理業者である場合にあつては、その旨 

十 （略） 
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